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１  政策評価の意義等 

  

（１）政策評価の意義 

わが国の行政については、国民に対する説明責任を徹底することによって、行政の透明性

を確保し国民の信頼を向上させることが求められています。また、政府の行政活動の範囲に

ついて重点化・適正化するとともに国民が求める質の高い行政サービスを効果的・効率的に

提供すること、さらに国民に対して実際にどのような成果がもたらされたかを重視するという成

果重視の行政へ転換することも求められています。 

 

このような観点を踏まえ、わが国においては平成１３年１月の中央省庁等再編に併せ、政 策

評価制度が全政府的に導入されました。また、１４年４月には「行政機関が行う政策の評価に

関する法律」が施行され、法律に基づく政策評価がスタートしました。 

 

政策評価についてこの法律では、金融庁を含めた各行政機関が、自らの所掌する政策の

効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策

に適切に反映することとしています。また、評価の実施に当たっては、政策効果をできる限り

定量的に把握するとともに、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用すること

としています。 

さらに、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保し国民に対する説明責任を全うするため、

各行政機関は中期的な基本計画と１年ごとの実施計画を策定し公表するとともに、政策評価

の結果はインターネット等により公表することとしています。 

  

（２）金融庁における政策評価への取組み（「参考資料１」参照。） 

    金融庁においては、政策評価における政府全体の動きに併せて、平成 13 年３月には、

金融庁として政策評価の実施に関する方針などを規定した「金融庁における政策評価の

実施要領」を策定するとともに、13 年 10 月には政策目標の単年度計画である「平成 13

事務年度の政策評価の運営方針」を策定し、13 事務年度において 26 の政策について評

価を実施することとしました。 

また、平成 14 年４月の「行政機関が行う政策評価に関する法律」の施行に伴い、13

年に策定した「金融庁における政策評価の実施要領」及び「平成 13 事務年度の政策評

価の運営方針」について内容を承継・拡充し、それぞれ当該法律に基づくものとして「金

融庁における政策評価に関する基本計画」（計画期間：平成 14 年４月～17 年６月）及び

「事後評価の実施計画」（計画期間：平成14 年４月～14 年６月）を新たに策定しました。

なお、「事後評価の実施計画」で掲げた政策は、「平成 13 事務年度の政策評価の運営方

針」において掲げている 26 の政策と同じ内容となっています。 
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  このほか、14 事務年度の単年度計画について、14 年８月に「事後評価の実施計画」（計

画期間：平成 14 年７月～15 年６月）を策定しているところです。 

    今般、平成１３事務年度における「事後評価の実施計画」の計画期間が 14 年６月末で終

了したことから、当該26 の政策について実績評価を実施しました。 

 （注）金融庁における「事務年度」とは、７月～翌年６月の期間です。 

 

金融庁としては、法律の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて金融庁が行う政策の目的､

効果等を国民に説明することにより、金融行政の透明性を確保するとともに金融行政に対す

る国民の信頼性の向上を図ることとしています。また、政策評価の結果を今後の政策に反映

させることにより行政の質や効率性を高めるとともに、政策評価を通じて職員の意識改革を進

め国民的視点に立った成果重視の金融行政を実現することを目指しています。 

なお、金融庁においては、政策評価の取組み状況について、インターネット等により公表し

ています。（ http://www.fsa.go.jp/seisaku/seisaku.html ） 

 

２  実績評価の実施に当たっての考え方等 

 （１）実績評価の実施に当たっての考え方 

  平成 13 事務年度における実績評価の実施に当たっては、法律において示されている政

策や業務の必要性（達成目標の実現が、国民や社会ニーズに照らしてどのような意義

を持つのか）、有効性（業務の実施が政策の達成に寄与しているか、期待される効果が

得られているか）、効率性（業務に投入した資源量が達成目標の実現にとって効率的で

あったか）の観点から評価を行うこととしました。 

 

また、各政策の実績評価の記載に当たっては、政策の目的、効果等について可能な限

り定量的かつ客観的な記述となるよう努めつつ、以下の項目に分けて説明を行いまし

た。 

① 政策の目標 

年度当初に設定した政策目標の内容のほか、政策の意義や必要性などについて

説明しました。 

② 現状分析及び外部要因 

経済社会情勢の分析や外部要因などについて、客観的な統計データを交えつつ説

明しました。また、これまでの金融庁の取組みについても説明しました。 

③ 事務運営についての報告及び評価 

13 事務年度において政策の達成に向けて行った業務（取組み）内容を説明しま

した。また、業務内容の説明とは別に、可能な限り取組みの成果（アウトカム）に

ついて分析し、評価するよう努めました。なお、説明や分析に当たっては可能な限

り指標を用いました。 
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      ④ 今後の課題 

当該政策についての今後の課題や取組み方針を説明しました。 

⑤ 当該政策に係る端的な結論 

  本政策評価が国民に分かりやすいものとなるよう、取組みの成果が上がってい

るかどうか、また今後の取組み方針について端的な結論を記載しました。 

なお、端的な結論の記述に当たっては、以下の基本類型を参考にしつつ、各政策

の状況を踏まえ必要に応じて補足説明を加えました。 

 

当該政策に係る端的な結論の基本類型 

政策は達成された。 13事務年度で政策の主な

施策が終了するもの 政策は達成されなかった。 

政策の達成に向けて成果が上がっており、今後も

これまでの取組みを進めていく。 

政策の達成に向けて成果が上がっているが、環境

の変化や取組みの有効性等を踏まえ、取組みの充

実・改善や新たな施策の検討等を行う。 

現時点で成

果の発現が

予定される

もの 
政策の達成に向けて成果は上がっておらず、取組

みの見直し等を行う。 

現時点では成果の発現は予定されていないが、政

策の達成に向け業務は適切に実施されており、引

き続きこれまでの取組みを行う。 

14 事務年

度以降も

政策が継

続するも

の 
現時点で成

果の発現が

予定されな

いもの 
現時点では成果の発現は予定されていないが、業

務の実施状況や環境の変化等を踏まえ、取組みの

充実や改善を行う。 

 

⑥ 学識経験を有する者の知見の活用 

各政策の評価に当たり「政策評価に関する有識者会議」(後述２（２）参照)で

の意見を参考としました。なお、今後の政策評価に向けての意見についてはその旨

を記載しました。 

⑦ 注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

評価に当たっての政策効果把握方法や評価に当たって使用した資料等を記載し

ました。 



 

 4

 （２）実績評価の実施体制 

 平成１３年度における実績評価については、「政策評価担当課」の総括の下に、「各局の政

策担当各課室係」がその担当する政策について自ら政策評価を行うとともに、「各局の

調整担当課」が審査を行っています。さらに、金融庁内に設置した「政策評価会議」におい

て総合的な調整を行います。（具体的な実施体制については、「参考資料２」参照。） 

    また、客観性の確保、多様な意見の反映等を図るため、政策評価や金融庁所管の政策に

ついて知見を有する学識経験者をメンバーとする「政策評価に関する有識者会議」を開催し、

ご意見を伺いました。（メンバーについては、「参考資料３」参照。）  

 

３ 政策評価に関する有識者会議メンバーによる意見 

有識者会議メンバーの方々からは、11 月 12 日の「政策評価に関する有識者会議」を

はじめ様々な機会に多くの意見をいただきました。 

実績評価全般に関しては、主に以下のような観点からのご意見をいただき、実績評価

書の作成に際し参考とさせていただきました。 

○ 政策評価に当たっては、アウトカム（効果・成果）による評価を重視すべきであ

る。 

○ アウトカムは昨年から比較してどのようになったのかを評価すべきである。 

○ 金融庁として何を目標として捉え、何を制約条件として捉えたかを説明すべきであ

る。 

○ 長期的課題と短期的課題は分けて評価すべきである。 

○ 効率性の観点からの評価も十分行うべきである。 

○ 各政策の実績評価における端的な結論について、評価の甘い部分や誤解の生じる

部分のないように注意すべきである。 

○ 政策目標の設定においても、アウトカムを重視すべきである。 

    なお、今後も、今回頂いたご意見を活用させていただき、さらに分析手法を高めるよう努

めてまいります。 

 

また、各政策の実績評価に関しても多くのご意見をいただき、評価書作成の参考とさせ

ていただきました。なお、今後の政策評価に向けての意見については、各政策の評価結果

の「７．学識経験を有する者の知見の活用」欄に記載しています。 
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（参考資料１）金融庁における政策評価への取組み 

  

政府全体の動き 

 

 

金融庁の動き 

 

１３年１月 

 

 

 

 

 

３月 

 

 

 

６月 

 

 

 

１０月 

 

 

 

１２月 

 

 

 

１４年４月 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

 

１２月 

 

・中央省庁等改革に合わせて政策評 

 価制度導入 

・「政策評価に関する標準的ガイドラ 

 イン（政策評価各府省連絡会議了 

 承）」策定 

 

 

 

 

 

・「行政機関が行う政策評価に関する 

 法律」制定（13 年法律第 86 号） 

 

 

 

 

 

 

・「政策評価に関する基本方針」制定 

 （13 年 12 月閣議決定） 

 

 

・「行政機関が行う政策評価に関する 

 法律」施行（13 年法律第 86 号） 

 

・「行政評価等プログラム」策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「金融庁における政策評価の実施要領」

策定（13 年 3 月 28 日） 

 

 

 

 

 

 

・「平成 13 事務年度の政策評価の運営方

針」策定（13 年 10 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

・「金融庁における政策評価に関する基

本計画」策定（14 年 4 月 1 日） 

 

・「事後評価の実施計画」 

 （計画期間 14 年４月～６月末） 

策定（14 年 4 月 1 日） 

 

・「事後評価の実施計画」 

 （計画期間 14 年７月～15 年６月末）

策定（14 年 8 月 6 日） 

 

・政策評価（平成 13 事務年度の実績評

価）を実施、評価結果の公表 
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（参考資料２）政策評価の実施体制 

 

 

意見聴取 

・ ﾒﾝﾊﾞｰは長官以下各局の調整担当課長等まで 

・ 政策評価の在り方及び運営について検討し、

総合的な観点から調整する 

・ 政策評価の結果を受けて当該政策に関連

する予算・機構定員、税制、法令等に関し、

必要な調整を行う 

政策評価に関する 

有識者会議 長 官 

政策評価会議 

大臣・副大臣 

通知 

対外公表

総務大臣 

予算・機構定員担当課等 

（総務課管理室等） 

・ 政策評価の実施（実施計画・評価書の作成）

・ 政策評価の結果の政策への反映 

・ 基本計画の策定等政策評価に関する基

本的事項の企画及び立案 

・ 政策所管部局への支援・助言 

・ 政策評価の実施のとりまとめや公表など

政策評価の総括 

・  政策評価手法の開発、研修の実施     

  

政策担当各課室係 

・ 政策評価の実施 

（各課室係の審査及びとりまとめ） 

・ 政策評価の結果の政策への反映 

（各課室係の審査及びとりまとめ） 

政策評価担当課 

（政策課） 

 

各局の調整担当課 

（総務課等） 
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（参考資料３） 

 

政策評価に関する有識者会議メンバー 

 

平成 14 年 10 月 1 日現在 

 

 

  翁   百 合  ㈱日本総合研究所主席研究員 

座  長  片 田 哲 也  ㈱小松製作所取締役相談役 

神 作 裕 之  学習院大学法学部教授 

      関   哲 夫  新日本製鐵㈱代表取締役副社長 

      田 辺 国 昭  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

      富 田 俊 基  ㈱野村総合研究所研究理事 

      吉 野 直 行  慶應義塾大学経済学部教授 

        

      〔 計 ７名 〕 

（敬称略・五十音順） 

 



 

 

 
 

 

 

 

Ⅱ 各政策の評価結果 
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 政 策 １－１  

 

１．政策名 

 

  金融機関の不良債権処理の推進等 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

  不良債権処理を強化するとともに､金融の活性化を図るため､｢緊急経済対策（平成 13

年 4 月 6 日閣議決定）｣、｢今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方

針（いわゆる｢骨太の方針｣平成 13年 6月 26 日閣議決定）｣、「改革工程表」及び｢改革先

行プログラム｣に盛り込まれた債務者に注目した特別検査の導入等の各種施策を緊急に

実施する。また､公的資金による資本注入を受けた銀行について経営健全化計画のフォロ

ーアップを行なう。 

 （業績指標）改革工程表に記載されている各種施策の実施状況等 

 

（説明） 

  金融機関の抱える不良債権の最終処理は、金融機関の収益力の改善や新たな融資への

対応力を向上させるとともに、貸出先企業の再建と整理の過程で、採算部門と不採算部

門とを切り分け、採算部門の迅速な再建を図ることを通じ、新たな成長分野への資金の

移動を促すことにつながるものです。 

このような観点から、金融庁は、不良債権処理を促進するために以下のような積極的

な取組みを進めることとしました。なお、公的資金による資本注入を受けた銀行につい

ては、こうした不良債権の処理を促進させる重要性をも踏まえつつ、経営健全化計画の

フォローアップを行なうこととしました。 

 

（１）「緊急経済対策」（平成 13年 4月 6日 閣議決定） 

   ・ 主要行の破綻懸念先以下の債権について、既存分は原則として２営業年度以内、

新規発生分は原則として３営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ず

る 

      ・ 要注意先債権等の健全債権化のための体制整備を要請 

  ・ 私的整理に関するガイドラインを取りまとめ、公表するよう要請 

 

（２）「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」 

（「骨太の方針」、平成 13年 6月 26 日 閣議決定） 
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   ・ ＲＣＣ（整理回収機構）の機能を抜本的に拡充し不良債権処理と企業再生を図る 

    ・ 不良債権比率等の指標等も参考に、不良債権問題全体の改善状況について的確に

把握 

 

（３）「改革先行プログラム」（平成 13年 10 月 26 日 閣議決定） 

   ・ 主要行に対する特別検査の実施 

   ・ ＲＣＣによる不良債権買取りの価格決定方式の弾力化（時価による買取り） 

   ・ 企業再建ファンドの組成の推進 

   ・ 同時に他の分野の構造改革を推進することにより、集中調整期間が終了する３年

後には不良債権問題の正常化を図る 

 

（４）「早急に取り組むべきデフレ対応策」（平成 14年 2月 27 日 閣議決定） 

   ・ 特別検査の厳正な実施と結果の公表 

   ・ ＲＣＣによる積極的な不良債権買取り 

 

（５）「より強固な金融システムの構築に向けた施策」（平成 14年 4月 12 日 閣議決定） 

・ 主要行の破綻懸念先以下の債権について、具体的処理目標（原則１年以内に５割、

２年以内にその大宗（８割目途））を設定、信託を含むＲＣＣの機能も積極的に活

用し、オフバランス化を一層加速 

・ 主要銀行グループに対する通年・専担検査の導入 

 

（６）「当面の経済活性化策等について」（平成 14年 6月 17 日 閣議決定）、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針 2002」（平成 14年 6月 25 日 閣議決定） 

  ・ オフバランス化の具体的処理目標等、累次にわたる施策に則った処理を一層徹底  

 

３．現状分析及び外部要因 

 

我が国の経済情勢を見ると、株式市況の低迷や実体経済、物価や地価の下落など、依

然として厳しい状況にあります。こうしたマクロ経済の停滞は、デフレや企業収益の悪

化等を通じて不良債権の新規発生につながるものと考えられます。 
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【資料１－１－１ 株式市況の動向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(注) 日経平均株価は、12 年 4 月 24 日に 30 銘柄を入替えたことから入替え前後の株価の比較には留意のこと 
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【資料１－１－２ 国内総支出等の推移】 
 

実質国内総支出（％） 
名目国内総支出（％） 

13 年 7‐9月   10‐12 月 14 年 1－3月  4－6月 
  ▲0.7        ▲0.0       ▲0.0    0.6 
  ▲0.7        ▲0.9    ▲0.1   ▲0.1 

企業収益（％） 
（経常利益、全規模） 

13 年 7－9月    10－12 月  14 年 1－3月    4－6月 
▲32.5       ▲31.4       ▲14.6      ▲16.8 

企業倒産件数（件） 
13 年度  14 年 1－3月 4－6月  6 月  7 月   8 月 
 19,565      4,958     4,780    1,439  1,718  1,578 

完全失業率（％） 
13 年度  14 年 1－3月 4－6月  6 月  7 月   8 月 

5.2    5.3     5.3       5.4    5.4    5.4 
 
国内卸売物価（％） 

13 年度  14 年 1－3月 4－6月  6 月  ７月  ８月 
▲1.1    ▲1.4  ▲1.2  ▲1.0   ▲1.2  ▲0.9 

消費者物価（％）  ▲0.8    ▲0.8  ▲0.9  ▲0.8  ▲0.8  ▲0.9 
全国市街地価格指数 
（平成2年 3月末＝100） 

 12年 3月  9月 13 年 3月  9月   14年 3月  

住宅地 87.0  85.3      83.5     81.7        79.8 
商業地     57.0   54.2      51.6     49.1        46.6 

（注）実質国内総支出及び名目国内総支出は季節調整済前期比。経常利益、国内卸売物価及び消費者物価は前
年同期比。また消費者物価は生鮮食品を除く総合を記載。 

出所：全国市街地価格指数については、（財）日本不動産研究所、 
その他は内閣府「月例経済報告関係資料」（平成 14年 10 月 9日） 

 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成１３事務年度における本政策目標に関する事務運営の状況は以下のとおりです。 

① 不良債権の洗い出し 

    平成 13 年度においては、貸出条件緩和債権の判定基準の厳格化が行われたほか、

主要行に対し、「年１回検査」、「フォローアップ検査」及び「特別検査」を実施する

等により、不良債権の洗い出しを行いました。 

 

② 不良債権処理の促進 

不良債権処理については、主要行の破綻懸念先以下の債権について、既存分は原

則として 2営業年度、新規発生分は原則として 3営業年度以内に最終処理するなど

の取組みを進めてきております。なお、その詳細については「不良債権の状況」（平

成 14年 2月 1日、14年 8月 2日）にて公表しています。

(http://fsa.go.jp/news/newsj/13/ginkou/f-20020201-1a.html、 http://fsa.go.jp/news/ 
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newsj/13/ginkou/f-20020802-1a.html） 

さらに、平成 14年 4月には、上記の２年３年ルールの中で、主要行の破綻懸念先

以下の債権について、原則１年以内に５割、２年以内にその大宗（８割目途）を処

理するという具体的な目標を設定し、ＲＣＣの機能の活用などにより、オフバラン

ス化を一層加速することとしているところです。 

 

③ ＲＣＣの機能拡充 

ＲＣＣの機能を以下のように拡充し、ＲＣＣを積極的に活用した不良債権処理、

企業再生等を進め、銀行の不良債権のオフバランス化の確実な実現を図ることとし

ています。 

イ．金融再生法 53条※1に基づく不良債権の買取り 

    ＲＣＣによる不良債権買取りについては、 

（イ）13年６月の同法改正で買取期間を３年間延長(16 年 3月 31 日まで)する 

（ロ）13年 12 月の同法改正（14年１月施行）で、 

・ 買取価格を時価とする 

・ ＲＣＣによる入札の参加を可能とする 

・ ＲＣＣは、処分の多様化に努め、可能な限り３年を目処に早期処理に努め

ること、債務者については、速やかな再生に努める 

こととされました。 

    ＲＣＣは、平成 14年３月に債権買取推進本部を設置し、４月に金融機関の利便

性を考慮し同本部を日本橋に移転、さらに、６月に有識者３名に同本部のアドバ

イザーを委嘱するなど体制強化を図ってきました。 

ロ．信託機能の活用 

     ＲＣＣは、平成 13年８月に信託兼営の認可を受け、信託業務部を設置しました。 

ハ．企業再生に向けた取組み 

             ＲＣＣは、平成 13 年 11 月に企業再生本部を設置し、平成 14 年 1月に外部の専

門家等からなる企業再生検討委員会を設置するなど体制強化を図ってきました。 

二．処分方法の多様化 

             不動産の証券化※2 や保有債権の売却を行うなど、処分方法の多様化を図ってい

ます。 
 

 

                                                   
※1 金融再生法 53条にはＲＣＣが預金保険機構からの委託により健全金融機関等からの資産の買取りに関する業務ができ

る旨定められています。 
※2「（不動産の）証券化」とは、企業等が保有する不動産を当該企業等から切り離し（オフバランス化）、その不動産が生

み出すキャッシュ･フローを償還の原資として元利･配当等の支払を行う債券を発行する金融手法です。当該企業等にと
っては資金調達の一つの手段となります。 
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④ 企業再建の枠組の整備 

平成 13 年５月に、経営困難な企業に関して、私的整理における再建計画の策定等

に係る調整手続等について、公正・円滑化を目指すため、政府も参加する検討の場を

設け、ガイドラインとして早急に取りまとめた上、公表するよう、関係者へ働きかけ

ました。 

また、日本政策投資銀行、民間投資家等に対し、企業再建のためのファンドの組成

や参加を平成 13年 10 月に要請しました。このファンドは、厳格な再建計画が策定さ

れた企業の株式（債務の株式化により銀行等が取得したもの）等を買い取り、再建計

画の実現を図るものです｡また、ファンドの早期設立に向けて、平成 13年度補正予算

などにより、日本政策投資銀行からの出資のために必要な財源の手当て（予算措置 500

億円、自己資金 500 億円）を行いました。 

  

⑤ 経営健全化計画※3のフォローアップ 

   経営健全化計画の履行状況報告に関しては、不良債権の処理を促進させることの重

要性をも踏まえつつフォローアップを行い、平成 13 年３月期については同年８月２

日に、同年９月期については同年 12 月 21 日に、平成 14 年３月期については、同年

７月 31日に報告内容の公表を行いました。 

（http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20020731-2.html） 

 

（２）評価 

① 不良債権の洗い出し 

14 年３月期の全国銀行の金融再生法開示債権残高は 43.2 兆円と、13 年３月末に

比べ 9.6 兆円増加しました。また、14年３月期の主要行の金融再生法開示債権残高

は 26.8 兆円と、13年３月末に比べ 8.8 兆円増加しました。 

これは、オフバランス化が進む一方、厳しい経済状況の下、特別検査の実施等に

よって、不良債権の洗い出しを行ったことなどによるものです。 

なお、不良債権の処理を的確に進めるためには、金融機関において資産の厳格な

自己査定※4がなされることが不可欠の前提となります。従って、引き続き検査や監

督を通じて、金融機関に対し厳格な自己査定への自覚を促していくことが必要であ

ると考えています。 

 

 

                                                   
※3 経営健全化計画とは、早期健全化法に基づき株式等の引受け等を申請した金融機関が、内閣総理大臣に対して提出する
ものであり、「経営の合理化のための方策」、「責任ある経営体制の確立のための方策」、「配当等により利益の流出が行わ
れないための方策」、「資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策」等が含まれています。 
※4 金融機関の資産査定については、平成10年 4月に早期是正措置が導入されたことを契機として、金融機関による自己
査定の正確性や償却・引当の適切性を当局が検証する方式に移行しています。 
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【資料１－１－３ 14 年 3月期における金融再生法開示債権の増減要因（単位：兆円）】 
             （全国銀行）  （主要行）(注１) 

 金融再生法開示債権 ＋９．６ ＋８．８ 

  うち 要管理債権 ＋５．６ ＋５．０ 
   [増減要因] 貸出条件緩和債権の判定基準の厳格化  ＋５．７ ＋４．７ 
           その他 ▲０．１ ＋０．３ 

   うち 危険債権・破産更生等債権 ＋４．０ ＋３．８ 

   [増減要因] オフバランス化等 ▲９．２ ▲５．２(注２)  
           特別検査の影響等 ＋５．３ ＋５．１ 
           債務者の業況悪化等 ＋７．９ ＋３．９ 

（注 1）新生・あおぞらを含まない主要１３行ベース。 
（注 2）13年度上期に発生したものの下期に処理されたオフバランス化額（約 1.0 兆円）を含まない。 

 

② 不良債権処理の促進 

平成 14 年 3 月期における主要行の破綻懸念先以下債権の処理状況をみると、２営

業年度以内にオフバランス化すべき 12 年９月末時点の残高 12.7 兆円については、

14 年３月末までの１年半で６割強の減少、翌営業年度から３営業年度以内にオフバ

ランス化すべき新規発生分については、14 年３月末までの間に、12 年度下期の 3.4

兆円はほぼ半減し、13 年度上期の 3.0 兆円は約 3 分の 2 に減少しており、ルールに

沿った迅速なオフバランス化が進められています。 
 

③ ＲＣＣの機能拡充 

ＲＣＣの機能拡充は、銀行による不良債権のオフバランス化の確実な実現を図る

ために行われておりますが、その実績を見ると、以下のように、平成 14 年 1月以降、

期間の経過とともに伸びてきております。 

イ．不良債権の買取り 

平成 14 年１月から６月末までの間で債権元本額で合計 3,966 億円の買取でした

が、９月末までの３ヶ月間でさらに 5,202 億円を買取りました。 

（参考：平成 13年４月から 14年３月末までの１年間の合計額は 3,302 億円。） 

ロ．企業再生に向けた取組み 

    再生手続を実施した件数は、平成 14年６月末までの間では 15件でしたが、９月

末では 87 件に達しました。９月末ではさらに約 120 件が検討中となっています。   

また、ＲＣＣは民間の企業再建ファンド等との連携強化を進めています。 

ハ．処分方法の多様化 

    平成14年１月から14年６月末までの間では債権元本額で1,904億円の売却でし

たが、９月末までの３ヶ月間ではさらに 1,287 億円の債権を売却しました。 



 15 

 

なお、平成 14 年１月から９月末までの間では、信託機能の活用により、３件、債

権元本額 2,264 億円の不良債権を引き受けました。 

 

④ 企業再建の枠組の整備 

私的整理については、金融庁の働きかけを受けて、金融界及び産業界の代表、学識

経験者、企業再生の実務家等の幅広い関係者で構成された研究会が発足し、実務的・

専門的な議論を経て、平成 13 年 9 月にガイドラインを策定し、公表しました。本ガ

イドラインは、企業の私的整理に関する産業界・金融界の経営者間の一般的なコンセ

ンサスであり、金融機関、企業及びその他の利害関係人によって、自発的に尊重され

遵守されることが期待されております。 

また、企業再建のためのファンドについては、日本政策投資銀行において、投融資

指針を定め、説明会を開催して関係者に周知した上、具体的な出資を進めています。 

 

   以上のように、平成 13年度においては、不良債権の判定基準の厳格化、厳格な検査の

実施等により、不良債権が洗い出された上、主要行により迅速なオフバランス化が行わ

れているものと考えられます。 

また、ＲＣＣの機能拡充等は、こうしたオフバランス化の確実な実現を図るために行

われたものですが、実績をみると不良債権の買取りや企業再生の実績は次第に伸びてき

ています。 

 

５．今後の課題 

 

日本の金融システムと金融行政に対する信頼を回復し、世界から評価される金融市場

を作るためには、まず、主要行の不良債権問題を解決する必要があります。 

  

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、厳しい経済情

勢は不良債権の新規発生につながっております。日本の金融システムと金融行政に対する

信頼を回復し、世界から評価される金融市場を作るため、まず、主要行の不良債権問題を

解決し、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築を目指してまいります。 
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７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

   

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、金融再生法開示債権の増減要因、ＲＣＣによる 53 条買取実績、信託機

能の活用実績、企業再生実績、不良債権処理を促進するための各種施策の実施状況等を

参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 「不良債権の状況等」（平成 14年 2月 1日、平成 14年 8月 2日） 

・ 「主要行に対する特別検査の結果について」（平成 14年 4月 12 日） 

・ 各金融機関の決算関係資料 

・ ＲＣＣによる５３条買取実績 

・ 信託機能の活用実績 

・ 企業再生実績 

・ 特別検査の実施状況 

・ 金融再生法開示債権の増減要因 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局信用課信用機構室、検査局総務課、監督局総務課、総務課協同組織金融室、

総務課金融危機対応室、銀行第１課、銀行第２課 
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 政 策 １－２  

 

１．政策名 

 

  銀行等の株式保有制限に関する制度整備等 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

銀行等の株式保有額を銀行等のリスク管理能力の範囲内に制限するための制度整備を

行うとともに、銀行等の株式放出を円滑に進めるため株式買取りスキームを創設する。 

（業績指標）銀行等の株式保有制限の制度整備等の実施状況 

 

（説明） 

緊急経済対策（平成 13 年４月６日閣議決定）において、「我が国金融システムの構造改

革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、（中略）銀行の保有する株式の

価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性

が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要

がある。（中略）他方、こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給

と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくな

い影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取

りスキームを設けることとする。」とされました。 

 

この対策に示されているように、我が国の銀行等は相当程度の株式を保有しているため、

株価の変動が銀行等の財務面の健全性に影響を与え、ひいては銀行等に対する信認や金融

システムの安全性に影響を与えかねません。このため、銀行等の株式保有を制限し、適正

な規模に縮減していく必要があります。 

 一方、銀行等が一定期間に相当程度の株式を処分することになれば、短期的には株式市

場の需給等を通じ、金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性

があります。このため、銀行等の株式処分が円滑に進められるよう、市場売却を補完する

セーフティネットを整備する必要があります。 

 

以上のことから、平成 13 事務年度において、銀行等の株式保有を制限する制度を整備

するとともに、銀行等保有株式取得機構を設立することとしました。 
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３．現状分析及び外部要因 

 

（１）平成 13 年３月末時点における銀行等(主要行)の株式等保有額は約 33 兆円となって

いましたが、これに対し、自己資本（Tier1）は約 22 兆円となっていました。このた

め、自己資本（Tier1）を上回る株式保有を制限する株式保有制限を実施した場合、

約 11 兆円の株式を処分する必要が生じます。過去の銀行等の市場売却実績をもとに、

銀行等が株式保有制限の実施（平成 16 年９月末）までに市場で売却することができ

るのは約９兆円程度と考えられましたが、残る約２兆円については、今後の株式市場

の動向によっては市場での処分が行いにくいような場合も考えられることから、こう

した場合に備えたセーフティネットを整備しておく必要性が生じました。 

 なお、平成 14 年３月末時点における銀行等（主要 13 行）の株式等保有額は、株式

保有制限の達成に向けた株式売却が行われたこと等により、平成 13 年３月末と比べ

８兆円程度減少し、約 25 兆円となっています。他方、自己資本（Tier1）は約 18 兆

円となっていることから、平成 14 年３月末時点において銀行等（主要 13 行）が自己

資本（Tier1）を超過して保有している株式等の額は約７兆円となっています。 

 

（２）銀行等保有株式取得機構については、株式持ち合い解消という動きを視野に入れて、

事業法人の保有する銀行株を買取対象に加えるため、「銀行等の株式等の保有の制限

等に関する法律の一部を改正する法律案」が、議員提案により平成 14 年５月 31 日に

国会に提出されました（12 月 12 日成立）。 

 

（３）なお、日本銀行は、金融機関による保有株式削減努力を更に促すための施策として、

金融機関から株式の買入等を行うこととしました。（10 月 11 日認可） 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

銀行等の株式保有制限に関しては、金融審議会金融分科会第二部会において審議が

行われ、平成 13 年６月 26 日、「銀行の株式保有に関する報告」が取りまとめられま

した。また、株式取得機構に関しては、銀行等の株式保有制限と並行して、金融庁に

おいて検討を進め、同日、「銀行保有株式取得機構（仮称）について」を発表しまし

た。 

 

これらに基づき、平成 13 年８月 29 日、「銀行等の株式保有制限及び株式取得機構

について」として、詳細なスキームを公表し、これを踏まえ、平成１３年９月２８日
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に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案」を第 153 回臨時国会に提出しま

した（同法律案は平成 13 年 11 月 21 日成立、平成 14 年１月４日施行）。 

 

（法律の概要） 

・ 銀行等及びその子会社等は、その自己資本（Tier1）に相当する額を超えて株式

等を保有してはならないこととする。なお、この措置は平成16 年９月 30 日から適

用することとするが、一定水準以上の株式等を保有している銀行等及びその子会社

等が、主務大臣の承認を受けたときは、その適用を最大２年間猶予することとする。 

・ 銀行等保有株式取得機構の設立・運営等に係る所要の規定を整備し、同機構が

会員である銀行等から株式買取等の業務を行うことにより、銀行保有株式の処分の

円滑を図ることとする。 

・ 政府は同機構の特別勘定※1に係る借入等の保証をできることとする。 

・ 国民負担に極力つながらないようにするため、機構の特別勘定による株式買取

の期間については運営委員会の議決を要することとする、買取対象株式を一定の要

件を満たすものに限定する、会員である銀行等から当初拠出金（100 億円以上）及

び売却時拠出金（株式売却額の８％）を拠出させる、といった措置を講ずることと

する。 
(注)当初拠出金及び売却時拠出金の水準については、国民負担に極力つながらない
ようにするという観点や、機構の運営経費、自己資本比率との関係等を勘案して
定められたものです。 

 

「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」の制定に伴い、関係政省令等を整

備するとともに、機構の株式買取業務に係る資金の借入れ等について、平成 13 年度

及び平成 14 年度予算においてそれぞれ２兆円の政府保証枠を設定しました。 

   また、法令に基づき、機構設立に向けての所要の認可等手続を行い、機構は平成

14 年１月 30 日に設立されました。設立後、機構は運営委員会において第 1回（２月

15 日から４月 26 日）までの買取期間を定め、特別勘定による株式買取業務を行いま

した（同買取期間中の買取総額は 1,301 億円）。 

 更に、機構は、新たに第２回（５月 17 日から 11 月１日）までの買取期間を定め、

特別勘定による株式買取を実施しました（同買取期間中の買取総額は 195 億円）。 

                                                 
※1 「特別勘定」とは、セーフティネットとしての買取りを行うための勘定です。一方、「一般勘定」は、ＥＴＦ等の組成

等のための買取りを行うための勘定です。 
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（２）評価 

 

平成 13 事務年度において「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」及び所要

の政省令等が制定され、株式保有制限については、平成 16 年 9 月末より適用されるこ

ととなりました。また、銀行等保有株式取得機構は平成 14 年 1 月 30 日に設立され、

現在、銀行等からの株式買取業務を行っているところです。 

 

株式買取スキームの政策効果について分析すると以下のとおりです。 

銀行等保有株式取得機構の買取りについては、３．（３）の日本銀行による株式買入

と比較しても、銀行等 127 行庫が保有している株式のうち、国内上場株式又は店頭登

録株式であって、ＢＢＢマイナス格相当以上の格付けを取得している企業（無格付で

あっても同様の信用力があると認められる企業を含む）の株式を、平成 18 年 9 月 30

日まで買い取ることとなっている点で、金融機関にとって利用しやすいものとなって

います。 

（注）日本銀行の株式買入においては、買取対象は株式保有額が自己資本を越える銀

行のみであり、買取対象株式も国内上場株式に限られます（金融機関の株式及び

店頭登録株式は対象から除外）。また、買取期間も原則平成 15 年 9 月までの 1年

間となっています。 

 

また、銀行等保有株式取得機構の買取実績は、第１回の期間中に、1,301 億円となっ

ています。主要行からのヒアリングによれば、2月 15 日から 3月末までに株式市場の

価格形成に影響を与えるような形で行われた株式処分のうち、4割が機構に売却されて

いることから、年度末にかけての銀行による株式処分が著しい変動をもたらすことを

回避する上で、一定の効果を発揮したと考えられます。 

 

一方、第１回及び第２回の買取期間における合計買取額は 1,496 億円にとどまって

おり、十分な効果を発揮していないという指摘もあります。機構の株式買取りは会員

からの申し込みに応じて行うものであり、会員が機構に株式をどの程度売却するかは、

会員個々の経営判断により決まるものです。従って、機構の買取規模そのものについ

て評価を加えることは難しい面がありますが、主要行からのヒアリングによれば、株

式市場が低迷していることにより、銀行の株式売却全体が低調に推移していることが、

機構の株式買取規模の低下の一因と考えられます。 

 

この点に関して、例えば、機構への株式売却額の８％を機構に納付するという売却

時拠出金の存在が、会員の機構への株式売却を妨げる要因になっているという指摘が

あります。しかしながら、売却時拠出金は、前述の通り、万一機構に損失が生じた場
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合に、それが極力国民負担につながらないようにするために採られた措置であること

に留意する必要があります。 

 

上記のように、当該政策の主たる施策であり、13 事務年度当初の目標である銀行等

の株式保有の制限等に関する制度整備及び株式買取スキームの創設は達成されました

が、今後は、銀行等の株式放出を円滑に進めるという考えに沿って、有効性等の観点

を踏まえ、適切に対応する必要があると考えます。 

 

５．今後の課題 

 

（１）今後も、銀行等が株式保有制限の達成に向け相当程度の株式処分を行うことが見込

まれることから、平成 15 年度予算においても、機構の株式買取に係る資金の借入れ等

について政府保証枠設定の要求を行っているところです。 

 

（２）また、12 月 12 日に「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する

法律」が成立したことから、その速やかな施行のため、政省令改正等の作業を行う必要

があります。 

 

（３）本政策は、法律の制定をもって完了したわけではなく、上記改正法の施行等を踏ま

え、その運用等も見直していく必要があります。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）の通り、当該政策の主たる施策である銀行等の株式保有制限に関する制

度整備及び株式買取スキームの創設については達成されました。ただし、本政策は法律

の制定をもって完了したわけではなく、上記改正法の施行等を踏まえ、その運用等も見

直していく必要があり、今後は、制度を取り巻く動向に注視するとともに、銀行等の株

式放出を円滑に進めるという趣旨に沿って、有効性等の観点を踏まえ、適切に対応して

まいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 
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８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

 〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、主要行からのヒアリング、銀行等の株式保有制限の制度整備の実施状況等

を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 銀行等保有株式取得機構による株式買取実績 

 ・ 規定の整備状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局信用課 
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  政  策 １－３  

 

１．政策名 

 

  金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融機関の健全性の確保を通じて､揺るぎない金融システム等の構築及び預金者等の

保護等を図るため､適時・適切な早期是正措置の発動等を行なう。 

（業績指標）早期是正措置等の発動状況 

 

（説明） 

（１）預金取扱金融機関 

平成 10 年４月に導入された早期是正措置は、自己資本比率という客観的な基準に

基づき、予め定めた是正措置命令を発動するものです。 

これにより、 

① 金融機関の経営状況を客観的な指標で捉え、適時に是正措置を講じることにより、

金融機関経営の健全性確保と経営破綻の未然防止を図ること 

② 是正措置の発動ルールを明確化することにより、行政の透明性確保にも資するこ

と 

③  結果として、金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制につながること 

などが期待されます。 

 

早期是正措置の発動基準となる自己資本比率は、資本勘定（資本金、法定準備金、

剰余金等）等の自己資本を分子とし、リスクアセット（資産の種類に応じたリスクの

割合を基礎として計算されたリスク資産額の合計額）を分母として算出されます。自

己資本は、金融機関が抱える様々なリスクを吸収するための財務基盤であり、各金融

機関が内外の金融市場において預金者や投資家からの信認を確保していく上で重要

です。 

 

（算出式）自己資本比率＝ 

 

   

さらに、早期是正措置の措置区分は、自己資本比率の状況に応じて定められていま

       自己資本額（資本金等） 
リスクアセット（資産の種類に応じたリスクの割合を 
基礎として計算されたリスク資産額の合計額） 
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す。 

当初は第１から第３までの３区分ありましたが、平成 10 年 10 月に成立した早期

健全化法において、金融再生委員会が同法に基づき施策を講じるにあたって、早期

是正措置との効果的な連携を確保するべきものとされたことを受けて見直しを行い、

現在は４区分となっています。 

また、平成 10 年 12 月の金融システム改革法の施行に伴い、早期是正措置の発動

基準について、国際基準、国内基準に関わらず、連結ベース及び銀行単体ベースの

いずれか低いほうの自己資本比率が基準を下回った場合に発動することになりまし

た。 

 

【資料 1－3－1 早期是正措置の概要】 

 
自己資本比率    

国際基準行 国内基準行 
措 置 の 内 容 

第１区分 ８％未満 ４％未満 経営改善計画（原則として資本増強に係る措置を
含む）の提出・実施命令 

第２区分 ４％未満 ２％未満 資本増強に係る合理的と認められる計画の提
出・実施、配当・役員賞与の禁止又は抑制、総資
産の圧縮又は抑制等 

第２区分の２ ２％未満 １％未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀
行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当
該選択に係る措置を実施 

第３区分 ０％未満 ０％未満 業務の全部又は一部の停止命令 

 

（２）証券会社 

証券会社の財務の健全性を示す指標として、自己資本規制比率があります。具体的

には、資本金や準備金その他の自己資本から、固定資産その他の直ちに流動化できな

い資産を控除したものを分子とし、各種のリスク相当額の合計値を分母として算出さ

れます。この自己資本規制は、有価証券等の売買を頻繁に行うという証券会社の業務

の性質を踏まえ、証券取引における円滑かつ確実な決済等を確保するため、証券会社

の業務に伴うリスクを総合的に把握し、保有有価証券等の価格変動リスクを始めとす

る各種のリスクが顕在化した際にも、それに伴う損失に十分耐えるだけの流動的な資

産を保持させることを目的としています。 

             

(算出式) 自己資本規制比率 ＝ 
リスク相当額

己資本の額固定化されていない自
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【資料 1－3－2 自己資本規制比率】 

 
自己資本規制比率 証券会社の対応 監督当局の対応 

 
１４０％未満 

～ 
１２０％以上 

１４０％を下回った都度、以下の書類を内閣総理大
臣へ届出 
・ 自己資本規制比率に関する届出書 
・ 自己資本規制比率の状況を維持するために自ら

とるべき具体的措置に関する計画書 

 

 
１２０％未満 

～ 
１００％以上 

１２０％を下回った都度、以下の書類を内閣総理大
臣へ届出 
・ 自己資本規制比率に関する届出書 
・ 自己資本規制比率の状況を回復させるために自

らとるべき具体的措置に関する計画書 

公益又は投資者保護のため必要かつ適当
であると認めるときは、その必要の限度にお
いて、業務の方法の変更を命じ、財産の供
託その他監督上必要な事項を命ずることが
できる。 
 
 
 
公益又は投資者保護のため必要かつ適当
であると認めるときは、その必要の限度にお
いて、３月以内の期間を定めて業務の全部
又は一部の停止を命ずることができる。 

 
１００％未満 

同上 

業務の全部又は一部の停止を命じた場合
において、その日から３月を経過した日にお
ける自己資本規制比率が引き続き１００％を
下回り、かつ、自己資本規制比率の状況が
回復する見込みがないと認められるときは、
登録を取り消すことができる。 
 

 

（３）保険会社 

保険会社の経営の健全性を判断するための基準として、ソルベンシー・マージン比率

があります。これは、保険事業について、通常の予測を超えて発生するリスクに対し、

どの程度の支払余力を有しているかを示す指標です。具体的には、保険リスク、予定利

率リスク、資産運用リスク、経営管理リスクに関し、通常の予測を超えるリスクについ

て一定の仮定の下で算定した額を分母とし、基金(資本金)、価格変動準備金、危険準備

金(生保)、異常危険準備金(損保)、一般貸倒引当金等のリスクに対応することが可能な

バッファー（ソルベンシ―･マージン）を分子として、その比率を求めるものです。 

 

(算出式) ソルベンシ―・マージン比率 ＝ 
)(

)(
スクの総額通常の予測を超えるリ　　２

１
総額支払余力ンソルベンシ―･マージ

×
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【資料１－３－３ 保険会社に係る早期是正措置制度の概要】 

 

保険金等の支払能力の充実 
の状況に係る区分 

措置の内容 

非対象 
区分 

ソルベンシー・マージン
比率 

200％以上  

 

第一 
 区分 

ソルベンシー・マージン
比率 

100％以上 
   200％未満 

経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善 
計画の提出の求め及びその実行の命令 

第二 
 区分 

ソルベンシー・マージン
比率 

  0％以上 
   100％未満 

次に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係
る命令 
・保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる
計画の提出及びその実行 

・配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 
・新規契約の予定利率の変更 
・リスクの高い投資行動の抑制 
・事業費の抑制 
・一部の営業所又は事務所における業務の縮小 
・子会社等の株式又は持分の処分 
・その他金融庁長官が必要と認める措置 

第三 
区分 

ソルベンシー・マージン

比率   0％未満 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融機関を取り巻く経済環境が依然として厳しい中で（【資料１－１－１ 株式市況の

動向】（Ｐ.10）、【資料１－１－２ 国内総支出等の推移】を参照（Ｐ.11））、預金者等の

信頼を得るために、各金融機関は、中長期的な財務の健全性の確保に努めることが重要

であり、収益性の改善に一層真剣に取り組むことが求められています。 

具体的には、例えば、引き続き、的確な資産査定や不良債権処理等を通じ、財務の健

全性の確保を図るとともに、更なるリストラの推進、リスク管理能力の向上、営業力の

強化等を通じた収益性の改善などに取り組んでいくことが求められています。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

平成 13 年 7 月から平成 14 年 6 月末までに、預金取扱金融機関等に対し、早期是正

措置等を以下のように発動しました。 
 

① 銀行    ： ２件 

② 信用金庫  ： ４件 

③ 労働金庫  ： ０件 

④ 信用組合  ： ９件 

⑤ 系統金融機関： １件 

⑥ 証券会社  ： １件 

⑦ 保険会社  ： ０件  

合計      :  17 件 

 

（２）評価 

是正措置の対象となった金融機関の多くは、命令に基づき、資本増強計画の提出及び

実行、配当及び役員賞与の抑制等の是正措置を行い、健全性を回復しました。また、

早期是正措置の枠組みの下で、発動対象となっていない金融機関についても、増資及

びリストラなどにより健全化に向けた努力が促されています。 

 

５．今後の課題 

 

現在の厳しい経済環境に加え、流動性預金を除く預金等全額保護の特例措置の終了も

あり、金融機関の経営のより一層の健全性の確保に向けて、行政面における取組みの一

層の充実に努める必要があります。 

   

６．当該政策に係る端的な結論 

 

 前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、現在の厳しい

経済環境に加え、流動性預金を除く預金等全額保護の特例措置の終了もあることから、

金融機関の経営のより一層の健全性の確保に向けた対応を行ってまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 
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８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、早期是正措置等に基づく是正命令の発動状況等を参考にしつつ、把握に努

めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 早期是正措置等に基づく是正命令の発動実績 

 

９．担当部局 

 

監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第１課、銀行第２課、保険課、証券課 
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  政  策  １－４  

 

１．政策名 

 

  金融再生法と預金保険法の適切な運用 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融機能の安定及びその再生並びに預金者等の保護等を図るため、金融再生法及び預

金保険法に基づく金融機関の破綻処理等を行う。 

（業績指標）破綻処理等の実施状況 

 

（説明） 

   金融機関が破綻したとき、金融庁長官は法令に従い金融整理管財人による業務及び財

産の管理を命ずる処分（以下、「管理を命ずる処分」といいます）を行うことができます

（以下、この管理を命ずる処分を受けた状態の金融機関を「被管理金融機関」といいます）。 

   破綻処理の方法には、破綻金融機関の一定の金融機能を維持できるように、その営業

を付保預金※１と共に他の健全な金融機関に譲渡するなどして、その際必要な資金を預金

保険機構が援助する方式と、預金者に直接保険金を支払い、破綻金融機関の金融機能を停

止し精算する保険金支払方式の２つがあります。 

この点に関しては、平成 11 年 12 月の金融審議会答申に示されているように、「破綻金

融機関の有していた決済や融資等の金融機能を維持するなど破綻に伴う混乱を最小限に

止めることが重要」であり、かつ、「預金者の損失及び預金保険の負担を最小限に止める

ことが重要」であることから、破綻金融機関の営業等を救済金融機関に譲渡するなどの方

式により、適時・適切な破綻処理を行うことが必要です。 

救済金融機関への譲渡などの方式においては、金融整理管財人は、被管理金融機関の業

務の暫定的な維持・継続を行いつつ、救済金融機関への事業譲渡作業等を行います。 

  

３．現状分析及び外部要因 

 

我が国の経済情勢を見ると、実体経済や株式市況の低迷、地価や物価の下落など、厳

しい状況にあります。（【資料１－１－１ 株式市況の動向】（Ｐ.10）を参照。）こうし

たマクロ経済の停滞は、我が国の金融機関の収益や自己資本等へマイナスの影響を与え

                                                 
※１ 預金保険の対象とされる預金等。 
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るものと考えます。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

  

（１）事務運営についての報告 

平成 13 事務年度における本政策目標に関する事務運営の状況は以下のとおりです。 

 

平成 13 事務年度は、預金保険法に基づき、２銀行、13 信用金庫、32 信用組合の計 47

の金融機関に対して管理を命ずる処分を行いました。 

破綻金融機関については、救済金融機関等へ事業譲渡等を行う際に預金保険機構から

救済金融機関等に対して資金援助が行われます。この枠組みの下で、破綻金融機関の預

金、インターバンク取引等の負債は保護され、支障なく支払われるとともに、善意かつ

健全な借り手への融資も継続されることになります。 

その際、金融整理管財人に対して、業務の暫定的な維持・継続等を求めるとともに、

破綻金融機関の分割譲渡を含む救済金融機関の早期確保を要請しました。また、破綻処

理の過程でもっとも長い時間を必要とする資産調査作業を迅速化するために、預金保険

機構の指導・助言のもと、金融整理管財人において、監査法人の協力体制の確保、担保

調査における外部専門家の活用、ＲＣＣによる資産査定の前倒しなどを行いました。 

 

（２）評価 

破綻した 47 の金融機関については、金融整理管財人の管理の下で、上記の枠組みに

より金融仲介機能の維持及び預金者等の保護が図られています。 

その際、47 の破綻金融機関のうち、44 機関について、平成 14 年９月 30 日までに救

済金融機関に事業譲渡が行われました。また、これらの金融機関について、管理を命ず

る処分が行われた日から事業譲渡等がなされるまでの平均日数は 179.0 日※2でした※3。 

以上のように、破綻処理に際して迅速・円滑な事業譲渡が行われているものと考えま

す。 

 

５．今後の課題 

 

  金融機関の破綻処理等に関しては、これまでも迅速・円滑な事業譲渡等を行っていま

すが、平成 14 年４月１日以降、流動性預金を除く預金等全額保護の特例措置が終了した

                                            
※2 前事務年度（平成 12 年７月１日から平成 13 年６月 30 日まで）に破綻を公表した 32 金融機関のうち、すでに事業

譲渡等がなされている 28 金融機関について管理を命ずる処分が行われた日から、事業譲渡等がなされるまでの平均日
数は、385.5 日でした。 

※3 ただし、事業譲渡等がなされるまでの日数は、金融機関の規模等により異なりうることに留意する必要があります。  
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ことから、破綻処理等の一層の迅速化が必要です。 

  そのため、預金保険機構、整理回収機構、裁判所等の諸機関との緊密な連携に努めて

まいります。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

  前述４．（２）のとおり政策の達成に向けて成果が上がっており、今後も引き続き破綻

処理を適切に行ってまいりますが、平成 14 年４月１日以降、流動性預金を除く預金等全

額保護の特例措置が終了したことを踏まえ、取組みの一層の充実や改善等に努めてまいり

ます。 

  

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

 政策評価に関する有識者会議。 

なお、破綻処理が最小の費用で行われているかといった効率性の観点からの評価も必

要との意見もありました。 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は使用資料等） 

 

 〔政策効果把握方法〕 

  政策効果は、金融機関の破綻処理等の実施状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

  

〔使用資料等〕 

・ 金融機関の破綻処理の実施状況 

・ 預金保険機構の公的資金の使用状況 

 

９．担当部局 

 

  監督局総務課金融危機対応室 
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 政 策 １－５  

 

１．政策名 

 

  ペイオフ解禁への適切な対応 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 14 年４月のペイオフ解禁に備え、国民に預金保険制度の正確な理解の浸透を図るため

の広報活動を実施する。 

（業績指標） 

広報活動の実施状況 

 

（説明） 

平成 14 年４月１日のペイオフ解禁（預金保険の適用が、流動性預金を除き原則に戻り、

元本 1,000 万円までとその利息に移行）に向け、預金保険制度に係る誤解や不知による

無用の混乱を来たさないよう、同制度の周知徹底を図るための広報活動を、新聞、テレ

ビ、インターネット、パンフレット等の多様な手段を通じて、平成 13 年度末までに重点

的に実施することとしました。 

 

（注）ここでは、ペイオフ解禁に向けた広報についてのみ評価を行っており、検査に

おけるペイオフ解禁への対応は「政策１－６ 専門性の高い深度ある検査の実施」

において、監督におけるペイオフ解禁への対応は「政策４－４ 効率的で有効性

の高い監督行政の実施」において、それぞれ評価しています。また、決済機能の

安定確保については 14 事務年度において検討したものであり、14 事務年度の実績

評価で扱うこととなります。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

平成８年度から平成 12 年度までの５年間、金融危機対応のための臨時異例の措置とし

て、預金等全額保護の特例措置が講じられました。当該措置は、平成 12 年４月の都道府

県所管の協同組織金融機関の国への移管を考慮して、平成 13 年度も継続されましたが、

平成 14 年度から、預金保険の適用が流動性預金（当座預金、普通預金及び別段預金）を

除き原則に戻り、流動性預金以外の預金の最低保障額は元本 1,000 万円までとその利息

となりました（いわゆるペイオフ解禁）。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

 平成 13 事務年度における本政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① 政府広報の活用 

新聞やテレビといったマスメディアを使った政府広報の活用を図りました。また、

小泉内閣メールマガジンにおいて、柳澤大臣がペイオフ解禁を行うことの必要性等に

ついて説明しました（200 万人以上に直接配信）。 

 

【資料１－５－１ 平成 13 年度政府広報実績（ペイオフ関連）】 

 

日　　時 媒　　体
13年：10/29～11/4、11/26～12/2、14年：2/11～2/17 「突き出し」広告
13年：10月28日、11月25日 「記事下」広告
14年：3月4日号 「折り込み広告」（にっぽんNOW)
13年：11月下旬～12月上旬 一頁広告（*一般誌6誌、経済誌9誌）
13年：12月上旬 ４コマ漫画（やくみつるシリーズ）（*一般誌等７誌）
14年１月号（13年12月10日発売） 中央公論
13年：11月11日　7:00～7:15 フジテレビ「話題にアタック」
13年：11月16日　11:25～11:30 日本テレビ「ご存じですか」
13年：12月2日　6:30～6:45 日本テレビ「さわやかニッポン」
14年：2月9日　22:30～23:00 テレビ東京「大調査!!なるほど日本人」
14年：2月16日　21:30～22:00　 ＣＳ放送朝日ニュースター「政策対談　明日への架け橋」
13年：11月25日　8:30～9:00 ＴＢＳラジオ「グッドモーニングジャパン」
13年：12月１日　9:30～9:55 ＦＭ東京「中山秀征の愛してＪＡＰＡＮ］
14年：１月、２月 全国370有線放送施設にて放送｢政府の窓」
14年：3月4日　19:00～19:15 ラジオたんぱ「暮らしのマイク」

*一般誌等７誌：一般誌６誌+anan

平成13年度政府広報実績（ペイオフ関連）

*一般誌６誌：読売ウィークリー、週刊朝日、サンデー毎日、ＳＰＡ！、週刊新潮、週刊文春
*経済誌９誌：週刊ＡＥＲＡ、ダイヤモンド、日経ビジネス、プレジデント、日経トレンディ、マネープラス、あるじゃん、エコノミス
ト、東洋経済

新聞

雑誌

テレビ番組

ラジオ番組

 

 

② パンフレット等の発行 

金融庁においては預金保険制度の主要な仕組みを盛り込んだパンフレット（12 万

部）及び制度の最も基本的かつ多くの質問が寄せられる事項に絞ったリーフレット

（２種類、各 100 万部）を作成し、財務局を通じて配布しました。パンフレットにつ

いては、ホームページにも掲載しました。 
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③ 財務局を活用した広報活動 

各財務局において幹部地方講演会・財務局主催の講演会等（延べ 400 回以上）の     

機会を捉えて一般向けに制度の説明を実施しました。また、財務局を通じて地方公共

団体と連携を図り、地方公共団体の広報誌への記事掲載や庁舎へのポスター掲示を依

頼しました。 

 

④ ホームページの活用 

平成 14 年４月１日のペイオフ解禁に向け、金融庁のホームページの日本語版、英語

版それぞれのトップページに預金保険制度改正についてのコーナーを設け、広く国民

への周知及び理解を図ってきました（ペイオフ解禁後も継続中）。平成 13 事務年度の

アクセス件数 247,725 件、各月のアクセス件数は【資料１－５－２】のとおりです。 

 

【資料１－５－２ 預金保険制度関係ホームページのアクセス件数】 

（単位：件） 

預金保険制度関係ホームページへのアクセス件数

1,046 1,037 2,530

26,145

17,032
14,343

24,715

46,248

60,877

27,661

14,218 11,873

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成１３年７月 ８月 ９月 １０
月

11
月

12月

平成１４年1月 2月 3月 4月 5月 6月

 
 

⑤ 国政モニターの活用 

今後の預金保険制度に関する広報活動を実施していく上での参考とするため、平成

14 年５月に国政モニターを実施し、 

イ．ペイオフ解禁に向けての取り組み等について、 

ロ．金融機関への要望について、 

ハ．ペイオフ解禁に関する広報について、 

という課題について 550 名の国政モニターの方々から、421 件のご意見、ご提言をい

ただきました。 
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（２）評価 

 上記（１）のとおり、広報活動を行った結果、国民全般における預金保険制度の認

知状況がどの程度向上したかについて正確に把握することは困難ですが、例えば、下記

の金融広報委員会のアンケート結果からも、一般国民における理解が深まっていること

が伺えます。 

 

○ 金融広報委員会のアンケート 

実施期間：平成 14 年６月 21 日～平成 14 年７月１日 

対象：全国 6,000 世帯（回収率 69.2％） 

（結果） 

預金保険制度について、 

・ 「内容まで知っている」、「見聞きしたことはある」とする回答が 83.5％に増

加した（昨年の同時期の調査では 77.1％）、 

・ 「まったく知らない」とする回答が16.2％に減少した（昨年調査では22.8％）、 

といった結果となっています。 

 

これらを踏まえると、国民に預金保険制度の正確な理解の浸透が進んでいるものと

考えます。 

 

５．今後の課題 

 

  平成 14 年 10 月７日に、「①現在の流動性預金（当座預金・普通預金・別段預金）の全  

額保護を平成 17 年３月末まで継続する、②ペイオフを解禁する平成 17 年４月から決済用

預金の全額保護の仕組みを実施する、との内容を盛り込んだ法律案を作成し、臨時国会に

提出する」という金融担当大臣談話が発表されました。それを受け、平成 14 年 10 月 25

日に臨時国会に「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改

正する法律案」が提出され、12 月 11 日に成立しました。 

これにより、預金保険制度が変更されることから、同制度に係る誤解や不知による無

用の混乱を来たさないよう、同制度の周知徹底を図るための広報活動を、引き続き実施し

ます。 

このため、平成 14 年度予算において、パンフレットの作成のための経費を確保してい  

るほか、平成 15 年度予算においても、同様の経費の予算要求を行ったところです。 
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６．当該施策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、「預金保険法

及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立したこと

により、預金保険制度が変更されることから、同制度に係る誤解や不知による無用の混乱

を来たさないよう、同制度の周知徹底を図るための広報活動を、引き続き実施します。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は使用資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、金融広報委員会のアンケートにおける預金保険制度についての認知度、広

報活動の実施状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 金融庁ホームページ（預金保険関係ページ）へのアクセス件数 

・ 金融広報委員会のアンケートにおける預金保険制度についての認知度 

・ 平成 13 年度政府広報実績（ペイオフ関連） 

・ パンフレット及びリーフレットの発行部数 

・ 財務局での講演会等の開催件数 

・ 国政モニターからの意見聴取状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局政策課広報室、信用課信用機構室 
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 政 策 １－６  

 

１．政策名 

 

専門性の高い深度ある検査の実施 

 

２．政策の目標 

 

(目標) 

平成１３検査事務年度基本方針及び基本計画等に基づき、緊急経済対策等に示された不良

債権問題の抜本的な解決や、ペイオフ解禁への対応といった課題に重点的に取り組み、厳正

で実効性のある検査を実施する。 

(業績指標) 金融機関検査の実施数 

 

(説明) 

金融システム全体に対する信頼を確立するためには、金融機関に対し厳正で実効性ある検

査を実施し、その経営状況を的確に把握する必要があります。平成 13 検査事務年度（13年

７月～14 年６月）においては、金融を取り巻く現下の情勢を踏まえ、特に、以下の三つの課

題に重点的に取り組むこととしました。 

 

（１）不良債権問題の抜本的解決を図るための対応 

「緊急経済対策（平成13年４月６日閣議決定）」等において示された不良債権問題の

抜本的解決を図る観点から、その前提となる金融機関の自己査定※１の正確性について厳

正な検証を行う。 

（２）ペイオフ解禁への対応 

平成14年４月からのペイオフ解禁を控え、より強固な金融システムを構築するため、

効率的で実効性のある検査を実施する。 

（３）金融環境の変化への対応 

時価会計の導入、インターネットを利用した金融取引の拡大、持株会社による経営統

合の進展など、新しい金融環境に迅速かつ的確に対応した専門性の高い検査を実施する。 

 

また、金融検査の対象は、預金等受入金融機関、保険会社及び証券会社等広範囲にわたる

ため、業態別の重点事項も定め、検査を実施することとしました。 

 

                                                 
※１ 金融機関の資産査定については、平成１０年４月に早期是正措置が導入されたことを契機として、金融機関による自己査
定及びそれに対する外部監査を前提としつつ、当該自己査定の正確性や償却・引当の適切性を当局が検証する方式に移行して
います。 
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これらの施策を踏まえた平成 13 検査事務年度の検査計画は以下のとおりです。 

 

【資料１－６－１ 平成１３年検査事務年度の検査計画】 

                   （単位：件） 

預金等受入金融機関   ３１０ 

保険会社         １５ 

証券会社等 １０５ 

その他金融機関  ３５０ 

（注）当該計画は、年度当初の見込みとして設定したものです。 

 

なお、上記の課題に向けた対応等を含む 13検査事務年度の検査の基本方針等については、

「平成 13検査事務年度検査基本方針及び基本計画」（平成 13年７月 30日）として公表して

います。（http://www.fsa.go.jp/news/news.html） 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

  金融機関の不良債権問題の解決は我が国の経済再生の第一歩であり、「緊急経済対策（平

成 13 年４月６日閣議決定）」、「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方

針（平成 13 年６月 26 日閣議決定）」やその後の｢改革先行プログラム（平成 13 年 10 月 26

日）｣等においては、具体的な施策として不良債権のオフバランス化や整理回収機構（RCC）

の活用等が盛り込まれました。これらの施策を着実に進めるためには、その前提となる金融

機関の資産に係る自己査定の正確性について厳正な検証を行うことが求められています。 

  また、平成 14 年４月には、普通預金、当座預金及び別段預金を除く預金等についていわ

ゆるペイオフが解禁されました。金融機関においては、ペイオフ解禁に向けた対応として、

破綻時における預金等の迅速な払い戻しのための預金に係る名寄せ※２のためのデータの整

備等に取り組んでいますが、これらの整備状況等について十分な検証を行うことが求められ

ています。 

  更に、平成 13 年４月から、「その他有価証券」についても時価会計が導入されたほか、イ

ンターネットを利用した金融取引の拡大、持株会社方式による経営統合など金融機関のグル

ープ化・コングロマリット化といった新しい金融環境に迅速かつ的確に対応していくことが

求められています。 

  これらの点を踏まえながら、厳正で実効性のある検査を実施していくことが、金融システ

ム全体に対する信頼を確立するために重要となっています。 

 

                                                 
※２ 預金保険制度の下では、保険の対象となる預金等について、１金融機関ごとに預金者１人当たり元本１千万円までとその
利息等の合計額を限度として保護されます。同一の預金者が破綻金融機関に複数の預金口座を有している場合には、１預金者
として取り扱う個人・法人等に帰属する預金等を確定する必要がありますが、そのための作業を指しています。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

① 不良債権問題の抜本的解決を図るための対応 

イ．主要行に対する｢年１回検査｣及びフォローアップ検査の実施 

これまで２年に１回程度の頻度で実施してきた主要行に対する検査を強化し、「年

１回検査」を実施しました。また、自己査定の正確性やリスク管理債権等の開示の

適切性を高めるため、検査指摘事項を踏まえた自己査定態勢・基準、ディスクロー

ジャー基準等の改善状況について検証を行うため、短期間の立入検査（フォローア

ップ検査）を実施しました（12件）。当該フォローアップ検査の結果、前回検査指摘

事項の改善状況について、一部の銀行においては概ね改善されていると認められま

したが、多くの銀行においては、全体として改善は認められるものの、なお不十分

であり、自己査定や償却・引当の体制・基準等について改善を要する点があること

を指摘しました。 

     

ロ．特別検査の実施 

平成13検査事務年度の基本方針には盛り込まれていませんが、「改革先行プログラ

ム」において、主要行に対する特別検査を導入することとしました。当該検査は、借

り手企業の信用力が市場で急速に低下したため、資金繰りが急速に悪化した事例が生

じるなど、銀行経営の健全性確保の観点から、当局としてリアルタイムに債務者の経

営実態を把握し、債務者区分と市場の評価とのタイムラグを解消すべき状況にあった

ことから、通常の検査を補完するものとして実施したものです。具体的には、決算期

末前の自己査定期間中（14 年３月期）に主要行13 行に立入りを行い、市場の評価に

著しい変化が生じている等の大口債務者に着目して、その時点で入手可能な直近の債

務者情報をもとに、企業業績等をタイムリーに反映した適正な債務者区分を確保する

ための厳格かつ精度の高い検証を外部監査人との共同作業により実施しました。 

特別検査における検証債務者数は 149先（与信額12.9 兆円）であり、うち71 先（同

7.5 兆円）の債務者区分が下位に遷移しました（下位に遷移した債務者のうち破綻懸

念先以下とした債務者数は 34先（同 3.7兆円））。また、当該検証債務者に係る 14年

３月期決算における下期分の不良債権処分損の増加額は 1.9 兆円となりました。 

なお、特別検査の詳細については、「主要行に対する特別検査の結果について」（平

成 14 年４月 12 日）として公表しています。（http://www.fsa.go.jp/news /13_news. html） 

        

② ペイオフ解禁への対応 

金融機関の経営状況やオフサイト・モニタリングを通じて得られた情報等を踏まえ、

検査頻度にメリハリをつけるほか、検査内容についても、被検査金融機関の抱える問

題の所在に応じて特定のリスク・カテゴリーを重点的に検証するなど、濃淡をつけた
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効率的で実効性の高い検査を実施しました。また、預金保険機構とも連携しつつ、預

金受入金融機関に対する検査において名寄せのデータ整備状況等を検証しました。当

該検査の結果、ペイオフ解禁前までの名寄せデータ整備に向けての努力はみられるも

のの、システム開発やデータ整備の進捗率が適切に管理・把握されていない等の問題

が把握されました。 

 

③ 金融環境の変化への対応 

イ．時価評価の適切性の検証 

     時価会計の導入を踏まえ、有価証券の保有目的区分及び評価等の適切性について

検証を行いました。 

ロ．インターネット取引に係るリスク管理態勢の検証 

     インターネット取引を利用した金融取引について、システム・ダウン時の対応策

の整備状況をはじめ、当該取引に係るリスク管理態勢について検証を行いました。 

ハ．グループ・コングロマリットの一体的な実態把握 

金融グループにおける連結ベースでの資産内容やグループ内の取引関係等を的

確に把握するため、親金融機関と金融機関子会社、海外拠点等を一体的に検査する

ことにより（９グループ、31 社）、効率的な実態把握に努めました。 

    ニ．システム・リスクの検証 

      システム・リスクは、より専門性の要求されるリスク・カテゴリーの一つですが、

検査においては専門班による深度のある検証を実施しました。１３事務年度におい

ては、金融機関の経営統合に際してコンピュータシステム・トラブルが発生する事

例もみられましたが、その際には、その発生原因、再発防止策等について厳正に検

証を行うため、システム統合リスクを対象とした検査を実施し、事実関係の把握に

努めました。 

 

【資料１－６－２ 平成１３検査事務年度の検査実施件数】 

                  （単位：件） 

預金等受入金融機関  ３１０ 

保険会社    １６ 

証券会社等   １１０ 

その他金融機関  ３６３ 

        （注）上記のほか、フォローアップ検査・特別検査を合わ 

せて２５件、証券取引所検査を２件実施しています。 

    

   ④ 検査体制の整備 

     金融検査の頻度と深度の充実を図る観点から、検査官の増員が図られており、平成

14 年度（年度末時点）においては金融庁 44名、財務省財務局２名の計 46 名の増員と
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なっています（年度末時点での金融検査に従事する職員数は金融庁 404 名、財務局 573

名の合計 977 名）。 

 

⑤ 検査・監督部門の連携 

     監督部門においては、日常的なオフサイト・モニタリングを通じて金融機関の経営

状況をきめ細かく把握することにより、金融機関の適切な業務運営を促しています。

検査部門においては、監督部門からの情報を踏まえつつオンサイトの検査を実施し、

金融機関の財務内容や法令遵守状況について深度のある検証を行い、日頃の監督が経

営に活かされているか、新たに問題が生じていないかをチェックしています。また、

検査で改善等を要するとされた問題に係る情報は監督部門に伝えられ、その後の監督

行政に活かされています。このように、検査・監督部門間で連携を図ることにより行

政機能を最大限に発揮することが可能となると考えています。 

 

（２）評価 

以上のように、不良債権問題の解決に向けた対応として、主要行に対し「年１回検査」

及びフォローアップ検査を実施したほか、「改革先行プログラム」に基づき特別検査を実

施しました。これらの検査、なかんずく特別検査は、主要行における不良債権処理の迅速

化に相当の効果を上げるとともに、各行における自己査定の質の全般的な向上に寄与した

ものと考えます。 

また、ペイオフ解禁への対応として、預金保険機構と連携しつつ、名寄せのデータ整備

状況等の検証を実施しましたが、金融機関に対し当該検証で把握した問題点を指摘するこ

とにより、当該金融機関のペイオフ解禁へ向けた取組みを強く促す効果があったものと考

えています。 

そのほか、金融機関の経営統合に伴い発生したコンピュータシステム・トラブルについ

ては、システム統合リスク検査の実施により迅速に対応しました。 

 

５．今後の課題 

 

（１）金融システムの安定、預金者・投資家の保護及び金融の円滑を図るため、今後とも金融

検査の実施に当たっては、金融を取り巻く時々の情勢を踏まえつつ、適切に対処していく

必要があると考えています。 

    また、金融行政を適切に遂行していく上では、金融機関の経営状況等にかかる問題の

早期・的確な把握に努め、早め早めの対応により経営改善や効率化につなげていく必要

があります。このことはまた、金融機関の経営破綻を未然に防止すること等により、金

融システムの運営に係る社会的なコストを最小化するという効果をもたらすだけでなく、

経営の改善や効率化を通じ、円滑な金融の担い手としての金融機関の存在意義を高めて

いくという国民経済的な意味があります。 
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（２）平成14事務年度における検査の基本方針等は「平成 14検査事務年度検査基本方針及び

基本計画」に掲げていますが、当該基本方針等においては、特に、以下の課題に重点的

に取り組むこととしています。 

① 金融システムのより一層の安定を確保するため、主要銀行グループに対して、より

実効性・効率性の高い検査を実施する。（このような観点から、主要銀行グループを

一体的に捉えた「通年・専担検査」※３を導入しています。） 

② 中小・零細企業等の経営実態の把握向上により、検査の適切な運用を確保する。（こ

のような観点から、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の適切な運用を図る

ため、検査官に対する研修を広く濃密に実施するほか、その基本的な考え方について、

金融機関やその利用者への周知徹底を図っています。） 

③ 郵政公社・政策金融機関に対する検査権限の金融庁への一部委任規定が法律上（平

成 15 年４月施行）設けられたことを踏まえ、実効性ある検査の実施に向けて、検査

体制の整備等に努める。（このような観点から、公的金融の特性を踏まえた検査のあ

り方の検討、組織・体制面の整備など、所要の準備を行っているところです。） 

  

６．当該政策に係る端的な結論 

 

  前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっており、今後とも、金融検査

の実施に当たっては、金融を取り巻く時々の情勢を踏まえつつ、厳正で実効性のある検査の

実施に努めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議。 

なお、金融検査の実施と金融機関に対する破綻予防効果との関係に着目した分析を可能な

範囲で行い、政策評価に活かすべきではないかとの意見もありました。 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

 政策効果は、金融機関検査の実施状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

                                                 
※３ 検査部門を主要銀行グループ別に編成し、各部門が専担的に主要銀行グループの中の金融機関を順次検査することにより、
当該銀行グループには年間を通じて検査が実施される形となります。 
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〔使用資料等〕 

・ 金融機関検査の実施数 

・ 主要行に対する特別検査の結果について 

 

９．担当部局 

 

検査局総務課 
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 政 策 １－７  

 

１．政策名 

 

  生命保険をめぐる諸問題への適切な対応      

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

生命保険をめぐる諸問題に適切に対応するため、金融審議会の第二部会から示された

「生命保険をめぐる諸問題への対応―今後の進め方―」を踏まえ、保険会社の財務基盤

の充実や保険契約者からの信頼の向上等に資するよう対応を図る。 

（業績指標）生命保険をめぐる諸問題の対応状況 

 

（説明） 

近年の生命保険市場の成熟化やわが国の社会経済環境の変化は､生命保険業に多くの

課題を投げかけています。 

特に、近年の超低金利の継続は､いわゆる「逆ざや」問題を出現させており､不適切な

資産運用と相まって生命保険会社の破綻が相次ぎました（【資料１－７－１】～【資料

１－７－３】参照）。 
また、こうした厳しい経営環境等を反映して、解約の増加、新規契約の伸び悩みに代

表される「生保離れ」等が指摘される中、保険契約者からの信頼の向上が大きな課題と

なっています。従来の保障性商品については既に相当程度成熟しており、また、貯蓄性

商品については他の金融商品との競合がみられるなど、近年の生命保険会社の厳しい経

営環境は一時的なものではなく構造的なものであると考えられます。 

こうした生命保険をめぐる諸問題に適切に対応するためには、総合的な取組みが必要

であるとの認識のもと、金融審議会第二部会において、生命保険会社の財務基盤の充実､

保険契約者からの信頼の向上、多様な保険商品開発の促進､監督手法の整備、保険契約

の契約条件の変更等の問題について多角的な検討を行い､平成 13 年 6 月に「生命保険を

めぐる総合的な検討に関する中間報告」が、同年9月に「生命保険をめぐる諸問題への

対応―今後の進め方―」が取りまとめられました。 

この中で、保険契約の契約条件の変更の制度については､制度導入の環境が整ってお

らず、まず先に取り組むべき事項が多く存在しており、これらについて各保険会社、行

政当局による必要な対応を求めることとされています。 

また、損害保険会社にとっても、厳しい経済情勢に加え、自由化を受けた競争激化、

契約者ニーズの多様化・複雑化等、著しい環境の変化が生じており、損害保険をめぐる

諸問題への各保険会社、行政当局による適切な対応が求められています。 
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【資料１－７－１ 生命保険契約高と国民所得】 
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【資料１－７－２ 生命保険会社の予定利率の推移】 
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【資料１－７－３ 生命保険会社の運用利回りの推移】  
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３．現状分析及び外部要因 

 

○ 保険会社の平成 13 年度決算概要 

(１) 生命保険会社（【資料１－７－４】参照） 

生命保険会社（全 43 社）の平成 13 年度決算の状況は、以下のとおりとなってい

ます。 

①  保有契約の状況 

  個人保険及び個人年金保険の契約状況をみると、新契約（転換純増※1を含む。）

は、一部で新商品の投入効果から前年を上回る会社もみられましたが、全体では

引き続き前年度を下回って（▲4.5％）おり、厳しい状況が続いています。また、

解約失効高は前年度に比し、増加（5.8％）しました。 

   これらの結果、保有契約高は全体で 1,325 兆円となり、引き続き減少（▲2.9％）

しました。 

 

②  損益の状況 

  保険料等収入は、保有契約高が減少したものの、各社とも既契約内容の充実等

に努めたことから、全体で前年度比微減（▲1.1％）にとどまり、26.2 兆円とな

りました。 

  一方、保険金等支払金は、解約失効高が増加したことから、28.4 兆円と前年

を上回りました（19.1％）。生命保険会社の本業による基礎的な収益を示す基礎

                                                 
※1 「転換純増」とは、転換に伴って増加する保険金額の増加分のことであり、例えば、保険金 2000 万円の契約を 3000
万円の契約に転換した場合、増加した部分である 1000 万円のことをいいます。 
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利益※2は、全体で 2.2 兆円とほぼ前年並み（▲0.8％）で、いわゆる「逆ざや」

を補った上で、なお利益が出ている状況となっています。 

    なお、株価の低迷に伴い、多額の減損処理を行ったことなどから、当期利益は

3,853 億円となり、大幅な減益（▲45.5％）となりました。 

    また、有価証券の含み益は、株価の低迷に伴い大幅に減少（▲41.9％）し、全

体で 5.0 兆円となりました。 

 

③ ソルベンシー・マージン比率の状況 

  各社のソルベンシー・マージン比率※3は、有価証券含み益の減少などにより、

多くの会社で低下していますが、いずれの会社においても健全性の基準である

200％を上回りました。 

(注）上記の平成13 年度決算関係計数は、全 43 社の合計であるが、対前年度は、

エイアイジー・スター、ジブラルタ、Ｔ＆Ｄフィナンシャルの 3 社分を除い

て算出しています。 

 

【資料１－７－４ 生命保険会社の平成 13 年度決算の概要（速報ベース）】 

対前年増減率 対前年増減率 対前年増減率
既存社ベース（注1)

対前年増減率

 　　（46社） （％）  　　（45社） （％）  　　（43社） （％） （％）

 新契約＋転換純増（兆円） 137 ▲ 2.3 133 ▲ 3.2 130 ▲ 2.3 ▲ 4.5

 解約失効高　　  （兆円） 141 ▲ 0.3 123 ▲ 12.7 144 17.2 5.8

 保有契約高 　 　（兆円） 1,442 ▲ 3.2 1,315 ▲ 8.8 1,325 0.7 ▲ 2.9

 基礎利益　  　　（億円） － － 22,147 － 22,611 2.1 ▲ 0.8

 当期利益　　　　（億円） 9,256 167.9 6,663 ▲ 28.0 3,853 ▲ 42.2 ▲ 45.5

 総資産　　    　（兆円） 190 ▲ 0.9 183 ▲ 3.6 184 0.6 ▲ 2.8

 有価証券含み損益 (億円） 112,085 57.6 86,426 ▲ 22.9 50,723 ▲ 41.3 ▲ 41.9

（注１）「既存社ベース」とは、２期比較可能社ベースで集計したものであり、エイアイジー・スター、ジブラルタ、ティ・アンド・ディ生命を除いている。

（注２）新契約＋転換純増、解約失効高、保有契約高は、個人保険及び個人年金保険の合計。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 公表逆ざや額　　（億円） ▲ 16,154 － ▲ 14,191 － ▲ 13,658 －

生命保険会社の平成１３年度決算の概要(速報ベース）

１２年３月期 １３年３月期 １４年３月期
（＝11年度決算） （＝12年度決算） （＝13年度決算）

（注３）「公表逆ざや額」は以下のとおり（11年度公表26社、12年度、13年度は全社ヒアリングベース)。なお、14年３月期より算出方法が業界において統一されている。
     「逆ざや額＝（基礎利益上の運用収支等の利回り－平均予定利率）×一般勘定責任準備金残高」

 
 

 

 

                                                 
※2 「基礎利益」とは、生命保険会社の収益力を示す指標の一つで、一般事業会社の営業利益や銀行の業務純益に近いも
のです。基礎利益＝経常利益－臨時損益－キャピタル損益で表されます。 

※3 「ソルベンシー・マージン比率」とは、通常の予測を超えて発生するリスクに対し、どの程度の支払余力を有してい
るかを示す指標のことをいいます。 
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(２) 損害保険会社（【資料１－７－５】参照） 

 損害保険会社（国内社 32 社）の平成 13 年度決算の状況は、以下のとおりとなっ

ています。 

② 元受契約の状況 

 元受正味保険料は前年度に比し、積立保険を含んだベースで減少（▲2.2％）

しているものの、積立保険を除いたベースでは、前年度に引き続き増加（0.6％）

となりました。 

 

② 損益の状況 

正味収入保険料は、6.8 兆円と前年度に引き続き増加（0.4％）となりました。 

一方、米国テロ等の影響により保険引受費用（支払備金※4）が増加したことに

加え、株式相場の下落の影響を受け、減損処理による有価証券評価損が大幅に増

加した結果、経常利益は、1,265 億円の赤字となりました。 

 

③ ソルベンシー・マージン比率の状況 

ソルベンシー・マージン比率は、米国テロや株式相場の下落等を背景に一部の

会社において低下したものの、いずれの会社も健全性の基準である 200％を大き

く上回りました。 

損害保険会社の平成13年度決算の概要(速報）

（損害保険会社国内社ベース）
（単位：億円、％）

１１　年　度 １２　年　度 １３　年　度

(＝12年3月期) 対 前 年
増 減 率

(＝13年3月期) 対 前 年
増 減 率

(＝14年3月期) 対 前 年
増 減 率

元 受 正 味 保 険 料
( 積立保険料含む) 92,018 ▲ 2.8 91,151 ▲ 0.9 87,935 ▲ 2.2

元 受 正 味 保 険 料
( 積立保険料除く) 73,412 ▲ 0.0 74,378 1.3 73,892 0.6

正 味 収 入 保 険 料 68,330 ▲ 0.3 68,973 0.9 68,388 0.4

正 味 支 払 保 険 金 37,251 3.0 37,780 1.4 37,114 ▲ 0.6

経 常 利 益 3,197 ▲ 13.4 3,343 4.6 ▲ 1,265 －

総 資 産 302,252 2.7 347,828 15.1 331,900 ▲ 3.4

 大成火災を除いたものに対する増減率。

注1）11年度は35社（第一火災を除く）ベース、12年度は37社（第一火災を除く）ベース、13年度は32社（大成火災を除く）ベース。
注2）11年度の対前年増減率は、10年度の計数から第一火災を除いたものに対する増減率。13年度の対前年増減率は、12年度の計数から

 

                                                 
※4 「支払備金」とは、支払義務が発生している保険金等のうち、決算期末時点で未払いとなっているものについて、支
払いに備えて積み立てが義務付けられている準備金です。 

【資料１－７－５ 損害保険の平成13年度決算の概要（速報）（損害保険会社国内社ベース）】
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

(１) 事務運営についての報告 

平成１３事務年度における本政策に係る措置については、平成 13 年 9 月の「生命保

険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」に盛り込まれた 

① 生命保険会社の財務基盤の充実 

② ディスクロージャーの改善 

③ 保険会社におけるガバナンスの強化、 

等の事項について、当庁において、行政上必要な制度整備につき検討を行い、その検

討結果について、平成 14 年 1 月に「生命保険をめぐる対応策」として、次のような項

目を内容とする報告を金融審議会第二部会に行いました。 

① 社員配当ルール（いわゆる 80％ルール）の弾力化 

② 基金※5の調達手続の弾力化 

③ ディスクロージャーの充実 

④ 総代会制度の改善 

⑤ 企業向け商品の届出制への移行、等 

その後、パブリックコメントを経て、同年 3月に必要な府令改正・事務ガイドライン

改正を行いました。なお、パブリックコメントにおいては、更なるディスクロージャー

の充実など、10 件のご意見をいただきました。 

 

【保険業法施行規則の改正】 

 

① 保険相互会社の社員配当ルールの弾力化（第 29 条） 

厳しい経営環境に対応した内部留保の確保を一層促す観点から、保険相互会社の剰

余金に対する配当割合の下限を、現行の生命保険会社では 80％、損害保険会社では

60％から、ともに 20％に引き下げました。 

 

② ディスクロージャーの充実 

イ. 責任準備金※6の内訳（第 59 条の２、別表） 

(イ)生命保険会社 

昨今のいわゆる「逆ざや」等の経営環境も踏まえ、生命保険会社の負債面の

ディスクロージャーを一層拡充する観点から、責任準備金の内訳の開示（契約

時期別に予定利率のレンジとともに開示）を義務付けました。 

                                                 
※5 「基金」とは、相互会社における株式会社の資本金に当たるものです。 
※6 「責任準備金」とは、将来の保険金等の支払いに備えて積み立てが義務付けられている準備金です。 
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(ロ)損害保険会社 

保険種目別の責任準備金の内訳の開示を義務付けました。 

ロ. ソルベンシー・マージンの内訳（第 59 条の２、別表） 

保険会社のソルベンシー・マージン比率について、その水準のみならず、そ

の内容及び質が重視されてきていることに鑑み、その分子・分母の内訳の開示

を義務づけました。 

 

① 事業報告書（営業報告書）への記載事項の追加（別紙様式 12 号など）  

総代会（株式総会）への報告・説明事項の充実するため、事業報告書（営業報告

書）の記載事項として、以下の事項を追加しました。 

イ. 生命保険会社 

(イ) 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移 

(ロ) 責任準備金の状況及び推移 

ロ. 損害保険会社 

(イ) 正味損害率及び正味事業費率※7の状況及び推移 

(ロ) 保険引受収益（又は保険引受損益）の推移 

 

② 保険商品の届出制への移行（第 83 条、164 条、189 条）  

認可制となっている保険商品のうち、保険契約者保護等の観点から問題のない確

定給付年金保険、確定拠出年金保険及び個人向けの火災保険について、届出制に移

行させました。 

 

【事務ガイドラインの改正関係】 

 

① 総代の選出 

総代の数、選考方法等の見直しを促す観点から、それらに関する考え方につい

て説明書類に記載するとともに、総代会において説明することを求めることとし

ました。 

 

② 総代会 

総代会を充実する観点から、責任準備金残高、ソルベンシー・マージン比率、

基礎利益等について総代会において説明すること、総代会の傍聴を希望する社員

に傍聴の機会を付与すること、総代会の議事録をインターネットで開示すること

等を求めることとしました。 

                                                 
※7 「正味損害率及び正味事業費率」 

正 味 損 害 率＝（正味支払保険金＋損害調査費）／正味収入保険料×100 
正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋営業費及び一般管理費）／正味収入保険料×100 
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③ 契約者懇談会等 

現在、総代会の後に開催されている契約者懇談会の開催時期について、総代会

の前にすることとし、契約者懇談会での契約者の意見を総代会に報告することを

求めることとしました。(平成 15 年 4 月 1 日以降に開催される定時総代会につい

て適用。) 

 

④ 情報開示 

社員配当と資本基盤充実のための方策を説明書類に記載することを求めるこ

ととしました。 

 

⑤ 基金の再募集 

相互会社の基金の調達について、現在の実務では、総代会決議と基金の引受・

払込がほぼ連続して行われ、1～2ヶ月以内に全ての手続が完了していますが、現

行法制度でもより弾力的な運用が可能であることを明確化しました。具体的には、

期間を定めた複数の時期に金額を分割して募集することを総代会において意思

決定された場合の定款変更の認可や、実際の基金の増額を行う際の届出を受理す

る際の留意事項を定めることとし、基金の再募集について、総代会で意思決定が

行われたものか、基金利息の支払が社員の権利保護に欠けるものではないか、次

期総代会までに全ての基金募集を行うこととなっているか等のチェック項目を

規定しました。 

 

⑥ 相互会社の社員の権利義務に関する説明 

保険募集人が、保険募集する際に、総代会の制度や社員としての権利義務を説

明することを求めることとしました。 

 

⑦ 将来収支分析について 

生命保険会社の責任準備金の積み立てに関する将来収支分析※8の結果は、保険

計理人の意見書として取締役会に提出されるとともに、その写しが当局に提出さ

れることとなっていますが、意見書に関して保険計理人や経営者から説明を聴取

する際の着眼点を規定しました。具体的には、実務基準に則って将来収支分析が

行われているか、基本シナリオと異なるシナリオを使用している場合の合理性、

責任準備金の積立不足が見込まれるが経営政策の変更により積み立てを要しな

いこととした場合等のチェック項目を規定しました。 

 

                                                 
※8 「将来収支分析」とは、保険会社の保険計理人が、金融庁長官が認定した基準に基づき、将来の収支を保険数理に基
づき合理的に予測した結果、現在の責任準備金の積立水準が将来的にも十分であるか、または、保険業の継続が困難と
ならないかについて確認を行うための分析手法です。 
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⑧ 保険商品の認可・届出の短縮 

定型化された簡易なものや他社の既存の商品と同等の内容のものについては、

60 日以内に審査を終えるものとしました。 

      

(２) 評価 

生命保険会社の財務基盤の充実を図るため、保険相互会社の社員配当ルールの弾力

化を実施しました。これにより全社が定款を変更するなど、各社において、社員自治に

基づき、適正な配当及び内部留保水準を定めることができる体制作りが進みました。 

ディスクロージャーの改善を図るため、責任準備金及びソルベンシー・マージン比率

の内訳の開示等を行い、保険契約者は、より詳細な情報に基づき契約することが可能と

なりました。 

保険会社におけるガバナンスの強化を図るため、以下のような総代会制度の改善を

行い、総代会の運営の一層の透明化が図られるようになりました。 

① 総代の選出に関する考え方の説明書類への記載及び総代会における説明 

② 総代会の傍聴機会の付与及び議事録のインターネットでの開示、等 

このように 13 事務年度に行った施策は、保険会社の財務基盤の充実や保険契約者か

らの信頼の向上に寄与しているものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

(１) 生命保険会社を取り巻く状況は、生命保険市場の成熟化に加え、超低金利の長期化

や株価の低迷など、構造的に厳しいものとなっております。また、損害保険会社にあっ

ては、株価の低迷や米国テロに伴う巨額の保険金支払いなどにより、近年、厳しい経営

環境にあります。さらに、保険会社全体をみても、規制緩和の進展と相まって、生保・

損保の各業態内の競争に加え、生損保間の競争、さらには他の金融分野との競争も激し

さを増している状況にあります。 

こうした中で、各保険会社においては、財務基盤の一層の強化やリスク管理能力の向

上等を図りつつ、最適の経営戦略を選択し、着実に実行していくことが、保険契約者等

の信頼を向上させる上でも、今後ますます重要な課題となっています。 

 

(２) こうした認識の下、金融庁においては、平成１３事務年度の政策目標にかかる制度

整備を着実に実施してきたところでありますが、現下の保険会社を取り巻く状況を踏ま

えると、更なる取組みが必要となっています。金融庁としては、保険会社の経営状況を

引き続き注視しつつ、保険会社の経営の安定や保険システム全体に対する信頼性の確保

といった観点から、セーフティネットの見直し等の制度整備を適時・適切に進めていく

ことが重要であると考えています。 
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６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．(2)のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、現下の保険会

社を取り巻く状況や取組みの有効性等を踏まえ、セーフティネットの見直し等の制度整

備を適時・適切に進めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、保険会社の財務基盤の充実や保険契約者からの信頼の向上等に向けた

制度整備の実施状況等により、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

 ・ 規定の整備状況 

 ・ パブリックコメントの意見 

 ・ 保険会社の決算・業務関係資料 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局信用課保険企画室、監督局保険課 
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 政 策 １－８  

 

１．政策名 

 

  市場ルール・インフラの整備 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 証券市場の構造改革を進め、個人投資家の積極的な市場参加のために環境整備を図り、

証券市場による直接金融の機能を高める。 

（業績指標）市場ルール・インフラ整備の実施状況 

     （証券市場への信頼向上のためのインフラ整備、魅力ある投資信託の実現、

証券税制の改革） 

 

（説明） 

 証券市場の構造改革は、我が国経済の再生に必要不可欠な構造改革の重要な政策課題

として位置付けられています。小泉総理の所信表明演説（平成13年5月7日）でその旨表

明されたのに続いて、「骨太の方針」（「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に

関する基本方針」平成13年6月26日閣議決定）においても、「個人投資家の市場参加が戦

略的に重要であるとの観点から、その拡大を図るために、貯蓄優遇から投資優遇への金

融のあり方の切り替えなどを踏まえ、税制を含めた関連する諸制度における対応につい

て検討を行う。」とされたところです。 

 金融庁としては、貯蓄尊重から投資重視への政策の力点の置換えなどを踏まえ、抜本

的かつ総合的な証券市場の構造改革を進め、個人投資家の積極的な市場参加を促すため

の環境整備を図り、証券市場による直接金融の機能を高めることが喫緊の課題であると

認識しています。 

 

このような認識の下、平成13事務年度においては、個人投資家が主役の証券市場を構

築するため、証券市場への信頼向上のためのインフラ整備、魅力ある投資信託の実現、

証券税制の改革等の施策を中心に、市場ルール・インフラの整備など証券市場の構造改

革を着実に実施していくこととしました。 
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３．現状分析及び外部要因 

 

我が国の今後の金融システムは、有効な価格メカニズムの下でリスクが適切に管理・

配分される市場機能を中核としたものとなっていくことが必要です。 

しかしながら、証券ビッグバンを始めとするこれまでの証券市場改革により、市場に

おける競争の促進の効果が現れてきているものの、実体経済の停滞があるとはいえ、証

券市場は依然として活力に乏しく、市場機能を中核とした我が国の金融システムの将来

を担うに十分なものとはなっていない状況です。 

  また、個人金融資産に占める株式・投信の割合は、アメリカでは31％（2001年）、ドイ

ツでは23％（2000年）であるのに対し、日本では6.6％（2001年）にとどまっており、個

人投資家の積極的な参加を促していく必要があります。（【資料１－８－１】参照） 

 

【資料１－８－１ 個人金融資産に占める株式・投資信託の構成比（日・米・独）】 

6.6

31.0

7.57.0
8.79.3 9.0 9.3

6.57.68.87.4

34.4

24.7

22.821.4
23.3

26.7
28.7

32.2
34.1

38.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

日本
米国
ドイツ

日本

米国

ドイツ

（％）

 

                             （各国資金循環統計より） 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告  

平成13事務年度においては、平成13年８月８日に公表した「証券市場の構造改革プ

ログラム」に盛り込まれた具体的施策を実施することとしたところであり、本政策目

標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① 証券市場への信頼向上のためのインフラ整備 

個人投資家の市場参加を阻害している要因として、証券市場への信頼の欠如(証券

会社の営業姿勢への不信、発行企業の株主重視の経営姿勢の欠如等)及び市場インフ

ラ(ルール)の不備が挙げられています。当該要因を取り除き、個人投資家の積極的な

市場参加を促すため、以下のような方策を講じました。 

 

イ．証券会社の営業姿勢の転換に向けた方策 

証券会社の行為規制違反に係る全ての行政処分の公表を行うとともに(13年8月

より実施)証券会社が不必要な乗換勧誘を行わないよう、株式投信の乗換えの勧誘

行為の改善に向けたルールの導入(府令改正、日本証券業協会規則改正)を実施して

おります。 

 

ロ．行政による市場の監視の強化 

行政による市場監視の強化を図るため、証券取引等監視委員会の定員について、

平成14年度要求において大幅な増員を求め、財務局監視官部門の増員を含め、99

名の増員が行われ、人員の増強を図りました。(13年度265名→14年度364名) 

 

ハ．市場インフラの整備 

 

(イ)ディスクロージャーの充実・強化 

・ ＥＤＩＮＥＴの充実 

個人投資家にとって便利で分かり易いディスクロージャーを進めるため、

インターネットによる電子開示(ＥＤＩＮＥＴ)に係る「証券取引法施行令」

等の関係法令等を整備・改正いたしました(14年5月22日公布。6月1日施行)。 

・ 目論見書の電子交付の促進 

投資家に対する目論見書の交付方法の多様化を図るため、電子的手段によ

る交付に係る「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を行いました

(13年9月25日公布、10月1日施行)。 

 



 57

(ロ)不公正取引に対するルールの明確化 

金庫株解禁に伴う自己株式取得の際の相場操縦防止等のため、自己株式取得

の際の買付価格など遵守すべき具体的要件を規定する「上場等株券の発行者で

ある会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令」を制定いたしました 

(13年9月21日公布、10月1日施行)。 

 

(ハ)ＩＴ化等に即した市場インフラの整備 

社債、国債等のペーパーレス化・決済期間短縮化のため、証券決済システム

改革法を整備しました（14年6月12日公布。15年1月6日施行）。 

 

(ニ)株式の投資単位の引下げの具体化 

個人投資家の株式市場への参入を促進するため、株式の投資単位の引下げの推

進を証券取引所等に対し要請し、証券取引所等では、上場企業を対象に「投資単

位の水準が50万円未満とする努力義務を課すとともに、必要と認めるときは引下

げの勧告、公表ができる旨」等を規定する規則改正を実施しました(13年10月1

日施行)。 

 

ニ．自主規制機関による市場監視の強化 

日本証券業協会に対し、自主規制機関による市場監視の強化を図るよう要請し、

同協会として、 

（イ）証券外務員等の処分の公表の実施 

（ロ）苦情処理・紛争解決内容の積極的公表 

などを内容とする「証券会社の信頼性向上に向けたアクション・プログラム」を

公表しました(13年9月10日)。 

 

ホ．発行企業の株主重視の経営姿勢の確立 

 

(イ)発行企業の株主重視の経営姿勢の確立のため、証券取引所等による対応を要請

し、証券取引所等は以下の対応を行いました。 

・ 発行企業の決算短信等におけるＲＯＥ(株主資本利益率)等の目標設定及び

その向上に向けた具体的な施策の公表 

・ 発行企業の決算短信等におけるコーポレート・ガバナンスの充実に関する

施策の公表の強化 

・ 発行企業の四半期短信等による経営情報開示の促進 
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(ロ)「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月24日閣議決定)

に沿って、四半期開示に向けた取り組みを強化するよう、証券取引所等に要請

し、証券取引所等は、平成15年4月以降に開始する事業年度から「四半期業績の

概況」の開示を、平成16年4月以降に開始する事業年度から「四半期財務・業績

報告」の開示を求める「四半期財務情報の開示に関するアクション・プログラ

ム」を公表しました(14年6月27日)。 

 

へ．空売り※１への総合的な取組み 

信頼される価格形成の確保のため、以下のとおり空売り規制等の措置を講じま 

した。 

 

(イ)「空売りへの総合的な取組み」(13年12月21日発表) 

日本証券業協会を通じ、空売り規制の遵守の徹底・点検を図るとともに、信

用取引に対しても空売り規制(明示・確認義務)を適用するよう内閣府令を改正

いたしました(14年1月25日公布、2月20日施行)。 

 

(ロ)「信用・貸借取引に係る制度の見直しについて」(14年2月1日発表) 

取引所、証券金融会社に対し、信用・貸借取引の利用状況が、投資家、証券

会社に適切に注意喚起されるよう要請し、その要請を受け、日々公表銘柄指定、

注意喚起銘柄通知の機動的発動などが実施されました。 

 

(ハ)「空売り規制の見直しについて」(14年2月8日発表) 

空売りについては、直近公表価格未満での売り付けが禁止されていました

が、空売りが相場操縦的行為に利用されることを防止するとの観点から、こ

れを原則として直近公表価格以下での売り付けを禁止するよう、証券取引法

施行令を改正いたしました(14年3月1日公布、3月6日施行)。 

 

(ニ)「空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について」(14

年2月26日発表) 

空売り規制の遵守状況を踏まえ、信用・貸借取引に係る制度の更なる見直

し(証券金融会社等の貸出条件の見直し等)を行うとともに、監視委員会によ

る空売り規制違反に対する監視の一層の強化を行いました。 

 

                                                 
※１ 空売りとは、証券取引法第 162 条第 1項に規定されているもので、有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入
れてその売付けをすることを言う。 
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② 魅力ある投資信託の実現 

 

イ．投資家にとってより分かりやすい投資信託目論見書の実現に関し、金融審議会

で審議し、そのとりまとめ(13年11月29日)を踏まえ、「特定有価証券の内容等の開

示に関する内閣府令」の改正等を実施しました(14年1月30日公布、4月1日施行)。 

 

ロ．ＥＴＦ※2の商品の多様化を図る観点から、14年3月12日業種別株価指数等、4月1

日にダウ平均等の外国株指数等を新たに指定し、ＥＴＦの範囲を拡大しました。 

 

③ 証券税制の改革 

 

イ．金融庁では、13年8月末に、個人投資家によるリスクキャピタル供給を図る観点

から、平成14年度税制改正要望として、 

 

(イ)株式譲渡益課税の抜本的改革（株式譲渡損失の損失繰越制度の創設、税率の引

下げ（26％→10％）、長期保有上場株式等に対する優遇策の拡充（100万円→200

万円）・恒久化、申告不要制度の創設、取得価額が不明な株式への経過措置等） 

(ロ)配当課税の改善（少額配当申告者制度の限度額の引上げ等） 

(ハ)株式投資信託の税制改正（株式との損益通算制度の創設、損失繰越制度の創設、

長期保有株式投資信託の少額収益分配金特別控除制度の創設） 

 

などの要望を関係当局へ提出しました。 

 

ロ．この結果、第153回臨時国会において、3年を限度とする繰越控除制度、長期保

有上場株式等に係る暫定税率（10％）の導入や緊急投資優遇措置の創設、長期保

有上場株式等に係る100万円の特別控除の2年間の延長（平成17年末まで）を内容

とする租税特別措置法等の改正法が、13年11月26日に成立したところです。 

 

ハ．また、第154回通常国会においては、株式譲渡益について、申告分離課税一本化

に伴う投資家の負担を軽減するための申告不要制度の創設等を内容とする、租税

特別措置法等の改正法が14年3月29日に成立し、株式譲渡益課税の改革が行われた

ところです。 

                                                 
※2 ETF とは、特定の株価指数の構成銘柄と同様の現物株式を集めて受益証券を取得し、また、一定口数の受益証券と現
物株式の交換を行うことが可能な投資信託のことです。 
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（２）評価 

① 証券市場への信頼向上のためのインフラ整備 

・  「個人投資家の積極的な市場参加のための環境整備」を政策目標に掲げ、13

年8月に公表した「証券市場の構造改革プログラム」に盛り込まれた内容につい

て着実に実施し、平成13年度株式分布状況調査(全国証券取引所調)によると、13

年度末現在の個人株主数(延べ人数)は、前年度末比136万人増の3,351万人(4.3%

増)、個人の株式保有比率(市場価格ﾍﾞｰｽ)は0.2ﾎﾟｲﾝﾄ増の19.7%となっております。 

 また、プログラムに盛り込まれた施策のうち、「株式の投資単位の引下げの具

体化」について、平成13年度中に株式投資単位の引き下げを行った上場会社数は

全国上場会社数約2,600社のうち、127社(前年は108社)であり、その取組みの結

果、13年度末現在投資単位50万円未満の上場会社は2,057社、前年度比7.4ﾎﾟｲﾝﾄ

増の77.2%となり、上記個人株主数の増加に貢献したものと考えます。 

 しかしながら、13年中の全国証券取引所における株式売買状況を見てみると、

売買高は、前年比218億株増の2,179億株(11.1%増)となっているものの、売買代

金が、前年比65兆円減の225兆円(22.4%減)となっているなど、実体経済の停滞が

あるとはいえ、証券市場は依然活力に乏しいものとなっています。この原因とし

ては、①投資家が投資しやすい市場の整備が行われていない、②市場メカニズム

の担い手である発行体企業、仲介機関、市場開設者ひいては市場メカニズム自体

について国民の十分な信頼が得られていないといった問題があり、また、③市場

の安定性や効率性を支えるインフラ面でもさらに整備を進めるべき分野が残っ

ていることなどが考えられます。 

 

・  今回の空売り規制等の強化については、①市場における取引の透明性向上及び

「市場への注意喚起」、②株券調達コストの見直し、③空売りの価格規制の見直

しが主たる内容となっていますが、これらの措置は、市場における不公正な取引

を防止し、もって公正な価格形成を確保するとの観点から必要と判断し、実施し

たものです。金融庁としては、今回の空売り規制等の強化が不公正な取引の防止

に一定の役割を果たしたと考えていますが、引き続き市場において不公正な取引

が行われていないかどうか、市場の取引状況等を十分監視してまいります。 

なお、空売り規制の強化等が行われた2月下旬以降の株式売買動向を見る限り

において、流動性が損なわれたといった事実はないと考えています。 

 

② 魅力ある投資信託の実現 

・  13年7月から取引を開始したETFについて、14年3月業種別株価指数等、4月にダ

ウ平均等の外国株指数等を新たに指定し、商品の多様化を図りました。14年6月

末現在の信託元本の額は、取引開始時の額(約1,728億円)と比較して約9.8倍の
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16,941億円となっています。 

 

③ 証券税制の改革 

・  今回の税制改正においては、株式譲渡益課税の申告分離課税一本化への移行が

円滑に行われるよう特定口座制度の導入やみなし取得価額の設定などが行われた

ほか、譲渡益課税に対する優遇措置の延長や創設が行われたところですが、これ

らの制度について、一部、適用要件やその仕組みなどが複雑でわかりにくいとの

指摘が個人投資家や証券会社などから寄せられたところです。 

      こうしたご指摘に応え、証券市場への幅広い国民の積極的な参加を実現するた

め、簡素でわかりやすく、将来にわたり安定的で、投資を優遇する証券税制へと

改善していく必要があると考えています。 

 

このように、13事務年度に行った施策は個人投資家の積極的な参加や直接金融の機能

強化に寄与したものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

（１）証券市場の構造改革については、13年8月に公表した「証券市場の構造改革プログラ

ム」に盛り込まれた内容については着実に実施してきたところですが、実体経済の停

滞があるとはいえ、証券市場は依然活力に乏しく、市場機能を中核とした我が国金融

システムの将来を担うに十分なものとなっていない状況です。 

 

（２）このような状況を踏まえ、証券市場を巡る様々な論点について、有識者や市場仲介

者等からヒアリングを行い、引き続き幅広い視点から証券市場全般の抜本的な見直し

を行い、発行体である企業、市場仲介者、市場開設者、投資家に関する制度について

包括的な取組みを実施することを内容とした「証券市場の改革促進プログラム」(証券

市場の構造改革第二弾)を14年８月６日に発表しました。 

 

（３）このプログラムは、改革の基本的な柱として、①誰もが投資しやすい市場の整備、

②投資家が安心して投資できる市場の確立、③効率的で競争力のある市場の構築を掲

げており、この視点に基づいて具体的な施策が盛り込まれています。こうした施策を、

スピード感をもって着実に実施することにより、証券市場が、幅広い投資家の参加す

る真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担う

ものとなるよう、証券市場の構造改革を一層推進してまいります。 
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６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述4.(2)のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、実体経済の停滞が

あるとはいえ、証券市場は依然活力に乏しく、市場機能を中核とした我が国金融システム

の将来を担うに十分なものとなっていない状況です。このような状況を踏まえ、14年8月

に「証券市場の改革促進プログラム」を発表し、今年度以降本プログラムを着実に実施し

ていくことにより、証券市場の構造改革を一層推進してまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、市場ルール・インフラ整備の実施状況及び株式分布状況調査等を参考に

しつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 規定の整備状況 

・ 個人金融資産に占める株式・投資信託の構成比（日・米・独） 

・ 株式分布状況調査（全国証券取引所調） 
     

９．担当部局 
 
  総務企画局市場課、監督局証券課 
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 政 策  １－９  

 

１．政策名 

 

証券市場等における取引の公正の確保 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

金庫株の解禁や新たな金融商品の発売等、証券市場における環境変化に的確に対応し、

証券市場における投資家の保護及び取引の公正性の確保といった観点から、厳正かつ的確

な市場監視及び証券会社等検査を実施する。 

① 犯則の疑いがあるものに対しては徹底した調査を行い、取引の公正を害する行為が認

められた場合には厳正に対処する。 

② 検査基本計画に従い検査を実施することに加え、市場の公正性を害すると疑われるよ

うな事例等に対し、適宜、機動的な検査を行う。 

③ 自主規制機関との連携を図り、株式市場に対する監視活動を通じて特定銘柄における

株価の急騰・急落及び、重要事実の発表等に際し、不正が行われていないかを厳正かつ

的確に審査する。 

（業績指標） 

○告発件数 

○検査実施件数 

○取引審査実施件数 

 

（説明） 

監視委員会は、監督行政部門から独立したルール遵守の監視役として、取引の公正を害

する犯則事件の調査、証券会社等に関する検査及び日常的な市場監視を通じて、公正かつ

透明で健全な市場構築のための中核的な役割を果たしていくことを任務としており、具体

的には以下のような活動を行っています。 

（１）犯則事件の調査・告発 

公正な証券市場を維持していくためには、市場ルールの違反者に対して厳正な処罰を

課すことにより、証券市場が適切に運営されているという投資者の信頼感を醸成するこ

とが重要です。犯則事件の調査の目的は、市場の公正性を確保し、投資者保護を図るた

め、証券取引等の公正を害する悪質な行為の真相を解明し、告発により刑事訴追を求め

ることにあります。 

金融システム改革の進展に伴い、透明で信頼できる市場への要請が高まっている中、
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市場の公正性・透明性の確保という監視委員会に課せられた責務はますます重要なもの

となっており、監視委員会としては、証券市場を含めた市場参加者に対する徹底した監

視活動を行い、犯則の疑いのあるものについては、予断を持つことなく調査を進め、取

引の公正を害する悪質な行為に対しては厳正に対処していくこととしています。 

 

（２）検査 

市場ルール等の遵守の徹底を図っていくためには、証券市場等の仲介者である証券会

社等が市場ルール等に則って行動することが要請されます。そのため、監視委員会は、

証券取引等の公正を確保し、投資者の保護を図ることを目的として、証券取引法等によ

り金融庁長官から委任された権限に基づき、証券取引法等の遵守状況を点検するために、

証券会社等に対する検査を実施しています。検査の範囲は政令により定められており、

例えば、証券会社については、証券会社とその役員又は使用人の禁止行為（取引一任勘

定取引の契約の締結、断定的判断を提供した勧誘、特別の利益提供を約した勧誘等）、

損失保証・損失補てんの禁止、相場操縦の禁止、内部者取引の禁止等についての規定に

関するものを検査することとされています。 

平成 13 検査事務年度においては、証券会社等に対する検査を「平成 13 検査事務年度

検査基本方針及び検査基本計画」において以下のとおり計画しました。 

 

【資料１－９－１ 平成 13 検査事務年度の検査基本計画】 

○証券会社等検査 

（単位：社） 

区  分 計画件数 摘          要 
国内証券会社 81 うち財務局長等が行うもの73 社 
外国証券会社 11  
登録金融機関 ９ うち財務局長等が行うもの７社 

(注１)上記検査以外に、別途、機動的な検査等を実施する。 

(注２)国内証券会社については、上記のほかに、財務局長等が行う支店のみを対

象とした検査を26支店実施することとする。 

○金融先物取引業者等検査 

金融先物取引業者等 原則として、証券会社等検査の際併せて実施する。 
 

（３）取引審査 

証券市場では日々膨大な数量の取引が行われています。この中から不公正な取引を時

期を失せずに発見するためには、証券市場に関する様々な情報を効果的に収集し、的確

に分析することが不可欠です。そのため、監視委員会は、犯則事件の調査、証券会社等

の検査のほか、日常的な市場監視活動として取引審査を行っています。これは、証券取

引等の公正を確保し、投資者の保護を図ることを目的として、証券取引法等により金融
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庁長官から委任された権限に基づき、証券会社等から有価証券の売買取引等に関する詳

細な報告を求め、又は資料を徴取するなどして、証券取引等を審査するものです。 

具体的には、 

① 株価が急騰・急落した銘柄 

② 株価が一定期間、固定的に推移している銘柄 

③ 対当売買※１執行前後の株価動向 

④ 投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が発生した銘柄 

⑤ インターネットやダイヤルＱ２などの情報 

⑥ 一般から寄せられる様々な情報 

などに着目し、 

① 市場仲介者として一般の投資者より重い責務を負う証券会社等がどのように関与

していたか 

② それらの取引の中に証券取引法等の法令に触れる疑いのあるものはなかったか 

③ 証券取引所等の自主規制機関が有効に市場監視の機能を果たしているか 

などを重要なポイントとして実施していきます。 

また、自主規制機関である証券取引所、日本証券業協会等の市場監視部門とは、定期

的又は随時に必要な情報交換を行うなど緊密な連携を図っていきます。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

（１）証券会社は投資家と市場をつなぐ市場仲介者として、証券市場において極めて重要

な役割を担っていますが、残念なことに、証券会社やその役職員による法令違反行為は

跡を絶たず、監視委員会の検査において同じような違反行為が繰り返し指摘されていま

す（【資料１－９－３ 検査結果の状況】参照）。内閣府が平成 14 年５月に調査した「証

券投資に関する世論調査」においても、「証券会社は信頼できるか」との質問に対して、

42.9%の者が「そう思わない」と回答しているように、市場仲介者である証券会社やそ

の役職員に対しては不信感があるように思われます。 

さらに、同調査において、「個人投資家はプロの投資家と比べて不利だと思うか」と

の質問に対して、59.8%の者が「不利だと思う」と回答しています。不利だと思う理由

の中には、「証券を発行している企業が、特定の証券会社や機関投資家などプロの投資

家に、会社の情報を詳しく伝えているから」（22.6％）、「証券市場において、一部のプ

ロの投資家が不透明・不公正なことをしていると思うから」（19.2％）などの回答がさ

れているように、一部の市場参加者に対する不信感もあると思われます。 

 

                                                   
※１ 対当売買とは、同一銘柄について同量の売り注文と買い注文を証券取引所に出し売買を行うこと。 
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【資料１－９－２ 内閣府「証券投資に関する世論調査」（平成 14 年）】 

１．証券投資全般について 
?  個人投資家はプロの投資家と比べて不利だと思うか 

個人投資家が証券投資を行うにあたって，機関投資家などプロの投資家と比べて不利だと思うか 
・ 不利だと思う   59.8％（不利だと思う 38.2％ + どちらかというと不利だと思う 21.6％） 
・ 不利だと思わない  8.9％（どちらかというと不利だと思わない 3.7％ + 不利だと思わな

い 5.2％） 
・ わからない    31.3％ 

?  個人投資家が不利だと思う理由 
 「不利だと思う」とする者（1,286 人）に不利だと考える理由は何か 
・ 個人投資家は知識、経験の面で機関投資家などプロの投資家よりも劣るから   79.6％ 
・ 個人投資家は機関投資家などプロの投資家に比べて証券投資の金額が少ないから 24.1％ 
・ 証券を発行している企業が、特定の証券会社や機関投資家などプロの投資家に、 
会社の情報を詳しく伝えているから                     22.6％ 

・ 証券市場において、一部のプロの投資家が不透明・不公正なことをしていると思うから 
19.2％ 

２．証券会社等について 
?  証券会社に対するイメージ 

証券会社は信頼できるか 
・ そう思う      12.1％（そう思う 3.1％ + ある程度そう思う 9.1％） 
・ そう思わない    42.9％（あまりそう思わない 19.3％ + そう思わない 23.6％） 
・ どちらとも言えない 28.5％ 
・ わからない     16.5％ 

?  証券会社の利用 
ア これまでの証券会社の法令遵守に対する問題の有無 

「証券会社を利用している」と答えた者（184 人）にこれまで証券会社の法令遵守に問題があ
ったと思うか 
・ 問題があった  37.0％（問題があった 16.8％ + どちらかといえば問題があった 20.1％） 
・ 問題はなかった 50.0％（どちらかといえば問題はなかった 11.4％ + 問題はなかった

38.6％） 
・ わからない   13.0％  

イ 以前に比べた証券会社の法令遵守の点での変化 
「証券会社を利用している」と答えた者（184 人）に以前に比べて証券会社の法令遵守の点で

変化はあったと思うか 
・ 良くなった    28.3％（良くなった 9.8％ + どちらかといえば良くなった 18.5％） 
・ 悪くなった     8.2％（どちらかといえば悪くなった 4.9％ + 悪くなった 3.3％） 
・ あまり変わらない 47.3％ 
・ わからない    16.3％ 
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【資料１－９－３ 検査結果の状況】 

（単位：社、機関） 

 
９年７月～ 

10 年６月 
10 年７月～ 

11 年６月 
11 年７月～ 

12 年６月 
12 年７月～ 

13 年６月 
13 年７月～ 

14 年６月 
検査終了会社及び機関 97 78 94 97 90 
 証 券 会 社 96 76 94 95 83 
 登 録 金 融 機 関 1 - - 2 7 
 金融先物取引業者 - 1 - - - 
 自 主 規 制 機 関 - 1 - - - 
問題点が認められた 
会 社 及 び 機 関 数 

74 70 80 62 57 

 市場ルール等関係 73 63 72 53 39 
 営 業 姿 勢 関 係 11 19 28 10 5 
 内部管理体制関係 48 50 57 42 43 
 そ の 他 - 1 - - - 

（注）１．「検査終了会社及び機関」とは、当該検査年度中に検査結果通知書を交付し、検査が終了

した会社・機関の数をいう（前検査事務年度着手分を含む）。 

２．「登録金融機関」とは、平成 10年 12 月以前は証券業務の認可を受けた金融機関である。 

３．「自主規制機関」とは、日本証券業協会、証券取引所、金融先物取引業協会及び東京金融

先物取引所である。 

４．「問題点が認められた会社及び機関数」とは、検査結果通知書において問題点を指摘した

会社・機関の数をいう。 

５．「市場ルール等関係」、「営業姿勢関係」、「内部管理体制関係」及び「その他」とは、各々

の項目で問題点が認められた会社・機関の数をいう。したがって、各項目で重複する会社・

機関があるため、各項目の合計と「問題点が認められた会社及び機関数」の数値とは一致

しない。 

 

（２）平成13年８月８日に公表された「証券市場の構造改革プログラム」において、個人

投資家の市場参加を阻害している要因として、証券市場への信頼の欠如（証券会社の営

業姿勢への不信、発行企業の株主重視の経営姿勢の欠如等）及び市場インフラ（ルール）

の不備が挙げられ、当該要因を取り除き、個人投資家の積極的な市場参加を促すため、

行政による市場監視の強化（① 証券取引等監視委員会等による個人投資家重視の行政

の展開、② 証券取引等監視委員会の体制・機能強化、③コングロマリット化等に対応

した検査局と証券取引等監視委員会の連携強化）を図ることとされました。 
 

（３）平成 13 年９月に起きた米国同時多発テロ以降の我が国市場の不安定な状況の中、一

部の証券会社において空売り規制違反が把握され、平成 14 年２月に公表された「早急

に取り組むべきデフレ対応策」においては、「投資家の証券市場への信頼向上を図るた

め、最近の累次にわたる取組みに引き続き、空売り等への規制・監督・監視上の対応を
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徹底・強化する」とされました。 

 

（４）以上のように、証券市場の活性化に向けて様々な施策が講じられる中で、監視委員

会に対しては、証券市場の監視の強化が求められています。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13 事務年度における本政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

① 犯則事件の調査・告発 

平成 13 事務年度の告発件数及び告発人数は以下のとおりです。 

 

【資料１－９－４ 平成１３事務年度告発件数及び告発人数】 

（単位：件、人） 

区      分 告発件数 告発人数 
有価証券報告書の虚偽記載 ３ １６ 
相場操縦 １ ３ 
インサイダー取引 ３ ５ 

合    計 ７ ２４ 

 

これら事件の告発に当たって、監視委員会では、常日頃から証券市場における様々

な動きに対して監視をしてきたところであり、また、個人投資家に調査などの端緒と

なる情報の提供を呼びかけたり、監視委員会のホームページ上においても、情報受付

コーナーを設けるなど積極的な情報収集を行いました。これらにより、取引の公正を

害する事実が認められたものについて、当該事実を迅速に解明するよう努めてきたと

ころです。 

 

【資料１－９－５ 情報の受付状況】 

（単位：件） 

 
９年７月～ 

10 年６月 
10 年７月～ 

11 年６月 
11 年７月～ 

12 年６月 
12 年７月～ 

13 年６月 
13 年７月～ 

14 年６月 
インターネット 0 49 359 606 1,282 
電 話 145 77 198 390 406 
文 書 107 55 156 205 291 
来 訪 45 21 19 64 60 
財務局等から回付 44 39 57 91 142 

（注）インターネットによる情報の受付は平成 11 年４月から開始した。 
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○情報の内訳 

 
９年７月～ 

10 年６月 
10 年７月～ 

11 年６月 
11 年７月～ 

12 年６月 
12 年７月～ 

13 年６月 
13 年７月～ 

14 年６月 
個別銘柄に関する情報 181 147 385 671 1,208 
 相場操縦の疑い 63 51 162 317 601 
 風説の流布の疑い 0 32 68 124 294 
 内部者取引の疑い 32 11 90 122 195 

 
有価証券報告書等の
虚偽記載の疑い 

15 10 39 85 90 

 
損失保証・損失補て
んの疑い 

15 29 15 8 9 

 その他 56 14 11 15 19 
証券会社の営業姿勢に
関する情報 

109 66 200 356 498 

 無断売買 29 15 16 35 65 

 
断定的判断を提供し
た勧誘 

10 5 7 35 49 

 
顧客の知識に照らし
て不当な勧誘 

3 3 21 17 13 

 
取引一任勘定取引契
約の締結 

4 7 6 49 27 

 大量推奨販売 1 2 3 5 1 
 その他 62 34 147 215 343 
その他意見等 51 28 204 329 475 

合         計 341 241 789 1,356 2,181 

 

② 検査 

13 事務年度の検査実施件数は以下のとおりです。 

 

【資料１－９－６ 平成 13 検査事務年度の検査実施件数】 

（単位：社） 

区   分 検査実施件数 年度当初計画数 
国内証券会社 82 81 
外国証券会社 14 11 
登録金融機関 ７ ９ 
自主規制機関 ２ － 

（注）上記のほかに、財務局長等が単独で支店のみの

検査を実施したものが 21 支店あります。 

 

また、13 事務年度における１検査対象当たりの平均延べ検査投入人員（臨店期間分）

は、以下のとおりとなっています。 
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【資料１－９－７ １検査対象当たりの平均延べ検査投入人員】 

（単位：人・日） 

区   分 平均延べ検査投入人員 
国内証券会社 102 
外国証券会社 94 
登録金融機関 28 
自主規制機関 106 

 

さらに、検査基本計画に従い、以下の取組みを行いました。 

イ．機動的検査の一層の推進 

監視委員会に寄せられる各種情報等を有効に活用し、弾力的に検査計画の見直し

を行い、市場の公正性を害すると疑われるような事例等に対する機動的な検査を４

社実施するなど効率的な事務運営に努めました。 

ロ．金融庁検査局等との連携強化による効果的な検査の実施 

金融庁検査局との同時検査の拡充などによる連携強化に努め、相互の機能の有効

活用により効率的かつ効果的な検査を実施しました。具体的には、金融庁検査局と

の証券会社に対する同時検査 13 社、登録金融機関(銀行)に対する同時検査２社、

自主規制機関に対する同時検査２社を実施しました。 

ハ．登録金融機関に対する検査への業務量の投入 

登録金融機関における証券投資信託の取扱量が増加しているなど証券業務の比

重が増していることから、登録金融機関に対する検査について相応の人員・期間を

充当するなど効率的な資源配分を行いました。検査実施件数は、前年度の２社から

７社に増加しました。 

 

【資料１－９－８ 契約型公募・私募投資信託合計の販売体別純資産残高の状況】 

（単位：百万円） 

証 券 会 社 
銀 行 等 

（登録金融機関） 
直 販 

（投資信託会社） 
合    計 

販売体 
 

年(月)末 金 額 比率 金 額 比率 金 額 比率 金 額 比率 
  %  %  %  % 
平成 11 年 47,045,182 89.0 3,340,080 6.3 2,512,506 4.7 52,897,768 100.0 

平成 12 年 43,851,664 82.6 7,180,452 13.5 2,060,112 3.9 53,092,228 100.0 

平成 13 年 38,633,025 75.2 11,109,760 21.6 1,644,682 3.2 51,387,467 100.0 

         

平成 14年６月 33,477,156 72.5 11,399,665 24.7 1,273,217 2.8 46,150,038 100.0 

（社団法人投資信託協会「投資信託」2002.10 NO.504 より） 

 

ニ．ＥＢ(他社株券償還特約付社債券)等の新たな金融商品に関する証券会社等の法令

遵守状況、営業姿勢についての重点的な点検 
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商品の設定条件が顧客にとって著しく不利となっているにもかかわらず、商品の

勧誘時において、投資商品としての経済合理性等を適切に説明せずに、投資家に誤

解をさせるような表示を行った事案について、金融庁長官等に行政処分を求める勧

告（２件）を行いました。 

ホ．インターネット等の高度情報通信技術を利用した取引に係る取引実態の精査 

インターネット専業証券会社２社、ＰＴＳ（私設取引システム）※2運営業者１社

の検査を実施し、取引実態の精査を行いました。 

へ．検査の専門性の向上 

新たな金融商品・証券業務等に関して効率的で的確な検査を実施するため、民間

の専門家 13 人を職員に登用しました。 

ト．その他 

証券検査マニュアルの活用及び証券総合システムの活用等により効率的な検査

を実施したほか、検査における被検査法人からの意見申出制度の導入（平成 13 年

10 月１日導入）により、検査の質的水準の向上及び手続きの透明性の確保に努めま

した。 

 

③ 取引審査 

イ．株価形成に関しては、株価が急騰するなど不自然な動きをしたものを中心に 112

件（株価が急騰したもの 108 件、株価が維持・固定されたもの３件など）の審査を

行いました。審査の対象とした株価が急騰した銘柄の中には、特定委託者グループ

により株価が引き上げられたのではないかと疑われる売買が認められました。 

ロ．内部者取引に関しては、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと思われる情報

を公開することにより株価が大きく変動したものを中心に 249 件(業績予想の下方

修正 63 件、業績予想の上方修正 29 件、新株等の発行等 25 件など)の審査を行いま

した。審査の結果、内部者取引の疑いが認められた者には、発行会社の役職員のほ

か、発行会社の取引先及びその役職員も含まれていました。 

ハ．その他風説の流布等に関しては、インターネットの書込みに着目した審査など 31

件の審査を行いました。 

 

（２）評価 

 

犯則事件の調査・告発については、７件、24 人の告発を行い、虚偽の有価証券報告

書提出について、当該会社の監査証明に従事していた公認会計士を初めて告発するに至

                                                   
※2 ＰＴＳ（Proprietary Trading System：私設取引システム）とは、証券取引所外において、電子的技術を利用して、
同時に多数の者を相手に、有価証券の売買又はその媒介等を集団的・組織的に行うもので、証券取引法における証券業
として位置付けられている（証券取引法第２条第８項第７号）。 
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ったことなど、監視委員会の最も重要な責務の一つである犯則事件の調査を着実に果た

してきていると考えています。 

検査については、証券会社等 105 社に対して検査を実施しました。特にＥＢ(他社株

券償還特約付社債券)等の新たな金融商品に関する証券会社等の法令遵守状況、営業姿

勢について重点的な点検を行い、投資家に誤解をさせるような表示を行った事案につい

て、金融庁長官等に行政処分を求める勧告を２件行ったほか、市場の公正性を害すると

疑われるような事例等に対する機動的な検査を４社実施するなど、上記（１）②のとお

り、効率的・効果的な事務運営に努めました。 

取引審査については、上記（１）③のとおり、合計 392 件の審査を実施しました。

その結果、問題が把握され、更に解明を必要とする事案については、犯則事件の調査担

当部門及び証券会社等の検査担当部門に情報を提供し、一層の問題の究明に努めました。

これらを通じて証券市場に対する日常的な市場監視は、不公正な取引を未然に防止する

ための直接的又は間接的な抑止力としても機能していると考えられます。 

以上を踏まえれば、監視委員会の活動は証券市場等における取引の公正の確保に寄

与しているものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

金融技術の発展や市場の国際化になど証券市場の活性化が進み、証券市場を取巻く環境

が大きく変化する中で、信頼できる市場への要請がますます高まっているところであり、

監視委員会としては、さらに情報収集能力、分析能力の向上を図り、市場における様々な

動きに迅速かつ的確に対応し、効果的な犯則事件の調査、証券会社等に対する検査及び日

常的な市場監視を実施していくことが不可欠であると考えています。 

 

政府の方針として掲げている、昨年の「緊急経済対策」や「骨太の方針」等においては、

証券市場の活性化や構造改革のために、市場監視体制の強化が重要であり、監視委員会の

体制強化を図ることが必要であるとされました。監視委員会としては、市場監視体制の充

実・強化を図るため以下の取組みを行ったところです。 

① 平成 14 年度の機構・定員において、平成 13 年度末の定員（122 人）に対して、犯則

事件の調査を担当する 22 人を始め 61 人の大幅な増員が認められ、監視委員会の平成

14 年度末の定員は 182 人となりました。 

② 平成 14 事務年度から、検査班の編成方式として業態の特色に対応した部門制を採用

し、的確かつ効果的で、更に専門性の高い検査を実施することとしました。 

具体的には、被検査法人を業態別に区分し、国内大手証券会社、国内準大手証券会社

とインターネット取引専業の証券会社、外国証券会社の３部門に分けた検査体制とし、

各部門に民間専門家を配置して検査を行うこととし、これとは別に、問題が発生した場
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合に機動的に対処するため機動部門を設置しました。 

③ 平成 14 事務年度から新たに市場分析審査室を設置しました。市場分析審査室は、従

来の取引審査部門と総括部門の情報処理係を合体して人員も大幅に増員したものです。 

その上で、取引審査の担当者を情報班、機動班、株価班、内部者取引班の４つのグル

ープに編成替えし、それぞれが専門的に業務を行うことにより、効率的かつ機動的な審

査を行うことを可能としました。更に、情報処理係を加えたことにより、情報収集分析・

審査体制をより一層強化しました。 

④ 平成 13 事務年度においては、民間企業等での勤務経験を有する者 30 人を採用し、証

券取引に関する専門能力を活用するとともに、各種の研修や実際の実務を通じて職員の

能力向上に努めました。 

 

また、平成 14 年６月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2002」において、デフレ対応をはじめとする当面の経済運営として「個人投資家の証券市

場への信頼向上のためのインフラ整備等の証券市場の構造改革の推進」が示されました。

平成 14 年８月６日には、金融庁において、証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚み

のあるものとし、市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担うものとしていく

ため、「証券市場の改革促進プログラム」を取りまとめ、そのなかで、「証券市場の公正を

歪めるようなディスクロージャー違反に対する監視を強化するとともに、悪質な市場仲介

者等に対する検査・調査を充実する。このため、証券取引等監視委員会の人員を含めた体

制・機能の強化を図る。」こととしています。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、金融技術の発

展や市場の国際化に加え、証券市場の活性化や構造改革を通じた証券市場を取巻く環境の

変化に的確に対応するために、市場監視体制の充実・強化を更に図るなど取組みの充実や

改善等を行ってまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、犯則事件の告発状況、検査実施状況、取引審査実施状況等を参考にしつつ、
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把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 犯則事件の告発実績 

・ 検査実績 

・ １検査対象当たりの平均延べ検査投入人員 

・ 取引審査実績 

・ 情報の受付状況 

・ 内閣府「証券投資に関する世論調査」（平成１４年） 

・ 契約型公募・私募投資信託合計の販売体別純資産残高の状況 

 

９．担当部局 

 

証券取引等監視委員会事務局 

（総務検査課証券取引検査官室、市場分析審査室、特別調査課） 
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    政政政政    策策策策    １－１０１－１０１－１０１－１０        

 

１１１１．政策名．政策名．政策名．政策名    

 

  投資知識の普及・情報の提供      

 

２２２２．政策の目標．政策の目標．政策の目標．政策の目標    

 

（目標） 

個人投資家等が自己責任に基づいて主体的に金融商品を選択し、取引が行えることに

資するため、金融庁ホームページを活用した金融・証券に関する情報のネットワークの

構築や、各種金融関係団体が行う学校教育支援のための事業の紹介を行うなど、個人投

資家等への情報の提供等に努める。 

（業績指標）ホームページの充実状況 

 

（説明） 

 平成 12 年６月の金融審議会答申において、「今後、金融庁を中心とする関係当局は金

融分野における消費者教育に積極的に取り組むべきであり、そのための具体的対応の検

討が期待される」と施策の必要性について指摘されているように、個人投資家等が自ら

の判断と責任で金融商品の取引を行うためには、金融商品の仕組みやリスクとリターン

の関係などについての知識が必要であり、金融庁においても、金融･証券に関する知識の

普及・情報の提供の充実を図り、金融商品や金融取引についての国民の理解を増進する

必要があると考えます。 

 

また、平成 13年６月に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革

に関する基本方針」に示された、貯蓄優遇から投資優遇の金融の在り方への切り替えな

どを踏まえると、金融･証券に関する知識の普及・情報の提供は一層重要なものとなって

います。 

 

これらを踏まえ、金融庁としては、金融庁ホームページを活用した金融・証券に関す

る情報のネットワークの構築や、各種金融関係団体が行う学校教育支援のための事業の紹

介を行うこととしました。 

 

３３３３．現状分析及び外部要因．現状分析及び外部要因．現状分析及び外部要因．現状分析及び外部要因    

 

  平成 10 年 12 月の金融システム改革法の施行等による、いわゆる日本版金融ビッグバ
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ン等を受けて、金融の分野においては、様々な金融商品・サービス等が提供され、その

提供方法もインターネットを始め多様化してきています。また、14 年４月からは、いわ

ゆるペイオフが解禁されました。 

こうした金融環境の変化の中で、国民が自らの判断と責任で主体的に金融商品・サ―

ビス等を選択し、そのメリットを享受していくためには、金融商品の仕組みやリスクと

リターンの関係、取引ルール等に対する知識・理解を深めていくことが求められていま

す。 

 

４４４４．事務運営についての報告及び評価．事務運営についての報告及び評価．事務運営についての報告及び評価．事務運営についての報告及び評価    

 

（１）事務運営についての報告 

 

平成 13 事務年度においては、平成 13 年８月に公表した「証券市場の構造改革プロ

グラム」や同年９月の政府の「改革工程表」において盛り込まれた事項等を含め、 

 ① 金融庁のホームページを活用した情報ネットワークの構築 

② 学校における投資知識の普及への取組みの支援（金融庁のホームページにおけ

る学校教育支援事業サイトの新設） 

③ 個人投資家との直接対話を目的とした意見交換会の開催 

④ 投資家向けＱ＆Ａの拡充 等 

 を実施することとしたところであり、当該政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① 金融庁ホームページ上の「消費者情報コーナー」の充実 

ホームページを通じた情報提供は、少ない経費・時間で広く国民の皆さんにお知ら

せするには極めて効率的であり、投資知識の普及・情報の提供等の観点から、金融庁

ホームページ上の「消費者情報コーナー」において、 

イ．「金融早わかりＱ＆Ａ」を改訂し、「証券Ｑ＆Ａ」欄を新設し、証券関係のＱ＆Ａ

をまとめて整理し、国民のみなさんが見やすいようにしました。(13年９月) 

ロ．金融商品等情報のネットワークを構築し、また、「学校教育支援事業のご紹介」

コーナーを新設しました。（13年 10月） 

ハ． 金融庁ホームページのトップページのレイアウトを変更し、国民が「消費者情

報コーナー」を容易に見つけることができるようにし、利用の促進を図りました。

(13年 10月) 

  

なお、金融商品等情報のネットワークの構築では、「金融商品等の基礎知識」コー

ナーを拡充し、関連情報を提供する各金融・証券関係団体等のホームページとのネッ

トワークを構築し、国民の皆さんが、自分の閲覧したい金融商品等に関する情報を容
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易に、かつ、一覧的に入手できるようにしました。 

また、「学校教育支援事業のご紹介」コーナーでは、各金融・証券関係団体等が行

う、教材の提供、講師派遣等の学校教育支援の事業に関する情報を紹介し、一覧的に、

かつ、効率的に入手できるようにしました。 

 

○ 「消費者情報コーナー」の内容 

 

[改訂前] [改訂後] 

       

イ 消費者保護制度等の解説   

ロ 金融商品に関する基礎知識  

ハ その他の消費者情報     

 

 

 

 

 

ニ 金融に係る講演会等の関係 

  

ホ 苦情相談窓口について 

イ 金融商品等に関する情報‥改訂・充実 

・ 消費者保護制度の概要 

・ 金融商品等に関する基礎知識 

・ その他の消費者情報  

ロ 学校教育支援事業のご紹介‥新設 

・ 教材等の提供 

・ 講師の派遣 

・ 各種セミナー・見学等 

ハ 免許・登録等を受けている業者一覧(注)

ニ 金融に係る講演会等のご案内 

ホ 金融早わかりＱ＆Ａ‥改訂・充実 

ヘ 苦情相談窓口について 

(注)本改訂に併せて他のコーナーより移転したもの。 

 

  ② 投資コンファレンスの開催 
平成 13 年 11 月、個人投資家との直接対話の機会を図るため、金融庁、日本証券

業協会及び㈱東京証券取引所と共催して投資コンファレンスを、東京で開催しまし

た。 

  本コンファレンスには、約 157 名の参加があり、一般投資家等から意見等を聞か

せていただく貴重な機会となり有意義なものとなりました。 

 

③ 金融庁では、これらのほか、 

イ．金融商品等に関する情報提供のためのパンフレット、金融商品の販売に関する

法律を解説したパンフレット等各種パンフレット類を配布するとともに、 

ロ．これらのパンフレットを活用して、財務（支）局及び財務事務所の職員による一

般消費者を対象とした講演会を実施(13事務年度 77回)する、 

などを通じて金融・証券に関する知識の普及・啓発に努めました。 
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【資料１－10－１ 財務局における金融に関する講演会開催状況】 

 （単位：回）           

13．1～13．6 13．7～14．6

開 催 回 数 ４６ ７７

 

（２）評価 

平成 13 事務年度においては、前述のように、金融庁ホームページ上の「消費者情報

コーナー」を充実したこともあり、同コーナーの利用件数は、13年 10月～14年６月ま

での月間平均で 5,341 件となり、従前（13 年１月～９月の月間平均 3,900 件）に比べ

て 36.9％増加しました。 

 

【資料１－10－２ 消費者情報コーナーへのアクセス件数】 

（単位：件）     

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平
成

13
年
１
月 2月 ３

月
４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

平
成

14
年
１
月 2月 ３

月
４
月

５
月

６
月 7月 8月

 
 

また、平成 13年 11 月に開催した前述の投資コンファレンスについては、参加者に対す

るアンケート調査では、「役に立つと思う」が 79.0％、「理解できた」が 95.7％でした。 
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【資料１－10－３ 投資コンファレンス参加者に対するアンケート結果】 

 

投資コンファレ

ンスの感想  

大変おもしろかった、

大変役に立つと思う 

まあまあおもしろかった、

少しは役に立つと思う 
計 

回答率 １７．９％ ６１．１％ ７９．０％ 

講演の内容 
大変分かりやすかっ

た、よく理解できた 

分かりやすかった、概ね

理解できた 
計 

回答率 ３６．８％ ５８．９％ ９５．７％ 

 

 上記を踏まえると、国民に対する金融・証券に関する知識の普及や情報の提供の充実に

寄与したものと考えます。 

 

５５５５．今後の課題．今後の課題．今後の課題．今後の課題    

 

（１）「消費者情報コーナー」（平成 14 年７月から「金融・証券情報コーナー」）の内容の

充実により、本コーナーへのアクセスは着実に増加しているものの、更なる利用の促進

を図るため、本コーナーの一層の拡充が必要であると考えます。 

 

（２）金融・証券に関する知識の普及・啓発活動は、即効性のあるものではありませんが、

本年６月に閣議決定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」で示され

た「貯蓄優遇から投資優遇へのあり方の転換を踏まえた直接金融へのシフトに向けて、

証券市場の構造改革を一層推進していく」等の観点から、継続して行うことが重要で

あり、引き続き積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

（３）また、14 年５月に、内閣府が実施した「証券投資に関する世論調査」によると、学

校において金融･証券に関する基本的知識・理解を深めることについて、回答者の 66％

の方が必要と答えており、金融・証券に関する知識の普及の必要性が指摘されていま

す。 

 

（４）したがって、金融庁としては、今後、学校教育での金融・証券に関する教育を行い

易くするための教員への支援等を含む、国民に対する金融・証券に関する知識の普及・

啓発活動のより一層の充実が重要な課題であると考えます。 

 このため、14事務年度においては、金融庁ホームページ（「金融・証券情報コーナー」）

を一層拡充するため、金融・証券関係団体等が行っている一般消費者向けの金融・証券

知識の普及活動を一覧的に紹介するサイトの新設を行うとしているほか、15 年度予算

において、中学・高校向けの副教材の開発のための予算要求を行ったところです。 
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６．６．６．６．当該当該当該当該政策政策政策政策に係る端的な結論に係る端的な結論に係る端的な結論に係る端的な結論    

    

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、学校教育を含

め国民各層の金融・証券に関する知識の普及に向け、今後より一層の改善・充実を図って

まいります。 

    

７７７７．学識経験を有する者の知見の活用．学識経験を有する者の知見の活用．学識経験を有する者の知見の活用．学識経験を有する者の知見の活用    

 

政策評価に関する有識者会議      

 

８８８８．注記（政策効果の把握方法又は．注記（政策効果の把握方法又は．注記（政策効果の把握方法又は．注記（政策効果の把握方法又は評価に評価に評価に評価に使用使用使用使用したしたしたした資料等）資料等）資料等）資料等）    

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、金融庁ホームページの充実状況、「消費者情報コーナー(平成 14年７月から

「金融・証券情報コーナー」)」へのアクセス件数、投資コンファレンスに係るアンケー

ト調査結果、財務局における金融に関する講演会の開催状況等を参考としつつ、把握に

努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 「消費者情報コーナー」へのアクセス件数 

・ 投資コンファレンスに係るアンケート調査 

・ 財務局における金融に関する講演会の開催実績 

    

９９９９．担当部局．担当部局．担当部局．担当部局    

 

  総務企画局政策課      
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 政 策 ２－１  

 

１．政策名 

 

  証券決済システムの改革 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融審議会答申「21 世紀を支える金融の新しい枠組みについて」及び証券決済システ

ム改革ワーキンググループ報告書「21世紀に向けた証券決済改革について」等を踏まえ、

関係省庁と連携を図りつつ、証券決済システムの改革を図る法制整備に向けた検討を行

う。 

（業績指標）証券決済システムの改革に向けた制度整備の実施状況 

 

（説明） 

 平成 12年６月の金融審議会答申「21世紀を支える金融の新しい枠組みについて」にお

いて、 

①  従来は株式、社債、国債それぞれにつき異なる法律に基づき決済が行われており、

これに伴って有価証券ごとに別々の決済機関が存在しているため、これらの各種有価

証券につき統一的、横断的制度を導入することにより、別々に行われる投資の一本化

を図ることができ、決済事務も統一できるため効率化を図ることができること 

②  有価証券の無券面化を可能とする法制の整備により、有価証券の作成・保管に伴う

コストの排除が可能なこと 

などから、「統一的な証券決済法制や無券面化を可能とする法制等の整備を図るため、金

融行政当局においては、立法化に必要な検討を早急に進めるべきである」と施策の必要

性についての指摘がなされています。 

 

また、同審議会の証券決済システム改革ワーキンググループの報告書「21 世紀に向け

た証券決済改革について」において「統一的な証券決済法制の整備については、先に述

べたとおり、既存の制度からの円滑な移行に配慮しつつ、関連する諸制度との関係を整

理しながら、可能な方式・有価証券から法制整備を行っていくことが適当であると考え

られる」と施策の進め方について提言が行われております。 

これらを受け、金融庁においては、証券決済システムの改革を図る法制整備を行って

いくこととしており、引き続き所要の法制整備に取り組むこととしました。 
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【資料２－１－１ 目指すべき証券決済システム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

証券決済システムは証券市場の国際競争力を左右する制度的基盤であり、証券取引の

グローバル化の下で、この証券決済システムをより安全で効率性の高いものに改革して

いくことが重要です。金融庁は、法務省をはじめとする関係省庁や市場関係者とともに

証券決済システムの改革に取り組み、可能なものから早急に対応するべく、平成 13 年 6

月には「短期社債等の振替に関する法律」（新規立法）及び「株券等の保管及び振替に関

する法律の一部を改正する法律」（ともに法務省と共管）によりコマーシャルペーパー

（ＣＰ）※１のペーパーレス化及びＣＰに係る振替制度の創設と、保管振替機関を株式会

社形態に変更する法整備を行ったところです。 

                                                   
※１ コマーシャルペーパー（CP）とは、企業が公開市場で割引形式で発行する無担保の約束手形のことです。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13 事務年度において、金融庁は、証券市場の構造改革の一環として、平成 13 年

９月の政府の「改革工程表」や同年 10 月の「改革先行プログラム」において証券決済シ

ステムの改革を掲げ、具体的施策として、社債、国債等の証券決済システムについて振

替制度を創設するため、所要の法案を遅くとも平成 14 年通常国会に提出する旨の目標を

掲げました。 

 

当該政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① 平成 12 事務年度における上記の法整備に引き続き、包括的な証券決済法制の整備

に向け検討を行い、 

イ．券面を必要としない統一的な証券決済法制の対象をＣＰから社債、国債等へ拡

大し、 

ロ．単層構造の仕組みを発展させて、一般投資家が証券会社・銀行等に口座を開設

することを可能とする多層構造の振替決済制度を創設し、 

ハ．安全かつ効率的な決済を行うためにより有効な清算を可能とするための制度整

備 

を行うなど、決済の迅速化・確実化をはじめとする証券市場の整備のための所要の

改正を行う「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備

等に関する法律案」（法務省・財務省と共管）を平成 14 年 3 月 15 日に国会に提出し

ました。同法案は、5 月 21 日に衆議院で可決され、6 月 5 日に参議院で可決され、

成立したところです。（6月 12 日公布） 

 

② 上記法律の概要は以下の通りです。 

 

イ．振替制度の対象となる権利を短期社債等から社債一般、国債等に拡大 

振替制度の対象を、短期社債等（ＣＰ）から社債、国債等に拡大することとし、

所要の規定を整備しました。具体的には、振替が行われる権利の帰属、券面の不

発行、振替制度において社債等の権利の記録がなされる振替口座簿の記録事項、

社債等の発行局面における新規記録手続、社債等の流通局面における振替手続、

振替の効果等の規定を整備しました。 
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ロ．振替制度の多層構造化に伴う所要の整備 

振替制度の対象を社債等へ拡大することに伴い、振替制度を幅広い利用者に対

応したものとするため、振替機関だけでなく銀行や証券会社等の金融機関にも振

替口座を開設することができるよう、所要の規定を整備しました。具体的には、

振替口座を開設することができる機関である口座管理機関について新たに規定し、

口座管理機関となることができる者や口座管理機関の業務等の規定を整備しまし

た。なお、従来の、振替機関⇔加入者という単層の振替制度（単層構造）に対し、

振替機関⇔口座管理機関（複数層存在可能）⇔加入者という多層の振替制度とな

ることから、これを多層構造と呼んでいます。 

また、振替口座簿について、自己口座（口座管理機関自身が有する社債等を記

録）と顧客口座（顧客が有する社債等を記録）とに区分することや、振替機関等

の誤記載等により善意取得が生じた場合に振替機関等が負う義務の調整等、振替

制度の多層構造化に伴う所要の規定を整備しています。 

 

ハ．効率的な決済を可能とする清算機関制度の整備 

証券取引法又は金融先物取引法においては、ＤＶＰ（Delivery Versus Payment：

証券決済において、証券の引渡しと資金の支払とが相互に条件付けられて行われ

る仕組み。）の導入を促進する観点から、その重要なインフラとなる清算機関に関

連する制度を整備しています。 

具体的には、証券取引清算機関又は金融先物清算機関について法律上の根拠を

明確化し、かつリスク管理の徹底を図るための必要な監督規定を置いています。

また、より効率的な清算システムを構築するため、証券会社、外国証券会社又は

登録金融機関が証券取引清算機関に清算業務を取り次ぐための有価証券等清算取

次ぎに関する規定の整備を行っています。 

 

ニ．その他 

一般投資者保護のための仕組みや国債に関する所要の措置等を行っています。 

     

ａ 一般投資家がその所有する振替社債等に対し受けた損害を補償する加入者保

護信託制度の創設 

ｂ 国債につき、新たな商品性を有するストリップス債※2の導入 

 

 

 

                                                   
※2 ストリップス債とは、債券の元本部分と利札部分を切り離し、別個の債券として売買流通させるものです。元本部分
も利札部分も額面で割り引いて売買され、満期時には額面で償還されます。 
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（２）評価 

 13 事務年度は、13 年６月に成立した「短期社債等の振替に関する法律」を受けて、

関係政省令の策定を行ったほか、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のため

の関係法律の整備等に関する法律」が成立したことから、これを受けて関係政省令の規

定の整備等を行っているところです。また、市場関係者とともに、社債等振替制度に係

るシステム対応、ペーパーレスＣＰ、国債等に関する振替制度の円滑な稼動、統一清算

機関の設立等、着実な改革の実施に向けた準備が進められているところです。 

 このため現時点では成果の発現は予定されていませんが、今後速やかに成果が発現さ

れるよう取り組んでいく必要があります。 

 

５．今後の課題 

 

上記「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関す

る法律」を施行するために、関係政省令の整備を行う必要があります。 

  また、証券市場の国際競争力の維持・向上のためには、その制度的基盤である統一的

証券決済法制の完成に向けて、株式及び国際間の証券決済に係る制度整備等、証券決済

システムの改善を引き続き進めることが必要です。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、現時点では成果の発現は予定されていませんが、13事務年度

は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する

法律」が成立し、これを受けて関係政省令の規定の整備等を行っているところです。今

後も関係政省令の整備を行うとともに、株式及び国際間の証券決済に係る制度整備等、

引き続きこれまでの取り組みを進めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔使用資料等〕 

 ・ 規定の整備状況 

 

９．担当部局 

総務企画局市場課 
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 政 策 ２－２  

 

１．政策名 

 

  証券取引法に基づく企業内容等のディスクロージャーの充実 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 有価証券届出書等の開示書類の電子化を実施するため、証券取引法施行令、関係内

閣府令等の改正をし、併せて電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）の整備を図る。 

（業績指標）① 証券取引法施行令等の整備状況 

② 電子開示システムの整備状況 

 

（説明） 

有価証券報告書等の企業内容等の開示制度は、有価証券の投資判断資料の提供とい

う証券取引の根幹を成すものであり、その効率的な運営は公正で透明な証券市場の維

持と幅広い投資者の保護のためには必要不可欠なものです。 

更に、当該開示制度の電子化の推進は、発行体企業における開示手続、投資家等へ

の企業情報の提供等の迅速化・効率化に繋がり、ひいては証券市場の活性化にも資す

るものであり、その必要性・公益性は極めて高いものです。 

特に、平成 13 年６月に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改

革に関する基本方針」に示されたように、従来の預貯金中心の貯蓄優遇から株式投資

等の投資優遇へといった金融のあり方の転換が求められているなか、企業情報へのア

クセスの簡易性、迅速性を高め、有価証券発行会社への投資を一層活性化することは、

日本経済の構造改革と早期再生を推進するための、基本的なインフラ整備として重要

なものと考えます。 

 これらを踏まえ、平成 13 事務年度においては、更なる基盤整備推進を目標として、

有価証券届出書・発行登録書・公開買付届出書等の開示書類の提出について、ＥＤＩ

ＮＥＴを利用した電子媒体による提出を可能とするよう、前事務年度に引き続き証券

取引法施行令等の一部改正等法令の整備及びＥＤＩＮＥＴシステムの構築に鋭意取り

組むこととしました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

平成９年６月の証券取引審議会の報告書において、「ディスクロージャー情報へのアク

セスの改善（ディスクロージャー情報は、何よりも、投資家に利用され、理解されなけれ
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ば、適切な投資判断に貢献しない。ディスクロージャー情報へのアクセスを容易にし、市

場に関連する各種の情報産業・情報サービスを育成するとの観点からは、ディスクロージ

ャーの電子化、インターネットによる情報の提供などを実施するべきである。これらにつ

いては、システム設計のための準備が進められており、今後とも、早期実現に向けて対応

を進めるべきである。）」として提言されました。 

また、平成 11 年３月の「規制緩和推進３か年計画（改定）」において、「有価証券報告

書等のディスクロージャー制度の電子化を行うこととし、具体化に向けた検討を行い、結

論を得る。」との閣議決定が行われたほか、更には、平成 11 年 12 月の金融審議会第一部

会の中間整理において、「政府において検討が進められている有価証券報告書等の開示書

類の電子化は、投資家等の企業情報への容易かつ迅速なアクセスを可能とすること等を通

じて、証券市場の活性化、効率化等に資するものと考えられ、その実現のための早期の法

制化を期待する。」との提言がなされました。 

  その後、平成 12 年５月の「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」の

成立により、企業内容等の開示制度の電子化が平成 13 年６月より順次実施されることを

踏まえ、平成 12 事務年度においては、企業内容等の開示制度の電子化の第一段階として、

有価証券報告書・半期報告書等の開示書類の提出について、ＥＤＩＮＥＴを利用した電

子媒体による提出を可能とするよう、関係政令・内閣府令等の整備及びＥＤＩＮＥＴシ

ステムの構築を図りました。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

① 証券取引法施行令等の整備 

有価証券届出書・発行登録書・公開買付届出書等の開示書類の電子化について、平

成 14 年６月１日よりＥＤＩＮＥＴによる開示手続の対象とするため、「証券取引法

施行令」及び「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う経過措置に関する政令」や「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に

関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の関係政令・内閣

府令及びガイドラインの制定又は改正を行いました。 

また、ＥＤＩＮＥＴを使用して開示手続を行う場合の入出力装置の技術的基準設

定のほか、通信回線の故障等により、ＥＤＩＮＥＴを用いて開示手続を行うことが

できない場合に使用する磁気ディスクの技術的基準を規定した金融庁告示等を発出

しました。 

 

② 電子開示システムの整備 

有価証券届出書・発行登録書・公開買付届出書等の開示書類について、ＥＤＩＮＥ

Ｔを利用した電子媒体による提出が可能となるよう、当該提出に係るＥＤＩＮＥＴ
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システムの整備を行い、更には、投資者等に対する情報提供の利便性の向上を目的

に、ＥＤＩＮＥＴにより提出された開示書類の検索をより自在に行えるよう検索機

能の拡張を行うなどの開発・整備に取り組みました。 

 

（２）評価 

平成 13 事務年度においては、上述のとおり、有価証券届出書・発行登録書・公開買

付届出書等の開示書類に関する電子化の適用時期を平成 14 年６月からと定め、関係政

令・内閣府令等の制定又は改正を行ったほか、システム整備及び機能拡張に取り組ん

だことにより、それ以後、当該開示書類等に係る電子手続が行われています。 

また、平成 13 年６月の開示書類電子化の適用開始当初におけるＥＤＩＮＥＴによる

開示書類等の提出会社数は、平成 13 年６月末で約 500 社であったものの、平成 14 年

８月末では約 1,500 社に増加しているほか、インターネットを通じた情報公開サーバ

ーへのアクセス件数も平成 14 年７月末では 60,000 件を超えるアクセス（平成 13 年７

月～平成 14 年８月の月平均・約 32,000 件）を記録するなど、その状況に鑑みると、

ディスクロージャーの充実に寄与しているものと考えます。 

 
【資料２－２－１ インターネットによるアクセス件数】 
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５．今後の課題 

 

（１）企業内容等の開示書類の電子化という証券市場のインフラ整備を行い、企業情報の

迅速かつ簡易で安全な提供を行うことにより、企業情報へのアクセスの増加・投資機

会の飛躍的向上、投資拡大による発行体企業の資金調達の効率化向上が見込まれ、ひ

いては日本経済の活性化にも繋がるものと期待されることから、今後も企業内容等の

開示書類の電子化を積極的に推進する必要があると考えます。 
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（２）従って金融庁としては、今後、平成 15 年６月までには大量保有報告書等の電子化が

予定されているほか、平成16 年６月からの開示書類等の電子媒体による提出の原則義

務化を踏まえ、証券取引法関係法令等の整備を随時行っていくとともに、システム面

においても、法令改正に伴う対応や利便性の向上等更なる基盤整備を推進する必要が

あることから、これらに係る開発のため、平成 14 年度に引き続き、平成 15 年度予算

の要求を行ったところです。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

    前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっており、今後もこれまでの

取組みを進めていくほか、平成 16 年６月からの開示書類等の電子媒体による提出の原則

義務化を踏まえ、更なる基盤整備を推進してまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、企業内容等の開示書類の提出をＥＤＩＮＥＴにより行った企業数の推移、

行政サービスの一環として行われているインターネットによるＥＤＩＮＥＴ情報の提供

に対するアクセス件数、証券取引法施行令等の整備状況、電子開示システムの整備状況等

を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 企業内容等の開示書類の提出をＥＤＩＮＥＴにより行った企業数の推移 

・ 行政サービスの一環として行われているインターネットによるＥＤＩＮＥＴ情報の

提供に対するアクセス件数 

・ 規定の整備状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局 市場課 企業開示参事官室 
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 政 策 ２－３  

 

１．政策名 

 

  会計基準の整備・改善 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 企業の経営の多角化、金融・証券市場のグローバル化、情報技術の進展等に適切に対

応し、自己責任原則の下で、投資者に対する適切な情報開示に資するため、国際的な調

和の観点等も踏まえ、会計基準及び監査基準の整備・改善を図る。 

（業績指標） 

会計基準及び監査基準の整備状況 

 

（説明） 

金融技術等の発達に伴い、一層高度かつ複雑な経済取引の拡大が急速に進展している

ほか、情報技術等の急速な発展により、大量の資金がより利便性の高い市場を求めて瞬

時に国境を超えて移動するようになり、かつ国外の企業活動・市場・経済の動向と自国

における経済活動がより密接に関連するようになっています。 

  このような状況を踏まえ、我が国会計基準は、企業会計審議会においてここ数年精力

的に改訂がなされ、諸外国に比べても遜色のないものとなってきていますが、経済取引・

企業活動の高度化、複雑化、国際化等の急速な変化に的確に対応しつつ着実な基準整備

を行っていくことが一層求められています。 

また、平成 13 年１月に国際会計基準委員会（ＩＡＳＣ）が組織改革を行い、国際会計

基準審議会を発足させ、同年４月からは新体制下における理事会が開催され、活動の本

格化とともに議論も活発化し、そのような動向に的確に対応する必要が生じています。 

さらに、国際会計基準審議会の発足に呼応して、同年７月に（財）財務会計基準機構

が設立され、同財団内に企業会計基準委員会が発足しました。同委員会ではテーマごと

に各専門委員会を設置し、会計基準の開発･審議等を行うと共に、国際対応専門委員会を

設置し、国際会計基準審議会等における国際的な会計基準の議論に対しても、意見を発

信するため必要な論議が行われているところです。 

こうした環境の変化の中で、投資家に対する適切な情報開示に資するため、国際的な

調和の観点も踏まえた我が国会計基準の整備・改善を図ることが一層重要となっていま

す。 
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３．現状分析及び外部要因 

 

  企業会計審議会においては、これまでに、退職給付会計、税効果会計、金融商品に係

る会計基準等数多くの会計基準等の整備を行っており、第一部会において「企業結合会

計」、第二部会において「監査基準等の一層の充実」、固定資産部会において「固定資産

の会計処理」、企画調整部会において新たな課題の把握、対処方針の検討等の審議が行わ

れてきたところです。 

一方、上述のとおり国際的には、国際会計基準委員会（ＩＡＳＣ）の組織改革が行わ

れ、平成 13 年４月から新体制下における理事会が開催されており、活動の本格化ととも

に議論も活発化しています。 

また、平成 13 年７月に財団法人財務会計基準機構が設立され、同財団内に企業会計基

準委員会が発足しました。同委員会では，独立した機関として企業会計基準の調査研究・

開発等を実施する論議が行われているところです。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13 事務年度においては、次のような取組を行うこととしました。 

① 企業会計審議会における審議 

企業会計審議会における会計基準及び監査基準の検討及び設定並びに議事録及び

意見書等のインターネット上での公表 

 

② 国際会計基準への対応 

国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）の議論の動向等の調査分析、これに対する迅速・

的確な対応 

 

③ （財）財務会計基準機構との連携 

（財）財務会計基準機構・企業会計基準委員会における会計基準の整備･改善に係

る検討過程にオブザーバーとして参加し、財団から公表された会計基準の証券取引

法における取扱を公表 

 

  当該政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

  

  ① 企業会計審議会における審議状況 

   イ．第一部会 
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国際的動向も踏まえ、プーリング法とパーチェス法※1を使い分ける考え方とパー

チェス法に一元化する考え方について議論を行い、それぞれの問題点を整理して

13 年７月に論点整理という形で公表しました。 

    ロ．第二部会 

  不正発見の姿勢の強化、継続企業の前提（ゴーイング・コンサーン）に関する

注記の導入、リスクアプローチへの徹底等国際的な動向も踏まえた議論を行い、監

査基準の改訂に関する意見書（平成 15 年３月期の財務諸表の決算監査から実施を

予定）を公表しました。 

   ハ．固定資産部会 

  投資者に的確な情報を提供するとともに、会計基準の国際的調和を図る等の観

点から、固定資産の減損について適切な会計処理の導入の議論を行い、固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する公開草案を公表しました。 

 （14 年 8 月に意見書（平成 17 年度から完全実施を予定）を公表しました。） 

   

     なお、意見書等並びに会議の議事録については、金融庁のホームページに掲載

しています。（http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top.html） 

 

◎平成 13 事務年度の企業会計審議会の開催状況 

第一部会 

第 7回（平成 13 年 4 月 6 日開催）～第 20 回（平成 14 年 6 月 7 日開催）合計 14 回 

第二部会 

第 16 回（平成 13 年 4 月 6 日開催）～第 30 回（平成 14 年 6 月 7 日開催）合計 15 回 

固定資産部会 

第 7回（平成 13 年 4 月 6 日開催）～第 25 回（平成 14 年 6 月 7 日開催）合計 19 回 

企画調整部会 

第 5回（平成 13 年 7 月 27 日開催）～第 7回（平成 14 年 2 月 22 日開催）合計 3回 

総会 

平成 14 年 1 月 25 日開催 

 

② 企業会計基準委員会を通じた国際会計基準への対応 

イ．企業会計基準委員会を通じて国際会計基準審議会の諸会議の傍聴を行うと共に

（13 年９月以降）、 

ロ．国際会計基準審議会会議の前週に開催される国際対応専門委員会に出席して（13

年 10 月以降）、 

                                                 
※1 「プーリング法とバーチェス法」とは、共に企業結合の会計処理方法の考え方で、プーリング法は、被結合会社の資産、
負債及び資本を帳簿価額のまま受け入れる考え方です。一方バーチェス法とは、被結合会社の資産と負債を公正価値で
評価し、資本との差額をのれんとして計上する考え方です。 
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国際会計基準審議会の議論の動向等を調査分析し、対応すべき事項の検討に役立て

ました。 

 

◎平成 13 事務年度の国際会計基準審議会の開催状況 

毎月開催（8月を除く。） 

◎平成 13 事務年度の企業会計基準委員会の開催状況 

第１回（平成 13 年 8 月 7 日開催）～第 15 回（平成 14 年 6 月 7 日開催）合計 15 回 

（一株当たり利益専門委員会、実務対応専門委員会等の各専門委員会を随時開催） 

 

  ③ （財）財務会計基準機構が公表した会計基準の承認 

     （財）財務会計基準機構・企業会計基準委員会から公表された、「自己株式及び法

定準備金の取崩等に関する会計基準」を証券取引法における一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準として取扱うこととしました。 

 

 （２） 評価 

平成 13 事務年度は、企業会計審議会において企業結合会計に関する論点整理、監

査基準の改訂に関する意見書（平成 15 年３月期の財務諸表の決算監査から実施を予

定）及び固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書（平成 17 年度から完

全実施を予定）を公表しました。14 事務年度は、引き続き、企業結合会計に係る公

開草案、中間監査基準の改訂に関する意見書の公表に向け会計基準及び監査基準の

整備を行っているところです。 

このため現時点では成果の発現は予定されていませんが、今後、速やかに成果が

発現されるよう、財務諸表規則の整備等に取り組んでいく必要があります。 

 

５．今後の課題 

  

（１）企業会計審議会における審議としまして 

 ① 第一部会 

企業結合会計について平成 13 年 7 月の論点整理、その後のパブリック･コメント

を踏まえ具体的審議を行い、企業結合会計に係る整備を図りたいと考えます。 

 ② 第二部会 

中間監査基準※2について審議を行い、中間監査基準に係る整備を図りたいと考えま

す。 

  

（２）国際対応専門委員会への出席等により国際会計基準審議会の議論の動向等の把握、

                                                 
※2 中間監査基準とは、証券取引法に基づく中間決算に対する監査制度を前提とした監査の規範を定めた基準です。 
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調査分析は、着実に行ってきたところですが、今後とも、これに対して迅速・的確に

対応していく必要があります。 

 

（３）（財）財務会計基準機構・企業会計基準委員会及び同委員会の専門委員会として設置

されている一株当たり利益（ＥＰＳ）専門委員会等の各専門委員会へオブザーバーと

して出席し、会計基準の整備を図りたいと考えます。 

 

（４）企業会計審議会及び（財）財務会計基準機構において会計基準の整備・改善を行う際

には、我が国に相応しい会計制度はどうあるべきであるかを踏まえ、経済取引・企業

活動の高度化､複雑化、国際化等の急速な変化に対応していきたいと考えます。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

 前述４．（２）のとおり、現時点では成果の発現は予定されていませんが、平成 13 事務

年度には、企業結合会計に関する論点整理、監査基準の改訂に関する意見書等を公表する

など、会計基準及び監査基準の整備を行っているところです。これらについては、平成

14 事務年度以降に実施に移されることから、今後速やかに成果が発現されるよう、引き

続きこれまでの取組みを進めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔使用資料等〕 

・ 平成 13 事務年度の企業会計審議会の開催状況 

・ 平成 13 事務年度の国際会計基準審議会の開催状況 

・ 平成 13 事務年度の企業会計基準委員会の開催状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局市場課企業開示参事官室 
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 政 策 ２－４  

 

１．政策名 

 

  公認会計士監査制度の整備・改善 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融審議会公認会計士制度部会において監査・試験制度の見直しについて検討を進め、

その審議結果を踏まえ、公認会計士監査の充実強化等のための諸施策を実施する。 

（業績指標） 

監査・試験制度の整備状況 

 

（説明） 

 公認会計士監査は財務諸表の信頼性を担保するための制度として、適正なディスクロ

ージャーを確保するための重要なインフラストラクチャーであり、公認会計士監査制度

の一層の充実・強化及び環境の変化に適合した公認会計士制度の整備は非常に重要にな

ってきています。 

 

  証券市場がその市場機能を有効に発揮するための基礎となるディスクロージャーの適

正性を確保するためには、公認会計士監査を一層充実させ、厳格な監査を実施すること

が必要であるとの認識が従来以上に社会に浸透してきていること、とりわけ、資本市場

の国際的な一体化の進展等を背景として、企業のディスクロージャーに対する国際的な

信頼を高め、ひいてはわが国企業の国内外における円滑な資金調達等を図る観点からも、

公認会計士監査制度を充実・強化し、その国際的な信頼の向上を図っていくことが強く

求められてきています。従ってこのような観点から公認会計士監査制度を見直す必要が

あります。 

  

 また、公認会計士監査に対するニーズの量的拡大、公認会計士の監査以外の業務に対

する社会の要請の拡大・多様化により、監査法人や公認会計士事務所に所属する公認会

計士ばかりでなく、企業内等においても、公認会計士に対する需要が増大していること、

また、国際的な調和を踏まえた会計基準の導入等により、公認会計士がより実質的でか

つ高度な判断を求められる局面が多くなっていること等から、高い資質を持った公認会

計士が十分な規模で存在することが必要になっています。従って、このような観点から

公認会計士試験制度を見直す必要があります。 
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 これらを踏まえ、金融庁では、公認会計士監査制度の見直しを行うこととしました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

   

監査制度及び試験制度に関しては、公認会計士審査会において審議が行われ、平成 12

年６月、「監査制度を巡る問題点と改革の方向～公認会計士監査の信頼の向上に向けて

～」及び「公認会計士試験制度のあり方に関する論点整理」を公表し、公認会計士監査

制度に係る諸制度について具体的な問題点を指摘するとともに、解決の方向性が示され

ました。 

さらに、平成 13 年１月、金融審議会総会において、内閣総理大臣及び金融庁長官から、

「公認会計士制度を取り巻く環境の変化を見据え、公認会計士監査の一層の充実強化及

び環境の変化に適合した公認会計士制度の整備に向けて、公認会計士制度の改善に関す

る事項について、審議を求める。」との諮問を受けて、公認会計士制度部会が設置され、

平成 13 年 10 月、より実務的かつ専門的な観点から調査・検討を行う必要があるとの認

識の下に監査制度ワーキンググループ及び試験制度ワーキンググループが設置されまし

た。ワーキンググループでは、平成 12 年６月の中間取りまとめに盛り込まれた事項も参

考に、新たに審議すべき事項を含め、幅広い見地から議論が行われています。 

 

【資料２－４－１ 公認会計士登録数の推移】 
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     出所；日本公認会計士協会                    
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

監査制度ワーキンググループにおいては、米国の監査制度を巡る動きを踏まえつつ、

求められる監査制度、監査制度の充実等について討議を行い、また、試験制度ワーキン

ググループにおいては、各国の公認会計士試験制度及び国内の他士業の試験制度等を参

考にしつつ、求められる公認会計士のあり方等について討議しています。 

 

◎平成 13 事務年度の実施状況 

・公認会計士制度部会 

 第 1 回（平成 13 年 10 月 23 日）開催 

・監査制度ワーキンググループ  

 第 1 回（平成 13 年 11 月 22 日開催）～第 4回（平成 14 年６月 11 日開催） 

・試験制度ワーキンググループ  

 第 1 回（平成 13 年 11 月 30 日開催）～第 4回（平成 14 年６月 11 日開催） 

 

（２）評価 

  

13 事務年度は、公認会計士制度部会の下に設置された監査制度ワーキンググループ

及び試験制度ワーキンググループにおいて、公認会計士監査制度の充実・強化のための

諸施策について討議を行っているところです。 

このため現時点では、成果の発現は予定されていませんが、今後速やかに成果が発現

されるよう取り組んでいく必要があります。 

 

５．今後の課題 

 

  ワーキンググループにおいて、求められる公認会計士監査制度のあり方についてコン

センサスを得ることが必要であるとの前提のもとに、引き続き幅広い観点から審議をす

ることが必要であると考えます。 

また、金融庁が平成 14 年８月に公表しました「証券市場の改革促進プログラム」にお

いて、「投資家の信頼が得られる市場の確立」として、米国の不正会計事件をふまえた会

計・監査の充実・強化が掲げられ、監査法人等に対する監督の強化、公認会計士のあり

方の見直しについて、早急に結論を出すべく審議・検討を行い、公認会計士監査の充実・

強化等のための諸施策を実施することにしました。 



 98

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、現時点では成果の発現は予定されていませんが、平成 13 事

務年度は監査制度ワーキンググループ及び試験制度ワーキンググループにおいて、公認

会計士監査制度の充実・強化のための諸施策について討議を行いました。平成 14 事務年

度は、米国の不正会計事件への対応策等を教訓として、わが国の会計・監査の一層の充

実・強化が必要であるとの観点から、審議・検討を継続し、公認会計士監査制度の充実・

強化のための諸施策が実施できるよう、引き続きこれまでの取り組みを行います。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

 政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔使用資料等〕 

・ 公認会計士制度部会の開催実績 

・ 監査制度ワーキンググループの開催実績 

・ 試験制度ワーキンググループの開催実績 

・ 公認会計士登録数の推移 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局市場課企業開示参事官室      
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 政 策 ３－１  

 

１．政策名 

 

  金融分野における個人情報の保護 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融分野における個人情報保護等について金融審議会で検討を進め、その審議結果を

踏まえ、必要な諸施策を実施する。 

（業績指標） 

金融分野における個人情報保護等の制度整備等の実施状況 

 

（説明） 

個人情報一般の保護については、よりよい IT 社会を実現し、国民が安心して IT 社会の

便益が受けられるようにするための制度的基盤の一つとして、個人情報の適正な取扱いの

ルールを定め、個人情報の保護のための仕組みを整備することを目的とする「個人情報の

保護に関する法律案」（以下「基本法案」という。）が平成 13 年３月に第151 回国会に提

出され、第 154 回国会（平成 14 年１月 21 日～平成 14 年７月 31 日）において継続審議と

されました。その後、第 155 回国会（平成 14 年 10 月 18 日～平成 14 年 12 月 13 日）の会

期末をもって基本法案は廃案とされ、基本法案の政府原案に所要の修正を加えた法案が、

次期国会に再提出されることになっています。 

基本法案においては、保護の必要性の高い分野については「保護のため格別の措置が講

じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」こととされています。 

 

金融分野における個人情報は、 

① 金融取引に伴い収集・発生する個人情報は私生活をトータルにカバーしており、リ

テールビジネス全般にとってマーケティング目的での利用価値があること、 

② 一定の金融取引では、個人情報の活用が適正な契約の締結に不可欠となっており、

個人情報の提供が契約締結の条件として事実上強制されていること、 

③ 金融機関等は、その業務の性格上、業務遂行の過程で個人情報を継続的に知り得る

立場にあるが、契約の安全・確実な履行という第一義的な利用目的以外にこれを多

目的に活用し得る余地があること、 

④ 特定個人の金融取引に関する個人情報を複数の事業者が持ち寄り加工処理するこ

とにより、その精度が高まり情報自体の経済的価値が向上する一方で、漏洩等の不
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正な取扱いの発生による社会的影響が増大すること、 

から、保護の重要性が大きいと考えられます。 

 

このような状況を踏まえ、金融庁においては、今後の金融分野の個人情報保護のあり

方について、個人情報保護の基本的な枠組みを規定する基本法案の国会での審議状況を

注視しつつ検討を進め、その審議結果を踏まえ、必要な諸施策を実施することとしてい

ます。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

 金融分野を含む個人情報一般の保護に関しては、基本法案が平成 13 年３月に第151 回

国会に提出されており、国会において集中的に審議が行われたものの、第 154 回国会にお

いて継続審議とされました。その後、第 155 回国会の会期末をもって基本法案は廃案とさ

れ、基本法案の政府原案に所要の修正を加えた法案が、次期国会に再提出されることにな

っています。 

 

 平成 12 事務年度においては、基本法案の国会提出を踏まえ、金融審議会特別部会を平

成 13 年３月 28 日以降５回にわたって開催し、主要検討分野についての論点整理を行いま

した。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

  平成 13 事務年度においては、金融審議会特別部会において引き続き議論を行い、また

海外現地調査を行うなど、国会における基本法案の審議状況を注視しつつ検討を行いま

した。 

 

（海外現地調査の実施状況） 

 期 間：平成 13 年７月 11 日～22 日 

 訪問国：アメリカ、イギリス、フランス 

 

  （金融審議会特別部会の開催状況） 

開催日：平成 13 年 10 月５日（第６回）  

議 題：金融分野における個人情報保護に係る海外現地調査報告 
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（２）評価 

  前述（１）のとおり、13 事務年度においては、前事務年度に引き続き金融審議会特別

部会において議論を行い、また海外現地調査を行うなど、国会における基本法案の審議状

況を注視しつつ検討を行いました。なお、基本法案は第 155 回国会の会期末をもって廃案

とされ、基本法案の政府原案に所要の修正を加えた法案が、次期国会に再提出されること

になっています。 

 金融分野における個人情報の保護に関する制度整備等については、基本法案の国会での

審議状況を勘案しつつ検討する必要があり、現時点においてその成果の発現が予定されて

いるものではありません。 

 

５．今後の課題 

 

  金融分野における個人情報の保護に関しては、今後、業態を問わず、個人と金融仲介

機関との関わりにおいて、個人情報の取扱いが重要な論点になるものと考えられます。

従って、基本法案の審議状況を勘案しつつ、金融分野における個人情報の取扱いについ

て、引き続き検討していくことが必要です。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、現時点においては成果の発現は予定されていませんが、13 事

務年度においては、国会における基本法案の審議状況を注視しつつ、金融審議会特別部会

における議論や海外現地調査の実施など政策の達成に向け検討を行っており、今後も基本

法案の審議状況を勘案しながら検討を進めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔使用資料等〕 

 ・ 金融審議会の開催実績 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局企画課 
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  政  策 ３－２   

 

１．政策名 

 

  預金者、保険契約者、投資者等の保護 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 預金者、保険契約者､投資家等の保護に資するため､適時・適切な行政処分の実施など

を行なう。 

（業績指標） 

 行政処分の実施等 

 

（説明） 

預金者、保険契約者、投資家等を保護するためには、金融機関等に対し、業務に関連

する諸法令等を遵守させることにより、業務運営の適切性、健全性の確保を図ることが

必要です。このため、金融庁では、立入検査、報告の徴求等により事実関係を把握し、

法令違反等の事実が確認された場合には、業務改善命令・業務停止命令の行政処分を行

う等により、法令遵守を促しています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融取引が高度化・複雑化し、また、市場の変動が激しい中で、預金者、保険契約者、

投資家等の保護のためには、金融サービスに関わる業者の厳正な法令遵守が求められて

います。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告  

 

平成 13 事務年度における本政策目標に関する事務運営の状況は以下のとおりです。 

 

   金融庁が行う行政処分としては、法令違反等が認められたものと、金融機関が破綻

した場合の資産劣化防止等を含むその他のものがあります。 

なお、自己資本比率等に基づく早期是正措置も行政処分に含まれますが、これについ
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ては、１－３「金融機関の健全性確保に向けた適切な対応」に記載しています。 

 

① 法令違反等に対する行政処分 

  イ．預金取扱金融機関 

     顧客の意図的な決算調整に利用されるおそれのある不適切な取引を組成・実行し

ていたこと等、法令順守態勢等に問題が認められたほか、経営管理態勢やリスク

管理態勢等の内部管理態勢が不十分であった金融機関に対し、１週間の一部業務

の停止、金融機関の業務に係る組織・運営面の抜本的改革及びそれに対する経営

陣の認識の徹底、法令遵守態勢の整備等を内容とする業務改善を命ずる処分（業

務改善計画の提出を含む）を行ったほか、検査忌避及び虚偽答弁を行うなどの法

令違反等が認められた３金融機関に対して業務改善を命ずる処分を実施し、改善

状況のフォローアップを行いました。 

    

ロ．保険会社 

     保険料の割引、割戻し等特別利益の提供に関する法令違反が認められた保険会

社に対して、１週間の一部業務停止や、役員、使用人、生命保険募集人に対する

法令等遵守に係る教育等の充実や法令等遵守体制の整備などを内容とする業務改

善を命ずる処分を行ったほか、保険契約者等に誤解させるおそれのある資料を作

成し、配布・提示して募集を行うなどの法令違反等が認められた５社に対して、

業務改善を命ずる処分を実施し、改善状況のフォローアップを行いました。 

 

ハ．証券会社 

空売り規制違反、取引一任勘定取引契約の締結、作為的相場を形成させるべき一

連の有価証券の売買取引等の法令違反等が認められた 23 社に対して、３日間から

５週間の一部又は全部の業務停止や内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守

の徹底、再発防止策の策定等を内容とする業務改善を命ずる処分を実施し、改善状

況のフォローアップを行いました。 

 

ニ．貸金業者等 

      契約書面未交付等の法令違反が認められた貸金業者のうち、４社に対して、業

務停止を命ずる処分を実施し、再発防止のための業務改善計画の提出を命じ、１

社に対して、登録の取消を行いました。 

また、商品券等の発行者については、法定報告の虚偽記載及び発行保証金の供

託不足が認められた発行者 1 社につき、登録取消、商品券等購入者の使用促進措

置を図ること、及び期限を定め供託不足分の解消を図ることについて業務改善を

命じたものの、期限内に供託不足を解消しえなかったことから、再度、使用促進
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と供託不足の解消について業務改善を命じました。 

 

② その他の処分 

破綻金融機関の資産劣化防止等のために、銀行２行、信用金庫 13 金庫、信用組合

32 組合に対して行政処分を行いました。これは、金融機関がその財産を持って債務

を完済することができない等の事態に陥ったことに対し、破綻金融機関の適切な業務

運営の確保を図るため「与信審査体制の充実・強化を図ること」、「不良債権の管理・

回収の強化を図ること」、「資産内容の悪化を招く貸出の実行、著しく高金利の預金の

受け入れなど資産内容の一層の悪化を招く行為は行わないこと」等を内容とする業務

改善を命ずる処分を行ったものであります。 

      さらに、上記の処分理由以外の行政処分を、銀行２行、貸金業者２社に対して行

いました。 

 

 

【資料３－２－１ 行政処分の実施状況】 

 
 法令違反等に対する処分 その他の処分 計 

銀行 ３ ４ ７ 
信用金庫 ０ １３ １３ 
信用組合 １ ３２ ３３ 
保険 ６ ０ ６ 
証券 ２３ ０ ２３ 

貸金業者 ５ ２ ７ 
前払式証票
発行業者 

３ ０ ３ 

計 ４１ ５１ ９２ 

 

（２）評価 

① 預金取扱金融機関 

行政処分を受けた金融機関においては、法令遵守態勢に係る組織体制の見直しや、

内部管理体制の強化に向けた取組みが行われました。 

    しかしながら、今後とも金融機関に対し、法令遵守の一層の徹底を図るため、法

令違反等に対し厳正に対処することが必要と考えています。 

 

② 保険会社 

行政処分を受けた保険会社においては、法令等遵守に係る組織体制の独立性確保や

内部監査態勢の充実・強化、保険の募集・契約にかかる点検・確認態勢の整備といっ

た取組みが行われました。 

しかしながら、保険商品が多様化している中で、今後とも、保険契約者保護の観点
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から、法令違反等に厳正に対処することが必要と考えています。 

 

 ③ 証券会社 

行政処分を受けた証券会社においては、社内規程の整備、各種研修の実施、法令等

遵守部門や検査部門の機能強化等、業務運営の適切性の向上に向けた取組みが行われ

ました。 

しかしながら、多様な投資家の幅広い市場参加を促す観点から投資者の保護、市場

の公正性の確保が強く求められているところであり、法令遵守の一層の徹底を図るた

め、法令違反行為に対しては、引き続き厳正な行政処分を行っていく必要があると考

えています。 

なお、個人投資家の証券市場に対する信頼を確固たるものとするため、市場監視機

能の強化を図ることが必要となっています。 

 

④ 貸金業者等 

業務停止を命ずる処分を受けた貸金業者においては、社員研修の実施、内部検査の

強化といった取組みが行われ、法令遵守向上に向けた体制が整備されました。 

しかしながら、貸金業者に関する監督部局（都道府県及び各財務局）への苦情は平

成 13 年度には 48 千件に達しています。また、高金利等の法令違反による捜査当局の

検挙件数も増加傾向にあることから、今後とも法令に基づき、法令違反行為が確認さ

れた場合には厳正な行政処分を行うこととしたいと考えています。 

また、前述の商品券等の発行者においては、平成 14 年 9 月末現在では商品券等購

入者による使用促進により、商品券等の未使用残高が減少し、法定供託義務の不履行

状態は解消し、購入者保護上の問題も解消されました。 

しかしながら、平成 13 年度のデフレ状況下において、発行者の破産から発行保証

金の還付手続きを行った事例が５社発生する等、問題のある発行者が増加傾向にある

ので、適切な行政処分等を行うことにより、今後も購入者保護を図ってまいりたいと

考えています。 

 

以上のように、立入検査、報告の徴求等により法令遵守態勢等に問題が認められた

ものや空売り規制違反や、契約書面未交付等の法令違反等が認められたものに対して、

厳正な行政処分を行うことなどにより、法令遵守を促しており、預金者、保険契約者、

個人投資家等の保護が図られているものと考えます。 
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５．今後の課題 

  

金融取引が高度化・複雑化し、また、市場の変動が激しい中で、金融機関等による法令

違反等は、今後様々な形で行われるおそれもあるので、立入検査等を的確に実施し実態把

握に努めた上で、厳正な行政処分を行う必要があります。 

  

６．当該政策に係る端的な結論 

 

 前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、立入検査等を

的確に実施し実態把握に努めた上で、厳正な行政処分を行うなどにより業務運営の適切性

等を確保し、預金者、保険契約者、個人投資家等の保護に努めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は使用資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

  政策効果は、行政処分の実施状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

 〔使用資料等〕 

 ・ 行政処分の実績 

 

９．担当部局 

 

監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第１課、銀行第２課、銀行第２課金融会

社室、保険課、証券課 
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 政 策 ４－１  

 

１．政策名 

 

  透明・公正なルールの整備 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融審議会を適切に運用すること等により、ルール整備等の方向性を検討・調整する

とともに、審議内容の一層の公開を進めることにより、その議論の透明性を確保する。 

 また、適切な法令審査・法令解釈の実施により、金融庁所管法令の制定改廃等に当た

り、透明・公正さを確保する。 

（業績指標）① 金融審議会の実施状況 

② 法令等審査件数 

 

（説明） 

 金融審議会は、国内金融等に関する重要事項の調査審議等をつかさどる内閣総理大臣、

金融庁長官及び財務大臣の諮問機関として設置され（金融庁設置法第７条）、現在その傘

下に金融分科会、金利調整分科会、自動車損害賠償責任保険制度部会、公認会計士制度

部会及びその下部機関が設置され、調査審議を行っています。 

  金融行政に係る適切な判断及び信頼醸成にあたっては、本審議会の適切な運用が重要

であり、これにより金融行政における透明・公正なルールの整備・運用を実現していく

こととしています。 

 

また、金融庁所管法令の制定・改廃を行う際には、その適切さを確保するため、事前

に、法令担当部署に対して第三者的な立場にある審査担当部署において、①他の法令と

の一貫性や当該法令内部における他の規定との一貫性の確保、②解釈に疑義が生じない

よう規定の明確化や表記の統一化・適正化、という観点から、確実なチェックを行うこ

ととしています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

  我が国の金融システムを取り巻く環境は変化が激しく、新たなルール整備やその改定

の必要性は増大しています。これに伴い、金融審議会の適切な運用に係るニーズも高ま

っています。 
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  金融審議会の運営にあたっては、平成 11 年４月 27 日に閣議決定された「審議会等の

整理合理化に関する基本的計画」や、金融審議会令、金融審議会議事規則等、審議会関

係諸規定を遵守する必要があります。 

 

また、近年の急速な金融取引の発展及び自由化の要請を背景に、金融制度の自由化や

効率化、公正かつ効率的な市場を実現するためのルール作り等、諸制度の変革の必要性

を受け、当庁所管法令について新法令の制定や既存法令の改廃を数多く行っていく必要

があります。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

 

① 金融審議会の適切な運営 

 平成 13事務年度における金融審議会の主な開催実績は、以下のとおりです。 

 

○第一部会 （第１回（平成13年10月３日開催）～第３回（平成14年２月15日開催）） 

 第一部会においては、証券取引のグローバル化、情報化等に対応した市場のインフ

ラ、取引の枠組み・ルールの整備等といった大きな切り口から議論を深めることとし

ており、平成13事務年度には、「投資信託目論見書の記載内容の改善についての考え

方」及び「証券決済システムの改革及びこれに伴う投資家保護策について」の２つの

報告を取りまとめました。 

 

○第二部会 （第８回（平成13年９月21日開催）～第10回（平成14年３月19日開催）） 

 第二部会においては、銀行・保険会社等の金融仲介機能の在り方に関する事項とし

て、金融機能の向上に関する諸問題、国民のニーズに応えた金融インフラの整備、保

険会社をめぐる総合的な検討、国際的な観点も踏まえた金融機関監督などについて議

論することとしており、平成13事務年度には、「生命保険をめぐる諸問題への対応－

今後の進め方－」及び「生命保険をめぐる対応策」をとりまとめました。                                     

 

○特別部会 （第６回（平成13年10月５日開催）） 

 特別部会においては、金融分野における個人情報保護等の在り方について審議する

こととしています。現在国会において継続審議中の「個人情報の保護に関する法律案」

（以下「基本法」という。）が成立すれば、個人情報保護の基本的枠組みが整備され

るものと考えられるため、今後の金融分野の個人情報保護のあり方については、基本

法の検討状況を注視しつつ検討を行っています。 
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○金利調整分科会 （第１回（平成14年２月25日開催）） 

 金利調整分科会においては、金融機関の金利に関する事項についての調査審議を行

っており、平成13事務年度には、平成14年４月のペイオフ解禁を踏まえ、その後も１

年間は全額保護される流動性預金について、モラルハザードの発生を抑制するため金

利の上限を規制することについての答申を行いました。（平成14年10月８日の竹中金

融担当大臣談話において、不良債権処理の加速化に全力で取り組むため、ペイオフ解

禁の実施は平成17年４月からとするとされました。） 

 

 また、審議会の議事は原則公開とし、また議事録や議事要旨、席上配布資料を金融庁

ホームページに掲載する等、その議論の透明性が確保されるよう努めました。 

  

② 適切な法令審査・法令解釈 

  平成 13 事務年度においては、新法令の制定 23 件（法律４件、政令９件、内閣府

令等 10 件）、既存法令の改定 118 件（法律７件、政令 23 件、内閣府令等 88 件）が

行われました。 

これらの審査において、とりわけ新法令の制定については、早い段階から担当部

局との情報交換を行い、①他の法令との一貫性や当該法令内部における他の規定と

の一貫性の確保、②解釈に疑義が生じないよう規定の明確化や表記の統一化・適正

化、という観点から、度重なるチェックを行いました。他方、既存法令、とりわけ

内閣府令等の改定において、通常の法令に用いられていない金融取引に係る専門的

な文言を用いた規定を設ける必要がある場面が多く見られ、できるだけ解釈に疑義

が生じないような表記となるよう担当部局と調整しました。 

また、規制に関係する政省令の制定・改廃については、原則としてパブリックコ

メント実施前から審査を行うことにより、パブリックコメントの実効性を担保し、

政省令の策定過程における透明・公正さの確保にも配慮しました。 

 

（２）評価 

 

① 金融審議会の適切な運営 

  前述（１）のとおり、平成13事務年度においては、国内金融等に関するルール整

備等の方向性の検討・調整にあたり金融審議会を機動的に開催したことから（第一

部会３回開催、第二部会３回開催、特別部会１回開催、金利調整分科会１回開催等）、

審議会を適切かつ積極的に活用できたものと考えます。 

 また、審議会の議事は原則公開としており、また金融庁ホームページの金融審議

会関連ページへのアクセスも 13事務年度において月平均で約 3,920 件に上っている
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ことから（金融審議会が現在の体制となった平成 13年１月以降同年６月までのアク

セス数は月平均で約 3,450 件）、審議会の議論の透明性は相当程度確保されたものと

考えます。 

 

【資料４－１－１ 金融庁ホームページの金融審議会関連ページへのアクセス数の推移】 
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② 適切な法令審査・法令解釈 

 法令審査に関しては、法令の一貫性や規定の明確化・表記の統一化に配慮した審

査の実施、原則としてパブリックコメント前からの審査の実施など、政省令の策定

過程における透明性・公正性の確保に努めました。 

 

 これらを踏まえると、透明・公正なルール整備の確保に寄与しているものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

 今後とも、金融審議会においては、金融に関する国内外の環境の急激な変化に応じた適切

な制度改革等の実施のため、十分かつ迅速な審議が必要とされることが想定されますが、その

際には、従来にも増して審議会の効率的な審議・運営に努める必要があります。 

 

 一方、法令審査につきましては、本年８月６日に公表した「証券市場の改革促進プログ

ラム」に見られるように、今後、金融を巡る様々な制度の改正を行っていくことが予定さ

れており、それを受けて当庁所管の法令も制定及び改廃を多数行っていく必要があること
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が予想されます。 

 今後は、一層早い段階から担当部局の動向を把握することにより十分な審査時間を確保

すること、担当部局との情報・意見の交換を綿密に行い連携の取れた審査体制を確立する

ことの２点に特に留意し、引き続き着実な法令審査を実施していく必要があります。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

 前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、今後も、金融

に関する国内外の急激な変化に応じた制度改革等に対応した金融審議会の効率的な審

議・運営や、金融をめぐる様々な制度改正に対応した法令審査体制の確立に努めてまいり

ます。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果把握方法及び評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、金融審議会や法令審査の実施状況、及び金融審議会関連ページへのアク

セス件数の推移等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

 ・金融審議会の開催実績 

 ・金融審議会関連ページへのアクセス件数の推移 

 ・法令審査の実績 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局企画課 
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 政 策 ４－２  

 

１．政策名 

 

  金融行政にかかる広報の充実      

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

金融庁の情報発信については内外ともに一層の充実を図る。特に報道発表資料等の英

訳の推進など英文ホームページの内容の改善により、海外向け広報の充実に努める。 

（業績指標）英文ホームページの充実状況 

 

（説明） 

金融庁は、金融制度に関する企画立案や民間金融機関等に対する検査・監督、証券取

引等の監視を通じて、我が国の金融機能の安定性の確保、預金者、保険契約者、有価証

券の投資者等の保護、及び金融の円滑を図ることを任務としており、金融庁の行う行政

は、国民経済にとって極めて重要な意義を有しているとともに、広く国民生活全般にか

かわるものです。特に金融は、「市場」と「信用」を基礎とするものだけに、タイムリー

かつ正確な情報発信によって適切な理解を得ることが行政運営上、不可欠です。 

特に近年、金融のグローバル化の進展に伴い日本の金融及びその行政に対する海外の

関心も高まり、海外向けの広報活動の重要性が増しています。こうしたことを踏まえ、

平成 13事務年度においては、日本語のホームページの充実はもとより英文のホームペー

ジについても、海外に対して金融庁の施策の理解を深めていただくための情報発信ステ

ーションとしての役割をより一層果たしていくという目標の下、報道発表資料等のうち

海外にも関心が高いと考えられるものについて外部翻訳委託による掲載情報の拡充を行

うこととしました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融庁においては、平成 12 年７月の金融庁への組織変更、平成 13 年１月の金融再生

委員会の解散に伴う組織変更の際に、それぞれ旧金融監督庁及び大蔵省金融企画局、金

融再生委員会のホームページを引継ぎ、それぞれの時点でコンテンツの拡充を行うなど

金融行政にかかる広報の充実を図ってきました。また、英文のホームページについても、

旧金融監督庁のホームページの立上げと同時に立上げ、海外に向けた広報の一助となる

べく現在まで拡充してきたところです。 
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一方、金融を取り巻く環境をみると、我が国経済のアセット化の進展やいわゆる日本

版金融ビッグバン等を受けて、金融商品・サービスの多様化が進み、金融が国民にとっ

てより身近なものとなっております。また、ペイオフ解禁等により、金融商品・サービ

スの利用者には自己責任が強く求められるようになってきております。そうした中で、

広く国民に対して金融に関する正確な情報を発信する金融行政の広報活動の充実の重要

性は増しており、特に金融庁のホームページは、金融に関する情報を求める内外の利用

者から直接アクセスが可能であるとともに、広く意見を聴取する場としても重要な役割

を果たすことがより一層期待されています。 

更に、金融のグローバル化が進展する中で国内に対する情報発信はもとより、日本の

金融行政に対する海外の関心が高まる中で、正確な情報発信をして海外における日本の

金融行政についての理解を深めていくことがより重要となっています。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13 事務年度においては、特に英文ホームページの内容の改善により、海外向

け広報の充実に努めるとしたところであり、当該政策目標に係る実施状況は以下のと

おりです。 

 

① 金融庁ホームページの拡充については、 

イ．14 年４月１日のペイオフ解禁に向け、預金保険制度改正についてのコーナーの 

新設（詳細は、「政策１－５ ペイオフ解禁への適切な対応」を参照。） 

   ロ．前月の話題を掲載する「広報コーナー」の内容の充実 

   ハ．行政情報の電子的提供を積極的に推進するため、新着情報の自動配信サービス

の提供（14 年６月３日より開始）や検索機能の追加などの機能拡充等を図りまし

た。 

    

② 英文ホームページについては、海外向けないし国内の外国人に対してタイムリー 

かつ正確な情報伝達ができ、海外メディア等に対しても極めて効果的であるとの観 

点から、金融庁英文ホームページ上に、「Press Conferences」「Press Releases」 

「Topics」等のコーナーを設け、以下の情報のうち海外において関心の高いと思わ 

れるものを英訳の上、掲載しました。 

 

○ Press Conferences 

   イ． 柳澤金融担当大臣が海外特派員協会における講演内容（13 年７月） 

   ロ． 柳澤金融担当大臣が出張時の講演内容（13 年９月） 
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   ハ． 柳澤金融担当大臣及び金融庁長官の記者会見の概要（13 年６月から） 

○ Press Releases 

   イ． 金融庁が発表した案件   

○Topics 

   イ． 大臣及び長官談話 

   ロ． 審議会等の答申及び提出法案の概要 

   ハ． 検査マニュアル  等 

 

なお、英訳していない部分についても表題を英訳し、日本語版ホームページに直接

アクセスできるようリンクを張っています。 

 

具体的な掲載実績は以下のとおりです。 

○ Press  Conferences 

   イ．  Presentation 

          掲載件数………………………………………  ３件      

          うち１３事務年度（うち英訳件数）………  ２件（１件） 

ロ． Press Conference by the Minister for Financial Service 

    掲載件数………………………………………９８件 

    うち１３事務年度（うち英訳件数）………９３件（４１件） 

ハ． Press Conference by the Commissioner of FSA 

          掲載件数………………………………………４７件 

          うち１３事務年度（うち英訳件数）………４４件（３４件） 

○ Press Releases 

    掲載件数……………………………………２４２件 

      うち１３事務年度（うち英訳件数）……２０１件（５１件） 

 ○ Topics 

      掲載件数………………………………………２６件 

      うち１３事務年度（うち英訳件数）………１３件（７件） 

 

（２）評価 

   ホームページの拡充状況については、前述のとおり、ペイオフ関連コーナー等の新

設や新着情報の自動配信サービスの開始など、内容面・機能面ともに充実を行いまし

た。 

   その効果もあり、金融庁和文ホームページの利用件数については、13 事務年度（13

年 7 月～14 年 6 月）は月間平均 196,557 件であり、前事務年度（12 年 7 月～13 年 6

月）の月間平均 136,561 件に比べて 43.9％増加しています。また、英文ホームページ
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については、月間平均 7,238 件であり、前事務年度（12 年 7 月～13 年 6 月）の月間平

均 5,101 件に比べて 41.9％増加しています。 

 

【資料４－２－１ 和文ホームページへのアクセス件数】 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４－２－２ 英文ホームページへのアクセス状況】 

（単位：件） 

 

  さらにこれら金融庁からの情報発信だけでなく、独自のメールアカウントをホーム

ページ上に公開し、内外からの意見を受けられるようにしています。 
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 また、ホームページを活用した広報を実施することで、利用者にとって時間的な制約

を受けずに膨大な情報を利用することが可能となり、他方、提供側としてもコスト面で

より効率的に、かつ、タイムリーに情報提供を行うことが可能となっています。例えば、

以下のとおりホームページへの年間アクセス件数を紙の配布物に換算して比較すると

コストダウンにつながっているものと考えられます。 

・ （13 年度アクセス数約 2,400,000 件）× 

〔（最低限のﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ１ページ）×（用紙費１枚あたり 0．5円）＋（郵送費 80円）〕 

＝193,200,000 円 

  ・   3,689,000 円（13 年度ホームページ関連予算額） 

 

このように、13 事務年度に行った施策は金融行政に関する内外の理解の促進に貢献

しているものと考えます。 

 

 

５．今後の課題 

 

（１）当庁としては、金融行政について国内外からの理解をより良く得られるようにする

ためにさらに工夫の余地があると考えており、金融庁ホームページについては、一般

国民に対して金融行政についての理解を深めていただくための情報発信ステーショ

ンとして、より見やすく分かりやすいホームページを目指してフロントページ及び掲

載内容等の改良に努めてまいります。 

 

（２) 特に英文ホームページについては、その内容の充実により、アクセス件数は着実に

増加しているものの、更なる利用の促進を図るため、引き続き海外に対して積極的に

情報提供等を行うなど、海外向け広報活動の一層の充実を図ることが重要な課題であ

ると考えています。 

このため、15 年度予算において、14 年度に引き続き英文翻訳のための予算要求を

行ったところです。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

 前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、内外からの金

融行政に関する理解の一層の促進を図るため、より見やすく分かりやすいホームページを

目指し、掲載内容の改良に努めてまいります。 
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７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、金融庁和文ホームページのへアクセス件数、英文ホームページへのアク

セス件数、金融庁ホームページ等の充実状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 金融庁和文ホームページへのアクセス件数 

・ 金融庁英文ホームページへのアクセス件数 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局政策課広報室      
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 政 策 ４－３  

 

１．政策名 

 

  検査マニュアルの整備・公表 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 公正で透明性の高い検査のための制度整備として、「投資信託業者及び投資顧問業者に

係る検査マニュアル」の整備を行う。 

 

（業績指標） 

検査マニュアルの整備状況 

 

（説明） 

金融庁は、発足以来、我が国の金融システムの安定、預金者・投資家等の保護及び金

融の円滑化を図るため、市場規律と自己責任原則を基軸とした、明確なルールに基づく

透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてきました。金融検査のためのマニュアルを整

備・公表することは、監督当局の検査・監督機能の一層の向上及び透明な行政の確立に

資するだけでなく、金融機関の自己責任に基づく経営を促し、もって金融行政全体に対

する信頼の確立につながるものと考えられます。このような考え方に基づき、投資信託

委託業者、投資顧問業者等の自己責任に基づく経営を促し、また顧客への忠実義務や説

明義務の遵守状況等について重点的に検証するため、投資信託委託業者、投資顧問業者

等に係る検査マニュアル※１を整備することとしました。 

また、上記目標には明記されていませんが、中小・零細企業等の経営実態の把握の向

上による適切な検査の運用を確保する観点から、現行の預金等受入金融機関に係る金融

検査マニュアルの解説及び具体的な適用事例を作成し、マニュアル別冊として公表する

こととしました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

（１）投資信託委託業者、投資顧問業者等に係る検査マニュアルの作成に至る経緯 

金融庁（平成 12年６月末までは金融監督庁）においては、検査・監督機能の一層の向

                                                   
※１ 当該マニュアルの策定については、平成１３年７月３０日に公表しました「平成１３検査事務年度検査基本方針及び
基本計画」においてその方針を明らかにしたところです。 
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上や透明な行政の確立を図るとともに、公正で透明性の高い検査を実施するための制

度整備として、法律の専門家、公認会計士及び金融実務家の意見等も踏まえつつ、法

制度や会計制度と平仄を合わせながら、これまで「預金等受入金融機関に係る検査マ

ニュアル（平成 11年７月１日）」、「保険会社に係る検査マニュアル（平成 12年６月 20

日）」及び「証券検査マニュアル（平成 13年６月 14日）」を整備してきました。 

そうした中、投資者の証券市場への重要なチャンネルとしての役割を担っている投

資信託委託業者、投資顧問業者等についても、その業務の適切な運営を図ることが投

資者保護を図る観点から重要となっており、これらを対象とした検査マニュアルの整

備の必要性が高まっていました。 

 

（２）金融検査マニュアル別冊の作成に至る経緯 

 金融検査マニュアルにおいては、金融機関の規模や特性を十分踏まえ、機械的・画

一的な運用に陥らないよう配慮する旨繰り返し明記するとともに、資産査定に当たっ

ては、特に中小・零細企業等について、その特性を総合的に勘案して判断するものと

しています。また、検査に当たっては、被検査金融機関が与信を行う際のあらゆる判

断材料の把握を行い、中小・零細企業等の債務者の実態に応じた適切な債務者区分の

確保に努めるとともに、機械的・ 画一的な運用に陥らないよう、これまでも種々の施

策を通じ指導・徹底を行ってきたところです。 

しかしながら、中小・零細企業等の特性を十分勘案することなく機械的・画一的な

検査が行われているといった批判や、金融検査マニュアルについて、中小・零細企業

等の経営実態を把握する際に勘案すべき事項が抽象的でわかりにくいという意見が多

く寄せられました。さらに、政府の「早急に取り組むべきデフレ対応策（平成 14年２

月 28日）」において、「債務者の経営実態の把握向上に資するため、中小・零細企業等

の債務者区分の判断について、金融検査マニュアルの具体的な運用例を作成し、公表

する」ことが盛り込まれるなど、金融検査マニュアルの機械的・画一的な運用の防止

を図るための施策の充実・強化が求められていたところです。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

① 「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル」の作成 

投資信託委託業者、投資顧問業者等に係る検査マニュアルの整備については、検査

マニュアルの整備に向けて実務的な検討を行うため、投資信託協会、投資顧問業協

会等からオブザーバーの参加を得て、法律の専門家、公認会計士並びに検査局、監

督局及び総務企画局の職員をメンバーとする「投信・投資顧問検査マニュアルワー

キンググループ」を設置しました。同ワーキンググループでは、検討会を 16回開催
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し、パブリックコメントをも踏まえて、「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業

者に係る検査マニュアル」を作成しました。金融庁では、これを平成 14 年６月 21

日付で検査官宛に通達※２し、同日公表しました。また、当該検査マニュアルを適切

に運用し、精度の高い検査を実施していくため、検査官（金融庁及び財務局）に対

し研修を実施するほか、業界団体に対する説明会を開催することとしました。さら

に、検査の現場においては、経営陣による経営管理のあり方や顧客への忠実義務・

説明義務の遵守状況等について検証するほか、幅広く業務の運営状況を検証してい

ますが、その際、検査マニュアルを積極的に活用し、マニュアル整備の所期の目的

に則した運用に努めています。 

なお、「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル」は、 

金融庁ホームページに掲載しています。 

（http://www.fsa.go.jp/manual/manual.html） 

 

② 「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」の作成 

中小・零細企業等の経営実態の把握の向上のための検査マニュアルの整備について

は、「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」※３をこれまでの金融検査実務を

ベースに作成し、平成 14年６月 28日付けで検査官宛に通達し、同日公表しました。

また、当該マニュアル別冊を適切に運用し、精度の高い検査を実施していくため、

検査官（金融庁及び財務局）に対し様々な研修を実施するほか、被検査金融機関、

業界団体等に対する説明会を開催することとしました。更に、借り手と貸し手が共

通の認識を持ち、金融機関における円滑な金融仲介機能を確保する観点から、利用

者である債務者企業等に対しても、各地の商工団体等を介し、周知徹底を図ること

としているところです。なお、「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」は、

金融庁ホームページに掲載しています。 

（http://www.fsa.go.jp/manual/manual.html） 

 

③ 検査の公正確保のための施策 

公正で透明性の高い検査を実施していく上で、検査マニュアルの整備は重要な意

義を持つものですが、更に、検査の公正さをより万全に確保するため、 

イ． 検査班とは別の検査局幹部が立入検査中に被検査金融機関の経営者から直接

意見を聴く「オンサイト検査モニター」、電子メール等により意見を受け付ける

「オフサイト検査モニター」や、 

 

                                                   
※２ 本通達については、平成１４年１０月１日付の施行とし、同日以降を検査実施日とする検査について適用することと
しています。 
※３ 当該マニュアル別冊は金融検査マニュアルのほか、保険会社に係る検査マニュアルにも適用されるものです。 
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ロ． 立入検査終了時において意見相違が明らかとなった事項について被検査金融

機関が当局に意見を述べる「意見申出制度」 

が設けられており、それら二重三重のチェックを行うことにより、検査の適切な運用

を確保することとしています。 

 

（２）評価 

以上のように、平成 13事務年度においては、公正で透明性の高い検査のための制度

整備の一環として、「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュア

ル」を整備・公表しました。このほか、中小・零細企業等の経営実態の把握の向上に

よる適切かつきめ細かい検査の運用を確保する観点から、「金融検査マニュアル別冊

〔中小企業融資編〕」を作成し、公表しました。 

「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル」については、

平成 14 年 10 月から適用を開始しておりますが、このマニュアルを検査の現場で活用

するとともに、今後、投資信託委託業者、投資顧問業者等が、このマニュアルに則し

て自己責任に基づく経営を行うことが期待されます。一方、「金融検査マニュアル別冊

〔中小企業融資編〕」については、公表後直ちに検査の現場での利用を開始しておりま

すが、今後、このマニュアル別冊が、中小・零細企業等の経営実態の的確な把握に資

するとともに、貸し手と借り手が共通の認識を持つことを通じて、金融機関における

円滑な金融仲介機能を確保することにつながることが期待されます。 

 

これまでも、検査・監督機能の一層の向上や透明な行政の確立を図るとともに、公

正で透明性の高い検査を実施するための制度整備を図る観点から、各種検査マニュア

ルを整備してきましたが、上記のように、13 事務年度の目標である「投資信託委託業

者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル」の整備・公表については達成さ

れました。 

 

５．今後の課題 

 

（１）経済状況が悪化している中で、中小企業金融の円滑化に留意する必要性が高まって

おり、このような状況下、中小・零細企業等の実態を反映したきめ細かい検査を実施

していくことが重要となっています。このため、「金融検査マニュアル別冊〔中小企業

融資編〕」を検査の現場で引き続き適切に活用していくほか、利用者である債務者企業

等に更なる周知徹底を図る必要があると考えています。 
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（２）検査・監督機能の一層の向上や透明な行政の確立を図るとともに、公正で透明性の

高い検査を実施するため、今後とも、金融機関の業務の実態等を踏まえつつ、必要に応

じマニュアルの整備を図っていく必要があると考えています。 

平成 14 事務年度においては、「平成 14 検査事務年度検査基本方針及び基本計画」に

おいて明らかにしているように、持株会社方式による経営統合の進展や主要銀行グルー

プに対する「通年・専担検査」の導入を踏まえ、金融持株会社に係る検査マニュアルを

作成・公表することとしました。これにより、持株会社によるグループ経営に対して責

任ある効果的な経営管理を促すことが期待されます。 

また、金融機関の経営統合の進展によるシステム統合リスクの拡大などに、より的確

に対応するための検査マニュアル別冊（チェックリスト）を作成することとしました。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、当該政策の主たる施策である「投資信託委託業者・投資法人・

投資顧問業者に係る検査マニュアル」及び「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」

の整備・公表については達成されました。ただし、本政策はこれらマニュアルの整備・公

表をもって完了したわけではなく、今後とも、金融機関の業務の実態等を踏まえつつ、必

要に応じマニュアルの整備を図っていくなど、これまでの取組みを進めてまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果の把握方法〕 

政策効果は、検査マニュアルの整備状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 検査マニュアルの整備状況 

 

９．担当部局 

 

  検査局総務課 
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  政  策  ４－４   

 

１．政策名 

 

  効率的で有効性の高い監督行政の実施 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融機関をとりまく様々なリスクが高まる中、オフサイト・モニタリングにより、金

融機関の経営の健全性の状況を継続的に把握することの重要性が高まっているため、モ

ニタリングの対象先の拡大やモニタリングシステムの整備を行う。 

（業績指標）①モニタリング対象先の拡大状況 

            ②報告計数にかかる分析等の実施状況 

            ③モニタリングシステムの整備状況 

 

（説明） 

 監督当局としては、検査と検査の間においても金融機関の健全性に係る問題を早期に

発見し、改善のための働きかけを行うことが重要であることから、金融機関に対し、継

続的に財務会計情報及びリスク情報等について報告を求め、金融機関の経営の健全性の

状況を常時把握しています。また、金融機関から徴求した各種の情報の蓄積及び分析を

迅速かつ効率的に行うとともに、分析結果の金融機関への還元及びヒアリングなどを通

じ、経営の健全性の確保に向けた自主的な取組みを促しています。 

  オフサイト・モニタリングを行うに当たっては、コンピューター･システムの開発・導

入により金融機関から徴求した各種の情報の蓄積及び分析を迅速かつ効率的に行うこと

が極めて有効です。 

  このため、平成 13事務年度においては、上記の各業績指標に関し、オフサイト・モニ

タリングの対象先の拡大を図ること、さまざまなリスク要因の分析を踏まえたタイムリ

ーなモニタリングを行うこと、対象全業態に関するモニタリング業務の更なる整備・高

度化を図ることに取り組むこととしました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

   オフサイト・モニタリングの必要性については、平成 10年、金融再生トータルプラン

第２次取りまとめや、緊急経済対策等において指摘されており、国際的にも、バーゼル

銀行監督委員会が平成９年９月にまとめた「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原
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則（バーゼル・コア・プリンシプル）」においても提唱されていました。 

    金融庁では、平成 11年度より、金融機関の市場リスク、流動性リスク、信用リスクの

状況等について報告を求めるなど、オフサイト・モニタリングの強化に努めているとこ

ろであり、これらリスク情報をも含め、金融機関の健全性の状況について継続的・定量

的に把握しています。 

  なお、将来的にも、例えば、バーゼル銀行監督委員会の「自己資本に関する新しいバ

ーゼル合意」により、平成 18年（2006 年）から、銀行の自己資本の水準を計測するに当

たり、新たなリスク管理手法が導入されること等を踏まえて、モニタリング体制の整備・

拡張を行っていく必要があります。 

 

（参考） 

・ 金融再生トータルプラン（第２次とりまとめ、平成 10年７月２日）、抜粋 

「検査後における改善状況のフォローアップや財務諸表の継続的な分析などのモニ

タリングを行い、このために必要なコンピューターシステムの整備を図る」 

・ 緊急経済対策（平成 10年 11 月 16 日）、抜粋 

「金融機関に対し実効性ある監督を行っていくため、（中略）金融機関の財務状況等

の継続的把握のためのコンピューターシステムの開発（中略）を図るとともに、（中略）

金融機関の財務状況等の把握のための体制整備を図る」 

・ バーゼル・コア・プリンシプル（平成９年９月）、抜粋 

「実効的な銀行監督システムは、何らかの形態のオンサイト及びオフサイトの双方

によって構成されるべきである」 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13事務年度における本政策目標に関する事務運営の状況は以下のとおりです。 

 

① モニタリング対象先の拡大状況 

現在、各金融機関から報告を求めている情報については、各期における決算状況

等の財務会計情報と、市場リスク、流動性リスク、信用リスクといった各種のリスク

情報との２種類に分けることができます。 

   このうち、まず財務会計情報については、従来から銀行法 24 条等に基づいて各金

融機関から書面での報告を求めていたところですが、こうした情報について逐次電

子・データベース化を進めてきたところであり、各金融機関の財務会計情報について

は、平成 13 事務年度現在、銀行、信用金庫、信用組合、生命保険、損害保険の各業

態についてデータベース化が行われています。 
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 【 資料４－４－１  財務会計情報に係るデータベース化の状況（決算状況表） 】 
 

 データベース化時点 

銀行 昭和 62年 9月期 

信用金庫 平成 11年 3月期 
信用組合 平成 13年 3月期 
生保会社 平成 10年 3月期 
損保会社 平成 10年 3月期 

（注）データベース化時点は、当該期よりデータがシステムに登録されていることを 

表す。 

 

   また、金融庁では、従来から徴求している金融機関の財務会計情報に加え、各種の

リスク情報についても、週次・月次あるいは四半期毎等で各金融機関から報告を求め

ています。これらの情報については、平成 11 事務年度における全国銀行、協同組織

金融機関の中央機関をはじめとして、平成 12 事務年度には、信用金庫、信用組合、

及び保険会社を対象とし、さらに、平成 13 事務年度においては、労働金庫、信用農

業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び証券会社を対象としたところであり、

全業態で合計 1,256 先の金融機関をカバーしています。 

 

 【 資料４－４－２  モニタリング対象先の拡大状況 】 
 

 報告徴求開始時点 対象機関数 

都市銀行 11 年 6月末 7 
信託銀行 11 年 6月末 5 

長期信用銀行 11 年 6月末 2 
協同組織金融機関の中央機関 11 年 6月末 4 

地方銀行 11 年 6月末 64 
第二地方銀行 11 年 6月末 54 

子会社信託 12 年 9月末 15 
外銀信託 12 年 9月末 9 
その他銀行 12 年 9月末 4 

信用金庫 12 年 9月末 341 
信用組合 12 年 9月末 196 

外国銀行在日支店 13 年 4月末 72 

生命保険会社 13 年 4月末 42 
損害保険会社 13 年 4月末 54 

労働金庫 13 年 12 月末 21 
信用農業協同組合連合会 13 年 12 月末 46 
信用漁業協同組合連合会 13 年 12 月末 33 

証券会社 14 年 4月末 287 

（注）１．協同組織金融機関の中央機関は、しんきん中金、全信組連、労金連、農林中金を表す。   

２．その他銀行は、ネット銀行等を表す。 

３．金融機関数は 14年８月時点（破綻、廃業分を除く）。 
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② 報告計数にかかる分析等の実施状況 

オフサイト･モニタリングを行うに当たっては、自己資本比率等の財務情報のみな

らず、金融機関の市場リスク、流動性リスク、信用リスク等の各種のリスク情報をも

踏まえつつ、各金融機関の健全性について総合的かつタイムリーな分析を行う必要が

あります。 

この点について、平成 13事務年度の主な取組みは以下の通りです。 

 

イ．市場リスク 

  株式市場の低迷が続く中、株価の変動により金融機関の保有する金融商品の時価

が変動するリスクについて、決算期のみならず必要に応じてより緊密なモニタリン

グを行う等、市場リスク要因の変動が金融機関の経営に与える影響等を把握しまし

た。 

 

 ロ．流動性リスク 

          平成 14 年２月 27日に公表された「早急に取り組むデフレ対応策」において、「ペ

イオフ実施前後における預金シフト等の動向を的確に把握するため、流動性リスク

に関するモニタリング体制を強化する。」こととされていることを受け、状況に応

じ、より頻度の高いモニタリングを行い、各金融機関の預金や流動性確保の状況等

を把握しました。 

   

ハ．信用リスク 

企業の倒産件数は、14年 8月の１か月で 1,578 件となるなど、依然高水準となっ

ていますが、こうした中、銀行の大口融資等の与信情報についても最新の情報を踏

まえたモニタリングを行うことにより、取引先の倒産による債務不履行が金融機関

の経営に与える影響等を把握しました。 

 

（注）リスク情報に係る主要な分析指標は、【 資料４－４－３  オフサイト・モニタリ

ングにおける主要指標（銀行）】を参照。 

 

こうしたオフサイト・モニタリングの分析結果については、主要行・地域銀行（132

行）、信用金庫（341 金庫）、信用組合（196 組合）等に対し、月次または四半期毎等

の定期的な頻度で還元資料としてフィードバックを行いました。また、各金融機関に

係る分析結果を踏まえつつ、各金融機関に対して収益性の改善や健全性の確保に向け

た自主的な取組みを促す観点から、業務再構築のためのヒアリング等を実施していま

す。 
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なお、各金融機関に対しては、従来からリスク管理態勢等に関するヒアリングを実

施していますが、こうしたヒアリングにおいても、オフサイト・モニタリングで把握

したリスク情報等を踏まえつつ実施し、必要に応じて、各金融機関が抱える個々のリ

スクの発生要因やその対応策等について、追加的な報告を求める等の対応を行ってい

ます。 
 

【 資料４－４－３  オフサイト・モニタリングにおける主要指標 (銀行) 】 
  

リスクデータの表題 提出頻度 主要指標 

トレーディング勘定市場関連リスク 週 ﾃﾞﾙﾀ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ、VaR 
バンキング勘定市場関連リスク 月 ﾃﾞﾙﾀ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ、VaR 
投資有価証券内訳 月 時価評価ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ、等価ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 
バンキング勘定市場リスク 月 金利ﾘﾌﾟﾗｲｽのｷﾞｬｯﾌﾟ、期前解約率 
市場取引信用リスク   

(1) 個別リスク 四半期 金利関連個別ﾘｽｸ、株式関連個別ﾘｽｸ 

 
市 
場 
リ 
ス 
ク  

(2) 信用リスク相当額 半期 ｶﾚﾝﾄｴｸｽﾎﾟｼﾞｬｰ（ｸﾞﾛｽ、ﾈｯﾄ） 

銀行業務調達・運用 月 ｺｱ預金のﾎﾟｼﾞｼｮﾝ比率、ﾎｯﾄﾏﾈｰ比率 
市場取引調達・運用   

(1)円貨による市場取引調達・運用 月 円資金調達期間構成  
(2)外貨による市場取引調達 週 ドル資金調達期間構成 

期間別決済金額 月 決済金額ﾋﾟｰｸ、決済予定金額 
大口調達先 20社 月  

 
流 
動 
性 
リ 
ス 
ク 流動性準備 月  

業務別信用リスク指標一覧表   
(1)業種・格付別基本情報 四半期 与信相当額、与信関連粗利益率  
(2)全業種格付トータル 四半期 ｸﾚｼﾞｯﾄﾃﾞｲﾊﾞﾃｨﾌﾞ額、流動化額、信用

VaR 
貸付上位 20社一覧表 四半期  
個人与信情報[貸付種類別] 四半期 与信相当額、与信関連粗利益率、信用

VaR 

  
 
信 
用 
リ 
ス 
ク 

海外与信情報 四半期 与信相当額、与信関連粗利益率、ｸﾚｼﾞ
ｯﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ額、流動化額、信用 VaR 

 

 

③ 検査・監督部門の連携 

オフサイト･モニタリングにより把握された情報に関しては、検査部門において、こ

れを踏まえつつオンサイトの検査を実施し、金融機関の財務内容や法令遵守状況につ

いて深度のある検証を行い、日頃の監督が経営に活かされているか、新たに問題が生

じていないかをチェックしています。また、検査で改善等を要するとされた問題に係

る情報は、オフサイト･モニタリングを行う監督部門に伝えられ、その後の監督行政に

活かしています。 

 

④ モニタリングシステムの整備状況 

限られた人員・予算の下で、金融機関に対して有効なモニタリング業務を行うため
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には、報告・分析の対象となる情報処理をコンピューター･システムで行うことが不可

欠です。 

金融機関の財務会計情報については、前述の通り、決算状況等に係る情報の書面で

の徴求等を実施してきましたが、こうした情報については各金融機関から電子媒体に

よる報告徴求を行うとともに、これらの報告計数をデータベース化し、分析するため

のシステム構築を逐次行ってきています。平成 13事務年度においては、信用金庫・信

用組合の決算状況及び経営実態に係る報告について、各機関から電子媒体で提出され

る情報に関するシステムへの入力方式を改良しました。 

一方、リスク情報に関するオフサイト・モニタリング・システムについては、平成

13事務年度においては、対象業態すべてのデータの登録・検索が可能となっています。 

なお、これまでデータの登録・検索機能に係る開発が中心となっていましたが、当

該機能の開発が一通り完了したことから、今後は、財務会計情報及びリスク情報の総

合的な分析支援機能についても推進することにしています。具体的には、平成 14年４

月までに、保険会社及び対象機関数の多い信用金庫・信用組合分の機能開発が完成し

たところであり、今後、銀行、証券会社等についても、順次拡充を図っていくことに

しています。 

 

【 資料４－４－４  モニタリングシステムの整備状況 】 
 

システム導入  
登録・検索 分析支援 

都市銀行 11 年 10 月 － 
信託銀行 11 年 10 月 － 

長期信用銀行 11 月 10 月 － 
協同組織金融機関の中央機関 11 年 10 月 － 

地方銀行 11 年 10 月 － 
第二地方銀行 11 年 10 月 － 

子会社信託 12 年 9月 － 
外銀信託 12 年 9月 － 
その他銀行 12 年 9月 － 

信用金庫 13 年 4月 14 年 4月 
信用組合 13 年 4月 14 年 4月 

外国銀行在日支店 13 年 6月 － 

生命保険会社 14 年 4月 14 年 4月 
損害保険会社 14 年 4月 14 年 4月 

労働金庫 14 年 4月 － 
信用農業協同組合連合会 14 年 4月 － 
信用漁業協同組合連合会 14 年 4月 － 

証券会社 14 年 4月 － 

（注）１．協同組織金融機関の中央機関は、しんきん中金、全信組連、労金連、農林中金を表す。 

２．その他銀行は、ネット銀行等を表す。 
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⑤ その他 

 

イ．財務局等への展開 

平成 13 年 11 月より、財務局等とネットワーク化されたことにより、金融庁のみ

ならず、各財務局等で、直接、管轄金融機関のデータについて分析等を行うことが

可能となっています。 

 

ロ．その他の体制整備 

上記に加え、金融工学等を駆使した分析手法の更なる高度化、また、個々の監督

上の要請を的確に反映させた実用的なシステムの設計・開発等を行うべく、金融機

関のリスク管理及びシステム開発・管理のエキスパートを登用しています。 

 

（２）評価 

オフサイト・モニタリング業務においては、従来の財務会計情報に加え、リスク情報

の徴求・分析が全業態について可能となる等の進展が見られています。また、これらの

情報の分析結果の金融機関への還元及びヒアリング等を通じて、金融機関の経営の健全

性の確保に向けた自主的な取組みを促すための働きかけが、監督行政上定着しています。 

平成 13 事務年度においては、システム面でも、リスク情報の分析が全業態 1,256 先

について可能となったほか、各金融機関から電子媒体で提出される情報について、入力

機能の改善等が図られ、よりタイムリーなデータ入力及び活用が可能となりました。 

 上記を踏まえると、監督業務の効率化や有効性の向上が進んでいるものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

現下の厳しい経済情勢や金融機関の業務の多様化、さらには流動性預金を除く預金等

全額保護の特例措置の終了といった金融環境の変化を踏まえれば、今後、金融機関の健全

性について、より迅速かつ多角的に把握し、改善を促していくための取組みが必要である

と考えられます。 

また、限られた人員・予算の下で、モニタリング業務の多様化、高度化に迅速に対応し

ていくためには、金融機関からの報告・分析の対象となる情報の処理をコンピューター･

システムで効率的に行うことが不可欠です。 

財務会計情報に係るシステムについては、平成 13事務年度において、信用金庫、信用

組合の決算状況等に係る情報について、データ入力機能の改善が図られました。今後も、

こうしたシステム整備を銀行等の他業態について拡充していく必要があります。また、リ

スク情報の分析資料作成機能については、順次システム化を進めていく必要があります。 

こうしたシステム整備のため、平成 15年度予算について概算要求を行いました。 
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６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、現在の厳しい

経済情勢や流動性預金を除く預金等全額保護の特例措置の終了といった金融環境の変化

を踏まえれば、今後も、金融機関の健全性について迅速かつ多角的に把握し、改善を促し

ていくための取組みを継続していくことが必要と考えます。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、モニタリング対象先の拡大状況、報告計数にかかる分析等の実施状況、モ

ニタリングシステムの整備状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・  財務会計情報に係るデータベース化の状況（決算状況表） 

・ モニタリング対象先の拡大状況 

・ モニタリングシステムの整備状況 

 ・ オフサイト・モニタリングにおける主要指標（銀行） 

 

９．担当部局 

 

  監督局総務課、総務課協同組織金融室、銀行第１課、銀行第２課、保険課、証券課 

総務企画局総務課情報管理官室 
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 政 策 ５－１  

 

１．政策名 

 

  職員に対する専門的研修の実施 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融庁の任務の的確な遂行に資するため研修を充実し、専門知識を有する職員の育成 

を図る観点から、必要な研修コースを設定し、適切な研修を実施する。        

（業績指標）研修の実施状況 

                                                                            

（説明）                                                                       

  金融をとりまく環境は情報通信技術の発展等により、更に高度化、複雑化、国際化等 

が進展しています。金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、証券投資者等の保 

護及び金融の円滑化を図り、金融庁の任務の的確な遂行に資するため、専門知識を有す 

る職員育成の必要性が高まっています。 

  これを踏まえて、職員に対し業務に必要な専門知識等を習得させるため、職員に求め 

られる能力、業務内容及び職務経験に応じた研修計画を策定し、それらを円滑に実施す 

ることとしました。                         

                                   

３．現状分析及び外部要因 

 

  金融庁は発足以来２年が経過し、金融システムの健全性・安定性確保、証券市場の構 

造改革の推進、ペイオフ解禁に向けた環境整備など金融庁の果たす役割も益々高まって 

おります。 

  具体的には、  

（１）金融システムの健全性・安定性確保のためには、不良債権問題の抜本的解決、地 

域金融機関を中心とした合併促進、決済機能の保護、保険を巡る諸問題への適切な 

対応、ＢＩＳ規制の見直し作業など国際的ル－ル策定等が喫緊の課題となっていま 

す。 

（２）個人投資家の積極的な市場参加及び信頼性の向上を図る観点から 、「証券市場の 

構造改革プログラム」( 13 年８月 ）等を踏まえた証券市場の構造改革を推進して 

いくため、ディスクロ－ジャ－違反等に対する監視や、不公正取引に対する検査等 

の強化が求められています。 
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（３）ペイオフ解禁に向けた環境整備として、的確な検査・監督を行い金融機関の健全

性の確保を図ることが必要です。 

   

    こうした中で、検査、監督、監視体制の強化を図るため、平成 13 年度 85 名、平

成 14年度 130 名の定員の増員が認められています。 

                    

４．事務運営についての報告及び評価     

       

（１）事務運営についての報告 

① 概況 

  金融庁においては、平成 13 年７月に研究開発室を新設するとともに、既存の開発

研修室の機能強化を行い、併せて「金融研究研修センタ－」を発足させました。 

平成 13 事務年度においては、金融環境の著しい変化等に的確に対応し、金融庁の

任務の的確な遂行に資するため、一般・基礎・専門研修の各区分に応じ､ 庁内各局か

らの意見聴取の結果等を踏まえコースを大幅に増加させるとともに、リスク管理研修

を新設するなど、専門研修を中心とした 36コースの研修計画を策定しました。  

当初計画の研修コースについては、一部について、研修対象部署の事務繁忙等から

予定どおり実施できなかったものもありましたが、金融を巡るトピック的なテーマに

ついて数次にわたる短期セミナーの開催など、当初計画していたもののほかに必要に

応じて研修を追加実施するなど、概ね予定どおり実施することができました。 

   

② 研修区分ごとの研修実施状況                        

    イ．一般研修 

       新任者、転入者を対象とした金融庁の業務等の基本的な知識を習得するための研

修のほか、職場の人間関係、セクシャルハラスメント防止策を内容とするメンタル

ヘルス研修を実施しました。  

    

ロ．基礎研修 

         金融庁の業務行政を的確に遂行するための基礎的な事項において必要とされる

簿記、英会話について、受講者のレベルに応じたコ－スを設定して研修を実施し

ました。 

     また、他省庁からの転入者を受講者の中心として庁内ＬＡＮ研修及びパソコン

研修も実施しました。 
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   ハ．専門研修 

総務企画局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会といった検査･監督に直接

間接的に携わる職員に対して、各業務ごとに必要とされる専門知識の習得のため、

当該業務の担当者を対象とし業務内容別、職員の職務経験別による研修コ－スを

設定するなど、職能レベルに応じたより効果的な研修を実施しました。 

また、金融業務の高度化等に対応するためデリバティブ研修及びリスク管理研修

等、全職員を対象とした専門性の高い研修を実施しました。 

  なお、当初計画のほか、新任の総務係長を対象とした総務係長研修や金融を巡

るトピック的なテーマについて数次にわたる短期セミナーの開催など当初計画し

ていたもののほかにも必要に応じて研修を実施しました。 

  

（２）評価 

   平成 13 事務年度においては、庁内各局からの意見聴取の結果等を踏まえ、リスク管

理研修を新設するなど、専門研修を中心とした研修計画を策定するとともに、職能レ

ベルに応じた研修を実施しました。 

   また、当初計画 36コースのうち実施出来なかった研修が一部あったものの、短期セ

ミナーなど必要に応じて追加で研修を実施した結果、コース数は平成 12事務年度の 23

コースから 36コースに大幅に増加するとともに、受講者数も 843 名から 1,163 名に増

加しました。 

 このように、当庁のニーズに応じた実践的な研修を計画し、また研修の実施に当た

っては柔軟な対応に努めたところです。 

 この結果、研修後に実施したアンケ－トにおいても、概ね９割以上の研修生が受講

後の感想として「全般的にみて良かった。」としており、同様に「今後の業務を遂行す

るうえで効果がある。」と回答していることから、職員の専門知識の育成に役立ってい

るものと考えます。 

 

                      【資料 ５－１－１ 研修の実施状況】 

                               （単位：ｺ-ｽ、人） 
        12 事務年度      13 事務年度 

  一般研修       ３       ４ 

  基礎研修       ４       ４ 

  専門研修      １６      ２８ 

 
コ－ス数 

  合  計      ２３      ３６ 

    受 講 者 数     ８４３   １，１６３ 
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５．今後の課題 

 

  業務の必要性や研修内容に関する庁内各局からの意見等を踏まえ、既存研修の見直しや

研修カリキュラムの精査を行うなどにより充実を図っていますが、今後も金融業務の高度

化等に的確に対応し得るように研修手法を検討し、効果的かつ効率的な研修実施体制の実

現に向けた取組みを進めていくことが重要であると考えています。 

 

６．当該政策に係る端的な結論  

 

  前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっており、今後も金融環境の

変化に的確に対応すべく、引き続き効果的かつ効率的な研修の実施に努めてまいります。  

 

７．学識経験を有する者の知見の活用  

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は使用資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

 政策効果は、研修の実施状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

 ・ 研修の実施状況 

 

９．担当部局  

 

総務企画局政策課開発研修室 
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 政 策 ５－２  

 

１．政策名 

 

  行政実務に即した専門性の高い調査研究の実施      

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 金融の急激な高度化、複雑化に対応するため、金融に関する諸問題について調査研究

を行う体制の整備を図り、理論的、学術的観点から行政実務に即した専門性の高い調査

研究を実施するとともに、その成果を関係部局にフィードバックする。 

（業績指標）①研究体制の整備状況 

      ②研究の実施状況 

      ③研究結果の関係部局へのフィードバックの状況 

 

（説明） 

 金融をとりまく環境は情報通信技術の発展等により、更に高度化、複雑化、国際化等

が進展してきており、このような金融情勢の変化に的確に対応し、立ち遅れることなく

適切な行政運営を確保していくためには、不断に職員の専門性・先見性向上に取り組ん

でいくことが必要であり、このため行政実務に即した専門性の高い調査研究を行うこと

が重要となっています。 

 これを踏まえて、金融庁における研究と研修を効果的に連携させることを目的とした

金融研究研修センターの設立をはじめ、研究を円滑に遂行しうる体制整備を行うととも

に、関係部局との連携を保ちつつ行政実務に即した研究の実施､研究結果のフィードバッ

クを目標としました。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融庁においては、多数の制度整備が求められる一方、国際的に制度の整合性を図る

必要から、的確な現状把握や制度調査を踏まえて企画立案を行うことが重要であり、こ

れまで主に国内外の金融制度等の調査や経済金融情勢の調査を行ってきました。 

しかしながら、最近の金融をめぐる情勢の変化をみると、情報通信技術の発達による

金融取引の多様化、更には業態の垣根を越えた金融コングロマリットや証券化等の技術

を利用したハイブリッドな金融商品の出現といったように、より急激に高度化、複雑化、

国際化を遂げており、専門性の高い調査研究の必要性がますます高まっています。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

    

① 研究体制の整備状況 

平成 13 年７月、金融庁は従来の開発研修室に、新設された研究開発室及び研究官

を設置し、金融研究研修センターを発足させました。研究部門は新設のため、センタ

ー準備委員会を設置し、取り組む研究テーマや研究者の選定等を進め、以下のように

研究官等として採用・委嘱しました。 
・ 公募により大学や民間シンクタンク等から研究官（常勤）３名を採用、 
・ 外部の研究者４名を特別研究員として委嘱、 
・ 特別研究員のアシスタントとして専門研究員（非常勤）２名を採用、 
・ 海外の研究者を客員研究員として委嘱 
※客員研究員は平成 14 年 1 月まで委嘱。 
※平成 14年度は研究官 1 名が増員されます。 

 
② 研究の実施状況 
 
イ．研究官による研究 
（イ）金融コングロマリット活動と規制 

グローバル化の進展及び金融技術の洗練に伴い、金融コングロマリットの行動

が深化し、また、業態を越えた金融取引が拡大している状況を踏まえ、これらに

係る問題点につき、我が国の現状ならびに将来ビジョンに照らして整理を行うと

の観点から、「金融コングロマリット活動と規制」をテーマとする研究を実施し

ています。本研究の一環として、センターに「金融コングロマリット研究会」を

設置、平成 14 年６月に第１回会合を開催し、今年８月末で第３回を数えていま

す。 
 

（ロ）電子金融取引への対応 

電子金融取引が着実に拡大し、新たなビジネス・モデルの登場やＩＴ技術の発

展等に係る専門性の高い問題が顕在化してきている現状を踏まえ、これらに係る

問題点につき総合的な整理を行うとの観点から、「電子金融取引への対応」をテ

ーマとする研究を実施しています。本研究の一環として、センターに「電子金融

研究会」を設置、平成 14 年６月に第１回会合を開催し、今年 8 月末で第 3 回を

数えています。 
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（ハ）諸外国の金融制度等 
我が国に限らず、諸外国においても、金融を巡る環境及び金融に係る監督体制

等が急速な変化を続けている現状に鑑み、「諸外国の金融制度等」をテーマとし、

企画課調査室と共同で、諸外国、特に米国、英国、ドイツ、フランスの金融に係

る監督・検査制度、市場制度、破綻処理制度等について網羅的な調査、研究を実

施しています。 
 

ロ．特別研究員・専門研究員による研究 
（イ）金融工学理論による分析・研究 

市場リスクについて、株式ポートフォリオに対し株価指数先物を売り建てるこ

とによるリスク・ヘッジの有効性に係る研究等を、また、信用リスクについて、

統計的アプローチによる中小企業の信用リスクの計測に係る研究を実施してい

ます。 
 

（ロ）信託制度に係る研究 
信託業法を中心とする現行の信託法制の問題点を洗い出すとの観点から、『信

託研究会』を 8 回開催（終了）し、外部の有識者を交えたヒアリングや議論を

行う等の手法を用いて、信託制度に係る研究を実施しています。 

 

ハ．客員研究員による研究 

日本とスイスの銀行監督制度、及びマーケット・リスクの管理手法の比較をテーマ

とする研究を実施しました。（平成 13 年７月～平成 14 年１月） 
 

③ 研究成果の関係部局へのフィードバックの状況 

 

イ．研究官による研究 

（イ）論文『金融システムと銀行』を取りまとめて、金融審議会金融の基本問題に関

するスタディグループ主宰のシンポジウムで発表し、21 世紀の金融システムの

あり方について議論されました。 

（平成 13年 12 月、池尾和人慶応大教授との共同執筆） 

 

（ロ）ドイツにおける銀行の資金調達に関する調査資料を提供し、金融審第二部会金

融機能の向上に関するワーキンググループにおいて、銀行社債の発行手続のあり

方を検討するにあたり、主要国との比較が行われました。 

（平成 14年 4月～5月） 
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（ハ）主要国の金融検査・監督制度の調査結果を取りまとめました。 

（平成 13年 12 月、企画課調査室と共同、研究官は独・ＥＵを担当） 

     

（二）研究の効率化を図るため、外部委託を活用しました。 

・米国・英国・独の預金保険制度等について取りまとめました。 

（平成 14年 3月～5月、米・英は専門家に委託、研究官は独を担当） 

・手形・小切手の電子化に関する調査を委託しました。（平成 14年 3月） 

 

（ホ）研究官による研究は、いずれも中長期の視点から取り組んでおり、最終的な成

果の取りまとめは平成 15年度を目処にしているところですが、金融コングロマ

リット研究会及び電子金融研究会は庁内にオープンとすることで、最先端の金融

情勢の紹介や、議論・検討に参画する場を提供しました。 

 

ロ．特別研究員・専門研究員による研究 

（イ）国際会議等における議論・交渉の際の理論的バックボーンとして用いるため、

株価指数先物を利用したリスクヘッジの日本市場における効果や、ＥＤＦ（推定

倒産確率）を規準とした銀行格付の内部格差についての研究結果を要請元にフィ

ードバックしました。（平成 14年 4月～6月） 

 

（ロ）信託制度に係る研究は、『金融審第二部会信託に関するＷＧ』に特別研究員が

幹事として参画しており、今後成果が反映されていきます。（平成 14年 6月～） 

 
ハ．客員研究員による研究 

日本とスイスの銀行監督制度についての研究結果を取りまとめ、庁内関係者を集

めて『金融研究研修センターワークショップ』を開催しました。（平成 14年 1月） 

 

二．その他フィードバックの状況等 

（イ）国際課と連携を取りながら研究官が各種国際会議に出席し、その識見を活かし

ました。 

・バーゼル銀行監督委員会リサーチタスクフォース 

（自己資本比率規制が経済に与えた影響等の調査研究） 

・ＡＰＥＣ(アジア太平洋経済協力会議)電子金融取引 

 

（ロ）必要に応じ研究官等と関係部局とがミーティングを行い専門的知識、技術の提

供に努めました。 

 



 139 

（ハ）『金融研究研修センター情報』として庁内にトピックを配信しました。 

（平成 13年 8月第 1号～平成 14年 6月第 14号） 

 

（二）『金融研究研修センターワークショップ』を開催し、海外の金融情勢について

庁内に発信しました。（４回開催） 

 

（２）評価 

平成 13事務年度は金融研究研修センター発足初年度であり、研究官による研究、特

別研究員・専門研究員による研究は論文形式での対外公表には至っていません。なお、

研究官による研究は、いずれも中長期の視点から取り組んでおり、最終的な研究成果

の取りまとめは平成 15年度を目処にしているところです。 

しかしながら、庁内各課からの調査･研究要請に対しては、研究成果を金融審議会や

国際会議への協力等を通じて随時関係部局へフィードバックしました。 

このように、研究成果は関係部局の行政実務に一部貢献しているもののより一層の

取組みが必要であると考えます。 

 

５．今後の課題 

 

（１）対外発信 

研究をより有益・有効性のあるものへと高め、関係部局に良質な研究成果をフィー

ドバックしていくには、金融庁内外を問わず広い範囲で議論を喚起することが重要と

考えます。平成 13 事務年度では対外公表に至りませんでしたが、平成 14 事務年度は

特別研究員等による研究成果を論文形式に取りまとめ、積極的に対外公表につとめる

ほか、研究機関としての認知度・存在感を高める取組みも必要と考えられることから、

外部で開催されるコンファレンスに参加するなど機会を捉えて様々な形で情報発信を

していくことが必要であると考えます。 

 

（２）関係部局との相互交流の一層の促進 

行政部局のニーズを的確に吸い上げ、金融行政への円滑なフィードバックを促すた

め、相互交流の場を積極的に提供していくことが必要と考えます。 

   例）研究成果を活用した勉強会など 

 

（３）体制拡充 

顕在化している課題は銀行・保険・証券・会計といった各分野における高度かつ技

術的なものから業際の問題まで広範にわたっていることから、より多面的・総合的な

研究を行うことはとても重要なものとなっており、体制を拡充していく必要があると
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考えます。 

当面は研究官（常勤）を 5名、アシスタントとして専門研究員（非常勤）4名を配置

する体制とすべく、平成 14年度に研究官 1 名の増員が認められたのに引き続き、平成

15年度は研究官 1名の定員増と専門研究員 2名分の予算要求を行っています。 

例）保険・証券等研究対象分野の拡充 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、研究をより有

益・有効性のあるものへと高め、かつ的確に研究成果をフィードバックしていく観点か

ら、対外発信の充実や関係部局との相互交流の一層の促進に努めてまいります。 
 
７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

   政策効果は、研究体制の整備状況、研究の実施状況、研究結果の関係部局へのフィ

ードバックの状況等を参考にしつつ、把握に努めました。  

 

〔使用資料等〕 

・ 研究成果の取りまとめ実績 

・ 各種会合の参加・開催実績 

・ 金融研究研修センター情報の配信実績 

 

９．担当部局 

   

総務企画局政策課研究開発室 
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 政 策 ６－１  

 

１．政策名 

 

  テロ資金対策の取組みへの積極的な参加   

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 テロ撲滅に向けて、政府一体としてテロ資金対策に取り組むため政府に設置された「テ 

ロ資金情報・対策作業部会」における、情報交換の在り方や法整備に関する検討に、積

極的に参画する。 

（業績指標） 

① 同作業部会における、テロ資金対策の具体策策定に向けた検討への参画状況 

② 同作業部会において策定されたテロ資金対策の実施への貢献状況 

 

（説明） 

テロ行為は、国際社会において、平和と安全に対する脅威であり、いかなる動機、形

態であろうとも正当化することができないと認識されており、また、テロ行為はテロリ

ストが手に入れた資金に支えられていることから、テロ資金対策は国際社会にとって重

大な課題となっています。 
そして、平成 13 年９月 11 日の米国における同時多発テロ後、わが国も、テロ撲滅に 

向けて、国際社会と協力して政府一体としてテロ資金対策に取り組むために、テロ資金

情報・対策作業部会を設置し、特にテロ資金に関する情報交換及びテロ資金対策を進展

させるに当たっての立法面での検討のため、随時、本作業部会を開催し、鋭意検討を進

めることとなり、金融庁としても積極的に参画することとしました。 

  

３．現状分析及び外部要因 

 

G７財務大臣・中央銀行総裁会議は、平成 13 年 10 月６日に、「テロ資金供与に対し 

闘うための G７行動計画」を発表し、それを受け、FATF（金融活動作業部会）の特別会合 

が開催され、FATF は、同月 31 日、テロ資金供与に関する特別勧告を発出しており、 

国際的にテロ資金対策の強化が求められています。 

この特別勧告では、テロ資金供与防止条約の批准、テロ資金供与防止に関する国連決

議の履行、テロ資金供与の犯罪化、テロリストの資産凍結、テロリズムに関係する疑わ

しい取引の当局への届出、テロ資金供与に関する調査等における国際協力等が求められ
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ています。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

   金融庁は、テロ資金情報・対策作業部会に参加して積極的に提言を行い、テロ資金 
対策の強化に努めました。金融庁の具体的な参画、貢献状況は以下のとおりです。 

①  テロ資金対策立法 

  同作業部会ではテロ資金供与防止条約・国連安保理決議履行に伴う国内法上の対応

措置について検討が行われ、関係省庁が必要な法整備に向けた作業を行うこととさ

れました。金融庁は、金融機関等による顧客等の本人確認及び本人確認記録・取引

記録の保存についての立法に向けた作業を行う（「金融機関等による顧客等の本人確

認等に関する法律」（平成 14 年４月 26 日公布））とともに、テロ資金の疑いのある

取引についても「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」で定め

られている疑わしい取引の届出の対象とすることについての法制度整備に関する議

論に積極的に参画しました（平成 14年６月に、法務省提出の「公衆等脅迫目的の犯

罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」が成立し、同法の施行（同年７

月２日）に伴い、組織的犯罪処罰法が一部改正され、テロリズムに対する資金供与

の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象となりました。）。 

 

② テロ資金情報等の交換 

   同作業部会ではテロ資金情報やタリバーン関係者等に関する情報の国内関係機関

間での情報交換及び外国当局との間の情報交換について検討が行われ、金融庁は、

主要国の FIU（マネー・ローンダリング情報の受理・分析及び提供を行う政府機関）

との間における情報交換の円滑化に向けての提言を行いました。さらに、金融庁は、

外国 FIU との情報交換取決めの締結に向けて、関係省庁や外国 FIU と協議を行いま

した。 

 

③  テロリスト等の資産凍結 

     テロ資金対策立法の一環としての外国為替及び外国貿易法の一部改正に基づき、

資産凍結措置の対象となるテロリスト等を特定するため「テロリスト等に対する資

産凍結等に係る関係省庁連絡会議」が設置され、金融庁は、その構成員となり、資

産凍結措置の対象となるテロリスト等の特定作業に協力しました。 
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（２） 評価 

    主な施策であるテロ資金対策に関する法整備について、「金融機関等による顧客等の

本人確認等に関する法律」が制定・公布され、また、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収

益の規制等に関する法律」の一部改正の議論にも積極的に参画しました。 

   「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」、同法施行令及び施行規則は

平成 15年１月６日から施行されますが、同法制度が施行されることによって金融機関

等により顧客情報や取引情報が確保され、捜査機関等に対してこれらの情報が利用可

能となることは、捜査機関等による資金トレースに資し、テロ行為などの犯罪の抑止、

検挙に役立つことが期待されます。また、金融機関等によるこれらの情報の確保が犯

罪抑止・検挙に役立つことは、犯罪を行おうとする者に対し、当該金融機関等を犯罪

に利用することを予め困難にすることを意味することから、当該金融機関等が犯罪に

利用されるリスクを減じることも期待できます。 

    このように、当該政策の主たる施策であり、13事務年度の目標であるテロ資金対策

に関する法整備が行われたところであり、施行後、一定の効果が得られるものと考え

ます。 

 

５．今後の課題 

 

 テロ資金供与防止条約の受諾等の国際協力の観点から緊急に要請される課題について 

は、所要の国内法制の整備を行ったところであり、今後は、関係法令が適正に運用 

されるよう注視していきたいと考えています。また、外国 FIU との情報交換について 

は、マネー・ローンダリングに関する情報交換の枠組みとあわせて継続して進めて 

まいります。 

 

６．端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり当該政策の主たる施策であるテロ資金対策に関する法整備につ

いては達成されました。今後はその履行状態等を注視し、適正な指導・監督等を行ってま

いります。 

 

７.学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 
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８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

 〔政策効果把握方法〕 

  政策効果は、「テロ資金情報・対策作業部会」におけるテロ資金対策の具体策策定に 

向けた参画状況、策定されたテロ資金対策の実施への貢献状況等を参考にしつつ、把握

に努めました。 

 

 〔使用資料等〕 

・法令の整備状況 

・作業部会への参画状況 

 

９. 担当部局 

 

    総務企画局総務課特定金融情報室、国際課、企画課 
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 政 策 ６－２  

 

１．政策名 

 

  マネー･ローンダリング対策の強化      

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

 当庁提供の情報を端緒にして、法執行当局において刑事事件の捜査又は犯則事件の調

査が始まることを目標に、 

 ① 金融機関から、より質の高い届出情報が届け出られるように金融機関に働きかけ

ていく。 

 ② 法執行当局による提供情報の活用促進を図るため、法執行当局との連絡を強化す

る。 

  また、国際的なマネー･ローンダリングの監視体制を強化することを目標に国際的な 

連携を強化する。 

（業績指標） 

 ① 各業界との意見交換会の開催状況 

 ② 法執行当局との意見交換会の開催状況 

 ③ 外国の機関との連携や国際会議における連携・協力の実施状況 

 

（説明）  

マネー・ローンダリング（資金洗浄）とは、犯罪で得た収益（犯罪収益）を、あたか 

も正当な取引で得た資金であるかのように見せかけるため、その出所を隠したりする 

ことです。このような行為を放置しておくと、犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の 

維持・拡大のために使われたり、事業活動に使われて合法的な経済活動に悪影響を及 

ぼすおそれがあることから、マネー・ローンダリングを防止する必要があります。 

   マネー･ローンダリング対策の一つとして、金融機関等に対し犯罪収益やマネー・ 

ローンダリングに関係すると疑われる取引の届出を義務づける「疑わしい取引の届出 

制度」があります。我が国においても、この制度に基づき、金融機関等から金融庁に 

届出が行われ、金融庁はこれらの情報を整理・分析して、刑事事件の捜査又は犯則事件 

の調査に資すると判断した場合には、捜査機関等に情報を提供しています。 

また、マネー・ローンダリングは、規制の強い国を避け、規制の緩い国で行われる 

傾向があることから、国際的な取り組みが必要であると考えられています。 

このようなことから、金融庁では、金融機関等に対しより質の高い情報の届出を求め 
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るとともに、捜査機関等法執行当局との連絡を強化し、さらにマネー・ローンダリング 

対策における国際的な連携を強化することとしています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

我が国では、平成４年に「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正取引を助長する 

行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」により 

金融機関等に薬物犯罪収益に係る疑わしい取引の届出を義務付けましたが、平成 12 年 

2 月には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（組織的犯罪処罰法） 

が施行され、疑わしい取引の届出の対象が従来の薬物犯罪収益に係る取引から 200 を 

超える重大犯罪の収益に係る取引にまで拡大されました。 

また、マネー・ローンダリングに関する情報の受理、分析及び捜査機関等への提供を 

行う政府機関は、国際的には FIU(Financial Intelligence Unit)と呼ばれていますが、 

組織的犯罪処罰法施行に伴い、日本版 FIU として金融庁に特定金融情報室が設置され 

ました。 

その後、金融庁においては、金融機関等が疑わしい取引か否かを判断する際に参考と 

なる疑わしい取引の参考事例を改訂して公表し、さらに金融機関への説明会を行うなど 

金融機関等への広報、啓蒙活動を行ったところ、組織的犯罪処罰法が施行されて以降、 

疑わしい取引の届出は大幅に増加し、年間（各年 1 月から 12 月まで）の届出件数は、 

平成１０年まで年間 10 件程度であったものが、平成 12 年には 7,242 件、平成 13 年 

には 12,372 件に達しました。 

  なお、金融庁は、平成１３年に金融機関等から届け出られた 12,372 件の届出のうちの 

6,752 件の届出に含まれる情報を捜査機関等に提供しており、これらの情報は捜査機関等 

において活用されています。 

マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するため、FATF（金融活動作業 

部会）、APG（アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ）などの政府間機関 

やフォーラムがあり、金融庁も、これらの主要な会議に参加しています。また、組織的 

犯罪処罰法の施行により、金融庁と外国 FIU との間で疑わしい取引に関する情報の交換 

ができることになりましたので、金融庁は、疑わしい取引に関する情報の交換を円滑に 

行うための枠組みについて主要国の FIU との間で協議を行っています。 
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４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告  

平成 13 事務年度における本政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

① 各業界との意見交換会の開催状況 

   金融機関等からより質の高い情報の届出が行われることを目的に、平成１４年３

月から４月にかけて、全国各地において、金融機関を対象に「疑わしい取引の届出

の研修会」を実施し、疑わしい取引の発見の端緒や改訂をした参考事例の説明を行

ったほか、随時、金融機関等と意見交換を行いました。 

 

② 法執行当局との意見交換会の開催状況 

   捜査機関等の法執行当局に対してより有益な情報を提供して提供情報の活用促進

を図ることを目的に、平成 14 年５月、「疑わしい取引の届出制度関係機関協議会」

（法執行当局との意見交換会）を開催して意見交換を行ったほか、随時、法執行当

局と意見交換を行いました。 

 

③ 外国の機関との連携や国際会議における連携・協力の実施状況 

    国際的なマネー・ローンダリング監視体制を強化するため、ＦＡＴＦにおける 40

の勧告（ＦＡＴＦが策定したマネー・ローンダリング対策の国際的な基本的枠組み）

の実施状況の監視や 40 の勧告の改訂作業等に積極的に関与するとともに、ＡＰＧに

おけるアジア・太平洋地域のマネー･ローンダリング対策の強化の議論に参加しまし

た。 

また、外国ＦＩＵとの情報交換を円滑に行うために、外国ＦＩＵと情報交換の枠

組みについて協議を行いました。 

 

（２）評価 

   金融機関を対象とする「疑わしい取引の届出の研修会」を各地で実施することによ

り、疑わしい取引の発見についての金融機関の意識向上に努めたこともあり、金融機

関からの届出件数も増加しており、また、情報の質も一定の向上が見られるところで

す。また、より有効な情報提供を行うために捜査機関等の法執行当局と有意義な意見

交換を行いました。 

さらに、国際会議における議論に積極的に参加するなどし、外国の機関と連携して 

国際的なマネー・ローンダリング監視体制の強化に貢献しました。 

このように 13 事務年度に行った各施策は、マネー・ローンダリング対策の強化に貢

献しているものと考えます。  
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５．今後の課題 

 

（１）疑わしい取引の年間届出件数は年々急増していますが、疑わしい取引に関する情報

をより多く犯罪捜査等に結びつける為には、より質の高い情報がより多く届け出られ

る必要があります。このような届出が行われるためには、金融機関等が疑わしい取引

を的確に発見することが必要であり、疑わしい取引の届出制度について、金融機関等

のより深い理解・協力が得られるように意見交換会及び研修会等を通じて積極的な意

見交換をしていく必要があると考えます。 

 

（２）また、このような大量の届出の中から捜査に役立つ情報を選んで、迅速かつ的確に 

捜査機関等に提供して有効に犯罪捜査等に結びつけるためには、金融庁の疑わしい取

引に関する情報の整理・分析能力を強化する必要があるとともに、捜査機関等がどの

ような情報が捜査に役立つと考えているのかを知る必要がありますので、捜査機関等

法執行当局との意見交換を積極的に行っていかなければなりません。このため、14 年

度に引き続き、15 年度予算において、マネー・ローンダリングシステムの維持、開発

経費等の予算要求を行ったところであります。 

 

（３）さらに、マネー・ローンダリング対策は国際的にも重要な課題であり、我が国も諸

外国と協調して取り組む必要があり、そのため、今後も FATF 等の国際会議に積極的に 

参加するとともに、より多くの外国 FIU との情報交換の枠組みを合意して、情報交換

を進める必要があります。 

   

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４.（２）のとおり、政策の達成に向け成果が上がっており、今後も金融機関等

からより質の高い情報を得て、犯罪捜査に有益な情報をより多く捜査機関等に提供する

ため、引き続きこれまでの取組みを進めてまいります。 

 

７.学識経験を有する者の知見の活用 

 

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

 〔政策把握方法〕 

  政策効果は、金融機関等との意見交換会の開催状況、法執行当局との意見交換会の 
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開催状況、外国の機関との連携や国際会議における連携・協力の実施状況等を参考に 

しつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・各業界との意見交換会の開催状況 

・法執行当局との意見交換会の開催状況 

・外国の機関との連携や国際会議における連携・協力の実施状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局総務課特定金融情報室 
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 政 策 ６－３  

   

１．政策名 

 

  国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

自己資本比率に関するバーゼル合意（いわゆるＢＩＳ規制）の見直しの最終案の策定

など、国際的なフォーラム等における金融監督基準の策定及び金融サービスの自由化・

円滑化に関する国際ルール策定に積極的に貢献する。 

（業績指標） 

各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 

 

（説明） 

近年世界各国の経済及び金融システムの相互連関がますます深まる中で、国際的な取

組みを通じて、各国の金融システムの安定を図ることは、国際金融システムの安定と発

展にとり不可欠であると共に、我が国の金融システムの一層の安定化にも繋がる重要な

施策であると考えています。 

また、近年世界の多くの国で金融サービスの自由化や規制緩和への取組みが行われる

中、国際的な金融サービス貿易のルール策定を通じて、各国の金融システムの適切かつ

秩序ある自由化を促進することは、新興市場国の経済発展に資すると共に、我が国金融

機関の海外での事業活動にも好影響をもたらすものであると考えています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融庁が参加する主な国際的なフォーラム等の概要は以下のとおりです。 

 

（１）バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision) 

バーゼル銀行監督委員会は、1974 年６月の西ドイツ・ヘルシュタット銀行破綻に伴

う国際金融市場の混乱を受けて、Ｇ10中央銀行総裁会議によって 1975 年に設立されま

した。 

活動目的としては、①特定の銀行監督問題に関する話し合いの場の提供、②国際的に

活動する銀行に対する監督の有効性を確保するための銀行の海外拠点に関する各国当

局間の監督責任の分担の調整、③国際的な銀行業務の健全性と安定性を強化するための
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共通の監督基準の設定が挙げられます。 

銀行の自己資本比率に関するバーゼル合意（いわゆるＢＩＳ規制）は、国際的に活動

を行っている銀行に対する最低基準として、銀行システムの健全性及び銀行間の競争条

件の公平性の確保の観点から 1988 年にバーゼル銀行監督委員会において合意されたも

のです。これまで、金融機関の状況変化に応じて、マーケットリスク規制の導入（1998

年 3月期～）などの改訂が行われてきましたが、現行のＢＩＳ規制は、近年の金融技術

の進展等から、必ずしも現在の金融機関の状況に適合しなくなってきたことから、同委

員会では、1998 年にＢＩＳ規制の抜本的見直しについて検討を開始しています。 

 

（２）証券監督者国際機構（International Organization of Securities Commissions (Ｉ

ＯＳＣＯ)） 

ＩＯＳＣＯは、1974 年に設立された加盟メンバー177（2002 年 5 月末現在) に及ぶ

各国の証券・先物監督当局、市場関係者等から成る国際機関です。 

活動の柱としては、①公正、効率的、健全な市場環境を維持するため、高い水準の

規制を促進するため協力すること、②国内市場の発展を促進するため各々の経験に関

する情報を交換すること、③国際的な証券取引に係る基準及び効果的なサーベイラン

スを確立するため、努力を結集すること、④基準の厳格な適用と違反に対する効果的

な強制力をもって市場の健全性を促進するための相互支援を行うこと、の４つが挙げ

られます。 

 

（３）保険監督者国際機構（International Association of Insurance Supervisors（Ｉ

ＡＩＳ）） 

ＩＡＩＳは、金融市場のグローバリゼーションの進展の下、世界の保険監督者が集

い討議する場を創設する機運が NAIC （ National Association of Insurance 

Commissioners：全米保険監督官協会）会合において高まったことを背景に 1993 年に

設立され、現在、世界の各国、地域、国際機関から 110 以上の保険監督当局がメンバ

ーとして参加しています（2002 年 3月現在）。 

活動目的としては、①保険監督者間の協調、連携の強化、②国際保険監督基準の策

定、③加盟国（特に新興市場国）における監督基準に則った保険制度確立の支援、④

他の金融分野の監督機関との協調、連携の強化が挙げられます。 

 

（４）ジョイント・フォーラム（Joint Forum） 

ジョイント・フォーラムは、バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ及びＩＡＩＳを

母体として設立され、金融コングロマリットの監督上の諸問題、銀行・証券・保険の

各分野に共通する監督上の諸問題を検討する合同会合です。メンバーは、各分野を代

表する主要な監督者で構成され、我が国を含む 13ヶ国の関係監督当局の代表が参加し
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ています。 

 

（５）世界貿易機関（World Trade Organization（ＷＴＯ）） 

ＷＴＯは世界の自由貿易体制の維持・強化のために中心的な役割を担ってきたＧＡ

ＴＴ体制を発展させる形で 1995 年に設立され、現在約 140 か国が加盟しています。金

融を含むサービス分野に関するルールは、ＷＴＯ設立協定の不可分の一部であるＧＡ

ＴＳ（General Agreement on Trade in Services）に規定されており、最恵国待遇（Ｍ

ＦＮ）、各国が提出した「約束表」に記載されている分野についての市場アクセス（他

の加盟国に対する参入制限等をしないこと）及び内国民待遇（内外無差別）を保障す

る義務を負うという規律の枠組み等を定めています。ＧＡＴＳ第 19条では、漸進的に

一層高い水準の自由化を達成するため、協定発効日から５年以内にサービス交渉のラ

ウンドを開始し、その後も定期的に行う旨定られており、この規定に従い、2000 年２

月から我が国を含む加盟国による自由化交渉が始められています。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

13 年事務年度における本政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① バーゼル銀行監督委員会 

我が国は、バーゼル銀行監督委員会が議論して結論付けた各種の監督上の基準等は、

各国の実情を反映し、より適切な環境整備に貢献するものであると考えています。

13 事務年度は委員会に設置されている全ての小委員会に専門家等を出席させ、以下

に述べるような様々なルール策定や指針の確立等の作業に積極的に貢献しました。 

ＢＩＳ規制の見直し作業においては、我が国は、新たな規制が、①銀行のリスク管

理能力向上にインセンティブを与えるような枠組みになること、②銀行実務にも整

合的で柔軟な枠組みになること等の観点から、銀行の内部格付を利用した信用リス

ク計測方法のあり方等について積極的に提案を行いました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています。 

（http://www.fsa.go.jp/inter/bis/bis_menu.html） 

 

イ．ＢＩＳ規制の見直し 

（イ）基本的視点 

ＢＩＳ規制の見直しは、当局管理型の監督から、自己管理と市場規律を中心

とした監督への転換を図り、また、銀行経営上のリスクをより正確に計測する

という視点から作業が進められています。 
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（ロ）見直し後のＢＩＳ規制の構成 

今回の見直し作業は以下の３つの柱から構成されています。 

ａ．第一の柱 最低自己資本比率 

現行ＢＩＳ規制を以下の２点をポイントとして見直します。 

（ａ）信用リスク計測の精緻化 

銀行に、現行規制に比較的近い内容の標準的手法と銀行が内部管理のた

めに行っている格付を利用した内部格付手法のうちから選択することを認

めます。 

（ｂ）オペレーショナル・リスクの計測 

事務事故や不正行為によって損失が生ずるリスクについても、複数の計

測手法を提案し、銀行の選択にゆだねます。 

ｂ．第二の柱 監督上の検証 

銀行自身に自らの経営の特色とリスクの実状を踏まえた自己資本戦略の策

定を求め、その内容を当局が検証していきます。 

ｃ．第三の柱 市場規律 

銀行に対し、リスクや資本構成の開示（ディスクロージャー）を求め、そ

れを通じて市場規律の実効性を高めます。 

（ハ）作業の進捗状況 

委員会は、2001 年 1 月にＢＩＳ規制見直しに関する第 2 次案を公表し、同

年 5 月末までパブリックコメントを求めました。その後、委員会は、第 2 次

案では骨格しか示されていない部分に関し、より具体的な考えを示したワー

キング・ペーパーを公表しました。同年 12月には、新規制の影響について十

分なデータを集め、改めて精査を行った上で第３次案を公表する旨の新聞発

表を行いました。 

現在のところ、委員会では、新規制の実施については、2003 年中に最終案

をとりまとめ、2005 年末から試験的な計算を開始し、2006 年から本格実施に

移す方向で検討を進めています。 

 

ロ．銀行のリスク管理の指針作成 

（イ）オペレーショナル・リスク管理の指針作成 

2001 年 12 月、「オペレーショナル・リスクの管理と監督に関するサウンド・

プラクティス」の草案を公表し、見直し後のＢＩＳ規制の下で、オペレーシ

ョナル・リスクの効果的管理及び監督のための枠組みを規定する一連の原則

を示しました。 

（ロ）銀行の顧客確認に関するガイダンス作成 

2001 年 10 月に公表した「銀行の顧客確認に関するガイダンス」は、銀行
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が晒されているレピュテーショナル・リスク等のリスクを管理し、銀行の健

全性を確保する観点から、銀行が顧客の本人・属性の確認を行うための、具

体的な指針をとりまとめています。 

 

ハ．銀行のディスクロージャー向上 

銀行監督者や銀行業界にとって今後の手引きとすべく、ディスクロージャ

ー・サーベイ報告書を 2002 年 5月に公表し、（イ）ＢＩＳ規制見直し案におけ

る開示項目と比較をするために、銀行による開示実務の現状について確認し、

（ロ）分野毎のディスクロージャー状況を示しました。 

 

ニ．銀行に関する会計のあり方 

2001 年 8月に、「銀行の内部監査、および監督当局と内部・外部監査人との

関係」が公表され、望ましい銀行の内部監査機能のあり方及び銀行監督当局と

内部・外部監査人との望ましい関係のあり方について、必要な諸原則をとりま

とめました。 

 

② 証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

ＩＯＳＣＯの中心的活動である①各国の証券市場の実態及び証券監督手法の把握、

②これらを踏まえた証券規制のスタンダードの作成及び③その実施の作業は、わが

国及び各国の証券監督水準の向上に資するものであります。このため、13 事務年度

は、下記のとおり、ＩＯＳＣＯでの基準策定の作業等で実質的な意思決定を行う専

門委員会（Technical Committee）の主要メンバーとして積極的に参加するとともに、

実質的な組織運営に関する意思決定機関である理事会（Executive Committee）にお

いて副議長職を努めるなど、ＩＯＳＣＯ全体の運営方針の決定過程においても重要

な役割を果たしました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています。 

（http://www.fsa.go.jp/inter/ios/ios_menu.html） 

 

イ． エンロン問題、9月 11 日同時多発テロ事件等の緊急課題への対応 

（イ）会計・監査等の問題に関する取組み 

米国エンロン社の経営破綻を受けて、コーポレートガバナンス全般に関連

する諸問題を緊急に議論すべく、2002 年 2 月に各国当局の議長級をメンバー

とする「議長委員会」が設置され、「開示・透明性」、「監査法人の監督」及び

「監査法人の独立性」の３つの課題について検討しています。 

（ロ）同時多発テロ事件を受けた証券監督当局間の情報交換の促進 

同テロ事件を受け、テロ資金に関係ある疑いのある取引について各国証券
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監督当局間の情報交換の必要性が認識され、2002 年 5 月に多国間ＭＯＵ

（Memorandum of Understanding）が採択されました。今後は、同 MOU に署名

を希望する当局の捜査権限や情報提供に関する不必要な制約の有無等につい

ての審査を行う予定です。 

（ハ）証券アナリストの利益相反問題 

2001 年 3 月に証券会社に属する証券アナリストの利益相反に関する問題

を議論するプロジェクト・チームが設置され、金融庁が議長に就任しまし

た。現在、各国の最新の動きを調査しつつ、結果をとりまとめています。 

 

ロ．常設委員会等における活動 

証券規制に係る以下の主要な領域について、常設委員会等で検討を行ってい

ます。 

（イ）会計・監査等の問題に関する取組み 

「多国間ディスクロージャー及び会計」常設委員会では、非ＧＡＡＰ（一

般に公正妥当と認められる会計基準）の利益測定に関する報告書を作成しま

した（2002 年 5月公表）。現在は、国際会計基準に対する継続的な検討、国際

監査基準に対する評価、国際開示基準の改訂等を行っています。 

（ロ）流通市場規制 

「流通市場規制」常設委員会では、市場売買が停止された場合における各

国市場への影響と市場監督当局間の協力の必要性、指数取引と市場の脆弱性

との関係、及び空売りの透明性等について検討しています。 

また、Ｇ10 中央銀行支払決済委員会と合同で策定した「証券決済システム

のための勧告」の具体的かつ客観的な評価を導き出すためのメソドロジーを

作成しています。 

（ハ）市場仲介者の規制・監督 

「市場仲介者」常設委員会では、市場仲介者の流動性リスクマネージメン

トについて報告書を作成しました（2002 年 7 月公表）。現在、クロスボーダー

証券取引をめぐる許認可規制の在り方を検討しています。 

（ニ）法務執行及び情報交換 

「法務執行及び情報交換」常設委員会では、上記イ．（ロ）の多国間ＭＯ

Ｕ署名国の審査を行っています。また、各国における訴訟手続やインターネ

ット・プロバイダーからの情報収集の比較データを作成し、オフショア市場

国証券当局と各国証券当局との情報交換の実状を調査するなど、各国当局間

の情報交換を促進する方策を検討しています。 
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（ホ）集団投資スキームの規制・監督 

「投資管理」常設委員会では、簡易目論見書、集団投資スキームによる業

績の宣伝、集団投資スキーム運営者に対する相対的リスク評価、集団投資ス

キームが株主として果たすべき役割といったテーマについて検討するととも

に、株価指数連動商品や手数料の透明性といった新しい課題についても検討

しています。 

（ヘ）ＩＯＳＣＯ原則実施 

原則実施委員会では、証券規制に関するＩＯＳＣＯ原則が各国の規制監督

に反映されることを目指し、実施状況の自己評価のための質問票の各国への

配布や回答のとりまとめ等を行ってきました。現在は、３０ある各原則の実

施状況の具体的かつ客観的な評価を導き出すためのメソドロジーの作成等を

行っています。 

 

 ③ 保険監督者国際機構（International Association of Insurance Supervisors（Ｉ

ＡＩＳ）） 

我が国は、ＩＡＩＳにおいて各国の保険監督制度の実状等を踏まえて作成された各

原則等は、保険監督水準の向上に資するものであると考えております。１３事務年

度は、このような観点から、執行委員会、専門委員会の他複数の小委員会の議論に

積極的に参加し、以下に述べるように各種の原則の策定等に積極的に貢献しました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています。 

（http://www.fsa.go.jp/inter/iai/iai_menu.html） 

 

イ．新たな監督原則・基準の承認 

2002 年 1 月、東京でＩＡＩＳ定例会合及び第 8 回総会（継続）を開催し、以下

の監督原則等を承認しました。 

（イ）保険会社の再保険カバーの評価と再保険会社の安全性に関する監 

督基準 

（ロ）監督当局間の情報交換に関する監督基準 

（ハ）保険会社の自己資本充実度及びソルベンシーに関する原則 

（ニ）保険会社のディスクロージャーに関する指針 

（ホ）保険監督者及び保険会社のためのアンチ・マネー・ローンダリン 

グ指針 

（ヘ）保険会社の再保険カバーの評価と再保険会社の安全性に関する監 

督基準 
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ロ．保険監督のコア・プリンシンプル(基本原則)等の改訂 

2003 年 10 月の完成を目指して「保険コア・プリンシプル」及びその各国にお

ける遵守状況を審査するための評価細目を示した「保険コア・プリンシプル・メ

ソドロジー」の改訂作業を行っています。 

 

ハ．再保険の監督原則策定に向けた取組み 

再保険会社の監督原則の策定を進めている他、再保険会社データベースの構築に

向けた作業を進めています。 

 

ニ．保険会社のソルベンシーに係る基準の策定 

保険会社の健全性の維持、保険数理全般につき議論し、基準の策定を検討してい

ます。 

 

ホ．新興市場国への技術支援 

新興市場国の保険監督の水準向上を図るため、新興市場国の保険監督行政及び保

険市場等の調査研究や研修プログラム等を実施しています。特に我が国は、これら

の活動を支援するためのコンサルタントを雇用する費用をＩＡＩＳに拠出するな

どの協力を行っています。 

 

へ．ＩＡＩＳ中期ワークプランの作成 

各種の監督基準の策定及び基準実施のあり方について整理した上で、中期の作業

計画を策定し、それに基づく事務局の体制や財政問題について検討しています。 

 

④ ジョイント・フォーラム 

金融コングロマリットの国際的な業務展開や金融各分野の業態区分の不鮮明化に

より、各国監督当局の業態横断的な情報交換や連携強化の必要性が一層高まってきて

います。１３事務年度は、このような観点から、以下に述べるように、我が国で初め

て会合を開催するなど、積極的な貢献を行いました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています。 

（http://www.fsa.go.jp/inter/ios/ios_menu.html） 

 

 イ．天童会合（2001 年 7月）の開催 

ジョイント・フォーラムは、年３回のペースで開催されています。2001 年 7 月

には、山形県天童市において日本で初めて会合を行い、銀行、証券、保険について

のコア・プリンシプル（監督上の基本原則）の比較及びリスク評価・管理、自己資
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本規制の比較の２つの報告書について議論しました。 

 

ロ．コア・プリンシプル（監督上の基本原則）の比較 

2001 年 11 月にバーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ、ＩＡＩＳでそれぞれ策定

された監督上の基本原則を比較した報告書が発表されました。報告書の中では、各

業態の監督上の共通点、相違点の分析がなされています。 

 

ハ．リスク評価・管理、自己資本規制の比較 

2001 年 11 月に銀行・証券・保険の各業態におけるリスク評価・管理のあり方、

及び自己資本規制を比較した報告書が発表されました。報告書の中では、それぞれ

の共通点、相違点の分析がなされています。 

 

⑤ 世界貿易機関（ＷＴＯ） 

現在ＷＴＯの場で自由化交渉が行われているサービス・セクターの中でも、金融

サービスは、経済活動の基盤として、特に重要です。 

 近年、世界的に金融自由化が進展する中、ＷＴＯでの交渉等を通じて、各国の適

切かつ秩序ある自由化を促進することは、各国の金融サービスの発展を通じて新興

市場国の経済発展をもたらすものと考えております。さらに、ＷＴＯでの交渉等が

各国の金融サービスの更なる自由化を促すことになれば、我が国金融機関の海外で

の事業活動に資するものであると考えております。13 事務年度は、このような観点

から、以下に述べるようなＷＴＯサービス分野の自由化交渉に積極的に参加しまし

た。 

 

イ．ドーハ閣僚宣言 

2001 年 11 月にカタールにて開催された第４回閣僚会議において、ドーハ閣僚

宣言が採択され、サービス交渉については、2002 年 6 月末までに初期リクエス

トの提出、2003 年 3 月末までに第１次オファーの提示、2005 年１月に交渉を終

了するとのベンチマークが合意されました。 

 

ロ．初期リクエスト交渉に向けた取組み 

我が国は、2001 年 12 月から業界団体及び在外公館を通じてＷＴＯ加盟国に対

する自由化要望事項の調査を開始し、その後、前回交渉からの懸案事項の検討、

業界及び各省との調整を経て、本年６月末に初期リクエストを提出致しました。

金融分野における初期リクエストの内容は、外資規制、役員の国籍要件等の拠点

設置にかかる市場参入制限の撤廃のほか、内外差別的な国内規制の改善を求める

ものが中心となっています。 
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（２）評価 

 金融庁においては、国際的な金融監督基準・金融サービス貿易のルール策定を検討

している、バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ、ＩＡＩＳ、ジョイント・フォーラ

ム及びＷＴＯ等の各種の国際的なフォーラム等の作業に参加しています。 

各フォーラム等におきましては、積極的な提案を行い、議論をリードする一方、例

えばＩＯＳＣＯにおいては実質的な組織運営に関する意思決定機関である理事会副議

長職を当庁幹部が務め全体の組織の意思決定に関与するなど、各フォーラム等におけ

るルール策定において積極的な貢献を行いました。 

 

５．今後の課題 

 

（１）バーゼル銀行監督委員会 

我が国は、各国の実状等を踏まえて作成されたバーゼル銀行監督委員会の各種の監

督上の基準等が、より適切な環境整備に貢献するものであると考えており、引き続き

国際的な銀行監督ルール策定や銀行の健全なリスク管理指針の確立等に積極的に貢献

していくことを目指します。現在バーゼル委員会での議論の中心となっているＢＩＳ

規制の見直し作業については、我が国は、銀行のリスク管理能力向上へのインセンテ

ィブの付与や、銀行実務との整合性等の観点から、引き続き積極的に提案を行ってい

くことを目指します。 

 

（２）証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

我が国は、各国の証券市場等の実状等を踏まえて作成された諸原則や報告書等が、

証券監督水準の向上に資するものであると考えており、今後も引き続き、理事会、専

門委員会等の主要メンバーとして、国際的な証券監督ルール策定等により一層積極的

に貢献していきます。 

 

（３）保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

我が国は、各国の保険監督制度の実状等を踏まえて策定された各原則等が、保険監

督水準の向上に資するものであると考えており、引き続き執行委員会や専門委員会等

における保険監督の原則の策定等により一層積極的に貢献していきます。 

 

（４）ジョイント・フォーラム 

金融コングロマリットの国際業務の活発化や金融業態区分の不鮮明化が日々刻々進

んでいることに対応すべく、各国監督当局の業態横断的な情報交換や連携強化に引き

続き積極的に貢献していきます。 
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（５）世界貿易機関（ＷＴＯ） 

適切かつ秩序ある金融サービス自由化のためのルール策定をＷＴＯでの交渉等を

通じて促進することは、各国の経済発展に資するとともに、我が国金融機関の海外

での事業活動に資するものと考えており、今後も引き続きサービス分野の自由化交

渉により一層積極的に参加していくことを目指していきます。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果は上がっており、今後も各フォーラ

ム等での議論に積極的に参画して国際的な金融システム安定のためのルール策定に取り

組んでまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、バーゼル銀行監督委員会等の国際機関等における各種ルール策定への参画

状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局国際課      
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 政 策 ６－４  

 

１．政策名 

 

  新興市場国の金融当局に対する技術支援及び我が国との連携強化 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

アジア、太平洋州諸国を中心とする途上国を対象に規制・監督当局への技術支援や国

際機関の実施する技術協力に積極的に取り組み、併せて、途上国の規制・監督当局との

連携強化を図る。こうした取組みを通じて、我が国の金融システムの一層の安定化を図

る。 

（業績指標） 

①新興市場国の金融行政担当者を対象とした研修の実施状況 

②今後の知的協力のための実態把握調査の状況 

③金融情報システムの個別問題についての実態調査・派遣研修の実施状況 

 

（説明） 

開発途上国の持続的な経済発展にとって、健全かつ安定的な金融システムや円滑な金

融・資本市場は必要不可欠な基盤です。加えて、金融機関の活動や金融取引の国際化が

進展する中で、アジア危機に見られたように、一国で生じた金融危機が急速に諸外国に

伝播し、我が国を含めた国際金融システム全体の安定性に甚大な影響を及ぼしかねませ

ん。したがって、開発途上国の金融システムの安定は国際金融システムの安定化に不可

欠です。さらに、我が国と緊密な経済関係を有するアジア、太平洋州の新興市場国の金

融規制・監督当局に対する技術支援に積極的に取り組み、併せて、これらの国の金融規

制・監督当局との連携強化を進めることは、中長期的に、我が国の金融システムの一層

の安定化にも資することになります。 

 

これらを踏まえ、我が国としてアジア、太平洋州の新興市場国を対象に金融規制・監

督当局への技術支援に積極的に取組むことが重要であると考えています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

（１）これまでの金融庁の技術協力事業への取組み 

金融庁では、知的支援を効果的に実施するため、従来から新興市場国の金融システ
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ムの現状と課題、金融情報システムの個別問題等の実態を把握すべく、アジア・太平

洋地域諸国に対し調査を行い、これら調査結果に基づいて、知的支援の主たる事業と

して本邦及び在外で研修を実施しています。平成 12事務年度までは、金融庁の技術協

力事業として以下の事業を行いました。 

① 新興市場国の金融行政担当者を対象とした研修 

平成 13年４月にアジア新興市場国の証券行政担当者を対象として、東京セミナー

を開催しました。また、平成 13年５月にはベトナムで銀行・保険監督者を対象とし

たワークショップを行いました。 

② 金融情報システムの個別問題についての実態調査・派遣研修 

平成 12 年９月から 12 月にかけてインドネシア、マレーシア、タイで実態調査を

行ったほか、平成 13年２月にベトナムへ専門家を派遣して研修を行いました。 

 

（２）金融庁の政府開発援助予算の推移 

金融庁の政府開発援助予算の推移は以下のとおりです。（※平成１２年度は大蔵省

予算） 

  平成 12 年度：  61,202 千円 

  平成 13 年度： 176,992 千円 

  平成 14 年度： 133,052 千円 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

平成 13事務年度に金融庁が実施した技術協力事業の概要は以下のとおりです。 

① 新興市場国の金融行政担当者を対象とした研修 

アジア新興市場国の金融行政担当者を対象として、金融市場全般にわたる制度や

経験を紹介することによって、新興市場国の人材育成に貢献するとともに、研修を

通じて我が国とアジア新興市場国の関係強化を図りました。 

 

イ．保険監督に関するセミナー（保険行政研修） 

（イ）実施時期：14年１月 

（ロ）対象国：アジアを中心とする新興市場国 

（ハ）対象者：保険規制監督当局の高級実務者及び実務担当者（計 44名） 

（ニ）コース内容：保険監督に係わる国際的な問題の議論や、我が国の保険監督制

度、これまでの監督上の経験に関する講義を行った他、生保・損保両協会による

個別専門分野に関する講義及び参加者との意見交換も行いました。 
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ロ．東京証券法務執行セミナー（証券行政研修） 

（イ）実施時期：14年２月～３月 

（ロ）対象国：アジアを中心とする新興市場国 

（ハ）対象者：証券規制監督当局の法務執行担当者（計 29名） 

（ニ）コース内容：我が国及び世界の証券法務執行体制に関する議論や、我が国の

証券取引検査、特別調査、取引審査等に関する実務的な講義を行った他、東京証

券取引所や日本証券業協会による個別専門分野に関する講義を行いました。 

 

ハ．東京セミナー（証券行政研修） 

（イ）実施時期：14年４月 

（ロ）対象国：アジアを中心とする新興市場国 

（ハ）対象者：証券規制監督当局の実務担当者（計 29名） 

（ニ）コース内容：日本及び世界の証券市場規制に関する基本的な課題や、近年発

生している様々な問題に関する講義を行った他、東証、大証等を実際に訪問し

現場での説明を受け質疑応答を行いました。 

 

② 今後の知的協力のための実態把握調査 

今後の効果的な知的支援を実施するために、新興市場国における金融システムの

現状と問題点や課題を把握するための調査を行いました。 

 

イ．ＡＰＥＣ域内電子金融取引決済に関する比較研究 

（イ）実施時期：13年 11 月～３月 

（ロ）対象国：ＡＰＥＣメンバーであるアジア・太平洋地域諸国 

（ハ）調査先：金融規制・監督当局 

（ニ）調査内容：ＥＦＴ(電子資金移動・振込)制度につき、ＡＰＥＣ各メンバー間

における法的考え方の大きな相違を踏まえ、特に振込取引に様々な瑕疵が生じ

た場合（錯誤、撤回等）の法的効果に着目し、電子金融取引の国際化にともな

い将来発生しうる問題点の予測を行いました。 

 

③ 金融情報システムの個別問題についての実態調査・派遣研修 

金融情報システムの個別問題についての実態を調査し、当該個別問題の解決のた

めに現地へ専門家を派遣し、研修を行いました。 

 

イ．金融情報システムの個別問題についての実態調査 

（イ）実施時期：13年７～12月 

（ロ）対象国：中国・フィリピン・モンゴル 
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（ハ）調査先：財務省、中央銀行、商業銀行等 

（ニ）調査内容：調査対象国それぞれにおける金融情報システムの実態等を調査し、

問題点の把握を行いました。 

 

ロ．金融情報システムの個別問題についての派遣研修 

（イ）実施時期：13年 11 月 

（ロ）対象国：モンゴル 

（ハ）対象者：財務省、中央銀行及び主要国営銀行の実務担当者（計 50名） 

（ニ）コース内容：我が国から専門家を派遣し、金融機関等におけるコンピュータ

ーシステムの安全対策、システム監査、銀行間決済システム等に関する講義を

行いました。 

 

（２）評価 

平成 13事務年度に実施した研修事業は、過去に行った各種調査結果に基づいて企画

立案、実施したものであり、新興市場国のニーズに応えるものになっていると考えら

れます。研修終了後の参加者に対するアンケート調査によれば、参加者の大多数が研

修範囲及び内容（専門程度）は適当であると回答するなど、高い評価を受けることが

できました。 

このように 13 事務年度に行った施策は、新興市場国の金融当局に対する技術支援、

更には我が国との連携強化に寄与しているものと考えます。 

 

５．今後の課題 

 

金融機関の活動や金融取引の国際化が進展していく中で、新興市場国の金融システム

の安定は、我が国を含めた国際金融システムの安定にとり、ますますその重要性を増すも

のと考えられます。このような考え方に基づき、アジア、太平洋州の新興市場国の金融規

制・監督当局への技術支援に引き続き積極的に取組んでまいります。 

 

また、近年のグローバル化の進展に伴い、アジア、太平洋州の新興市場国の金融市場の

更なる発展が予想されますが、このような環境の変化に応じて、これらの国の金融当局が

それぞれの市場の発展段階に即した規制・監督を行っていくことを支援するため、研修や

調査の内容を適切に見直していくことが重要です。このような観点から、引き続き当庁が

実施する研修事業の参加者に対してアンケートや、新興市場国の金融システムの現状や課

題を把握するための各種調査を実施するなどの取組みを行ってまいります。 

 

我が国の厳しい経済・財政事情の中、効果的な技術支援をより効率的に実施していく必
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要性が高まっており、今後の取組みにおいては、以上の点を念頭に、より一層効率的な技

術支援を行うよう努めてまいります。 

 
６. 当該政策に係る端的な結論 

 

前述の４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果が上がっていますが、アジア、太

平洋州の新興市場国の金融市場が更に発展していくことが予想される中、このような状況

の変化に応じて、事業内容を適切に見直し、より効率的な技術支援を実施してまいります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

 

  政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、研修参加者へのアンケート結果、新興市場国の金融担当者を対象とした研

修の開催状況、今後の知的協力のための実態把握調査、金融情報システムの個別問題につ

いての実態調査、派遣研修の開催状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

 

〔使用資料等〕 

・ 研修参加者へのアンケート結果 

・ 新興市場国の金融担当者を対象とした研修の開催実績 

・ 今後の知的協力のための実態把握調査 

・ 金融情報システムの個別問題についての実態調査、派遣研修の開催実績 

 

９．担当部局 

 

  総務企画局国際課      
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